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はしがき 

本報告書は、当研究所が令和 2–4年度外務省外交・安全保障調査研究事業（発展型総
合事業）「大国間競争時代の日本の安全保障」のサブ・プロジェクトの 1つとして実施し
ている研究プロジェクト「大国間競争時代のロシア」の 1年目の研究成果を取りまとめ
たものです。
米中の対立と戦略的競争は、軍事・安全保障から先端技術、サプライチェーンの支配、
新型コロナ対応をめぐるナラティブに至るまで、あらゆる分野で一層激化し、ルールに
基づく国際秩序は一層激しい試練に直面しています。
そうした中、世界の多くの国と同様に、ロシアでも 2020年は新型コロナウイルス感染
症への対応に追われながらも、ロシアの将来に大きな影響を及ぼしうる憲法改正がなさ
れました。これにより大統領の権限の一部が強化され、プーチン氏は 2032年まで大統領
職にあり続ける可能性が出てきました。また、国家主権の強化を目的とするロシア憲法
の国際法に対する優越性、領土割譲の禁止といった規定が盛り込まれました。こうした
ロシアの動きは、アジア太平洋地域の戦略的環境が変化する中で北方領土問題を解決し、
ロシアとの多面的な関係の強化を目指してきたわが国の対ロシア政策の見直しを促し、
日ロ関係の今後にも多大なる影響を及ぼすものと考えられます。
以上のような問題関心を踏まえ、本研究会では政治・経済・安全保障の面から今日の
ロシアを重層的にとらえるとともに、ロシアの対外政策の方向性を検討することを試み
ており、また、本報告書には委員諸氏の専門的知見と研究会での議論の積み重ねが反映
されております。
なお、ここに表明されている見解はすべて個人のものであり、当研究所の意見を代表
するものではありません。今回の研究成果が、領土問題を解決し包括的な関係発展を目
指す我が国の対ロシア外交にとって有益な視座を与えるものとなることを期待します。
最後に、本研究に真 に取り組まれ、報告書の作成にご尽力いただいた執筆者各位、
並びにその過程でご協力いただいた関係各位に対し、改めて深甚なる謝意を表します。
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公益財団法人　日本国際問題研究所
理事長　佐々江　賢一郎
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各章の要旨 

第 1章　 2020－ 2021年のロシア政治・回顧と展望（下斗米　伸夫）
コロナ危機はロシアの内政・外交に大きな影響を及ぼした。内政面では、プーチンの統
治スタイルである「垂直的指導」や「手動的操縦」方式はリモート化され、プーチンの影
響力の低下がみられた。そうしたなか、2020年 7月の憲法改正によって、ポスト・プーチ
ンの政治体制とプーチン自身の身の振り方に様々な選択肢が生じることになったが、現時
点では具体的な「将来構想」は何ら示されていない。外交面でも、コロナ危機によって最
高指導者が直接対面するようなことはなくなり、プーチンの対外政策に影を落としている。
米ロ関係は冷戦後最悪な状態に陥り「リセット」の兆しは見えず、欧州との関係において
も緊張が高まっている。旧ソ連諸国との関係では、コーカサス地方や中央アジアでのロシ
アの影響力の相対的低下がみられた。

第 2章　 2020年憲法改正の正統性
―憲法裁判所の合憲性審査と国民投票の観点から―（溝口　修平）

2020年の憲法改正は政治システムの変革にとどまらず、憲法の基底にある価値観の変容
をも伴った重大なものであった。今回の憲法改正にあたっては、通常の改正手続きに加え、
憲法裁判所の合憲性審査と国民投票が追加された。クレムリンは今回の憲法改正は恣意的
なものと国民にとらえられないように、内容・手続き面で細心の注意を払った。だが、こ
れは追加的な手段がなければ今回の憲法改正を正当化できないと政権が考えたということ
であり、憲法改正の正統性を高めるために実施した憲法裁判所の合憲性審査や国民投票が
逆にその正統性を毀損したとも言える。また、今回の憲法改正そのものが執政府に対する
司法府の従属を印象付けたことは免れない。

第 3章　 コロナ禍のロシア地域の最新情勢
―高まる地域への注目とその重要性―（中馬　瑞貴）

2020年のロシアの地域情勢は大きく揺らいだ一方、9月に行われた統一地方選挙では与
党「統一ロシア」が勝利した。2021年の下院選挙の前哨戦として注目された今回の統一地
方選挙は無風の結果となり、今のところは政権に対する安定した支持が確立されていると
言える。だが、2020年末まで断続的なデモが続いていたハバロフスクなど一部地域では情
勢の不安定化が見られ、こうした不安定要因が各地に波及し、いずれ大きな波になる可能
性も十分に考えられる。2021年の統一地方選挙は下院選挙と同時開催が予定されているた
め、地域情勢の不安定化は国政の行方にも直結しうる。この点において、2021年のロシア
の地域情勢については引き続き注視する必要があるだろう。

第 4章　 2020年のロシア経済
―新型コロナウイルス感染症拡大がロシア経済に及ぼした影響―（伏田　寛範）

2020年、世界各国で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症は、ロシアにおいても甚
大な被害をもたらしている。本章ではまず、ロシアにおける新型コロナウイルスの感染拡
大の経緯とロシア政府の対応について整理した上で、今回のコロナ禍が 2020年のロシア経
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済にどのような影響をもたらしたのかを検討する。コロナ禍による世界経済の混乱によっ
て引き起こされた石油価格の暴落、1か月以上続いたロックダウンなどがロシア経済にダ
メージをもたらす一方、プーチン政権の経済活動の再開を重視する姿勢やサービス産業が
発展途上にあるロシア経済自体の未成熟さも相まって、統計の数字上はロシア経済の落ち
込みは他国よりも軽微となっている。だが、今回のコロナ禍で実施され、2020年のロシア
経済を下支えした政府の政策は問題を先送りするものでもあり、中長期的なロシア経済の
成長には課題が残されたままとなっている。

第 5章　 コロナ禍でのロシア国民の窮状とプーチン政権の救済策（小林　昭菜）
コロナ禍はロシアの国民生活に直接的なダメージを与えている。レイオフ、可処分所得
の減少、失業の増加などにより、中間層から貧困層への転落が起きている。こうした状況
を受け、プーチン政権は様々な国民救済策を実施しており、とりわけ子供を持つ世帯への
支援を重点的に行っている。だが、ロシアではコロナ禍以前から貧困率は高く、これまで
貧困問題を半ば放置してきた政権が、今回のコロナ禍を受けてようやく本来とるべき貧困
対策を行うようになっただけとも言える。近年、ロシア各地で反政府運動の機運が高まっ
ているなか、政権は今回のコロナ禍を奇貨としようとしているように見える。すなわち、
貧困層への救済措置を施すことで、これまでの貧困対策の不備をカモフラージュし、同時
に彼らからの支持を取り付けることが可能となるからだ。パンデミックの拡大による経済
停滞は政権運営にとって確かに「痛手」ではあるが、政治的には「禍を転じて福と為す」きっ
かけともなりうるだろう。

第 6章　 欧州が進める脱炭素化の動き（水素戦略及び国境炭素税導入）と改訂された新エ
ネルギー戦略に見るロシアの対応（原田　大輔）

2020年 7月、欧州委員会は「エネルギーシステム統合に関する EU戦略」と「欧州水素戦略」
を発表し、2050年までに二酸化炭素排出量の正味ゼロを目指し、再生可能エネルギーを用
いた水素生産を促進する方針を打ち出した。これら EUの戦略は、ソ連時代から欧州に石油・
天然ガスを輸出し続け、石油天然ガス産業が国家財政の屋台骨となってきたロシアに否応
のない変革を強いることになると見られる。「欧州水素戦略」が発表されたことに伴い、ロ
シアは自国の長期エネルギー戦略に水素エネルギーを俄かに組み込む一方、EUでの国境
炭素税導入の動きに対しては危機感を高めている。EUの水素戦略や国境炭素税導入に向
けた動きは、ソ連時代から安定的に続いてきた欧露エネルギー関係に大きな変化をもたら
しうるだろう。

第 7章　 2020年のロシア外交（廣瀬　陽子）
本章では、2020年のロシア外交を①「コロナ外交」・「ワクチン外交」、②欧米との関係、
③旧ソ連諸国との関係、の 3側面から評価する。まず、年初から 3月末までの「コロナ外交」
だが、これは一定の成果をあげることができたと言え、「ワクチン外交」についてもロシア
製ワクチンの評価の高まりとともに大きな成果がもたらされる可能性がある。次に、欧米
との関係については、ナヴァルヌイ暗殺未遂事件やサイバー攻撃などを機に極めて悪化し
た。バイデン政権の対ロシア政策はより厳しくなっており、2020年のロシアの行動が今後
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の世界におけるロシアの立場をさらに苦しくすると考えられる。最後に、旧ソ連諸国との
関係については、ロシアの影響力の低下が見られる事例がある一方、ロシアがあえて突き
放した態度をとった事例や、最終的にロシアの影響力を見せつけた事例もあり、今後さら
なる分析が必要となる。また中国やトルコの影響の強まりといった要素も加味し、総合的
に判断する必要があるだろう。

第 8章　 2020年の露中関係
―「一帯一路」と中印国境紛争をめぐって―（熊倉　潤）

新型コロナウイルス感染症の流行に世界各国が翻弄されるなか、いち早く封じ込めに成
功した中国が国際的な影響力を強めている。中国の大国化に伴い、近い将来ロシアが中国
の「衛星国」と化す可能性が指摘されている。だが、現下の露中関係をみるに、ロシアが
中国の「衛星国」に直ちに成り下がろうとしているとは言い難く、経済的な非対称性にも
かかわらず、政治的にはロシアは中国に呑み込まれようとはしていないと言える。本章で
は「一帯一路」構想と 2020年に再燃した中印国境紛争に対するロシアの姿勢を検討し、前
者については中国に友好的、協力的な姿勢を示しつつもロシアは中国と対等な立場を崩そ
うとはしていないことを、後者に関しては中国を一方的に支持せず、中立的な見地から調
停役を果たしていることを明らかにする。ロシアは中国を利用し続ける一方で、露中印 3
国のバランスを確保することで、多極世界の一角を占め続けようとしている。

第 9章　 新 START延長後の軍事力整備（岡田　美保）
 バイデン大統領の就任により、米ロは辛くも新 STARTの 5年間の延長にこぎつけた。だ
が、INF条約後、新 START後の軍備管理のあり方を現時点で見通すことは困難である。本
章では、新 START延長問題の経緯と延長の意義、そして延長後のロシアの軍事力整備課題
について概観する。新 START延長は、動揺する軍備管理体制の当座の予見可能性を確保す
るという意味で重要だが、問題山積の米ロ関係そのものを変えるものではない。また、延
長によって生じた時間的猶予を使い戦力整備を着実に進めることで、ロシアは今後の軍備
管理体制を見据えたポジションの強化を図っている。こうした点を踏まえれば、今回の新
START延長は将来の軍備管理のあり方について議論する上でのタイムリミットを提示した
に過ぎないと捉えることができるだろう。

第 10章　 ロシアの核・非核エスカレーション抑止概念を巡る議論の動向（小泉　悠）
近年、「エスカレーション抑止」概念はロシアの軍事戦略として注目されているが、本章
ではまずロシアにおいて議論されてきた核兵器による「エスカレーション抑止」概念につ
いて整理する。続いて、近年著しく発展している精密誘導兵器や極超音速兵器、レーザー
兵器といった核兵器ではない新世代の軍事技術が「エスカレーション抑止」概念の展開に
どのような影響を及ぼしているのかを検討する。こうした作業を通じて本章では、今日の
ロシアの軍事戦略は核兵器による「エスカレーション抑止」を心理的な「恐怖惹起」戦略
として用いる一方、よりエスカレーションの蓋然性の低い方法として極超音速兵器やレー
ザー兵器といった非核手段によって遂行しようとするものであることを明らかにする。
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第 11章　 ロシアをめぐるサイバー問題
―ロシアの情報セキュリティ概念と SolarWinds社事案―（山添　博史）

2020年 12月、米国でサイバー情報窃取を可能とするマルウェアが SolarWinds社のネッ
トワーク管理ソフトを利用する多くの組織に拡散した事案が明らかとなり、これがロシア
による深刻なサイバー攻撃であるとして報じられている。本章ではまずロシアの情報セ
キュリティ概念を 2016年 12月に署名された「ロシア連邦情報セキュリティドクトリン」
を手がかりに整理し、外国による情報空間の操作により社会の安定が脅かされるという脅
威認識をロシアが持っていることを示す。次に、SolarWinds社事案と本件へのロシアの関
与に関する言説を紹介し、SolarWinds社の事案は先に見たロシアの情報セキュリティにお
ける脅威の概念と整合性の高いものであることを明らかにする。情報／サイバーセキュリ
ティ分野での国際協力が困難である現状においては、セキュリティ脅威を発見し共有して
各組織が強靱性を高めていく努力が重要となるだろう。
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第 1章　2020–2021年のロシア政治・回顧と展望

下斗米　伸夫

はじめに
2020年のロシア政治を回顧し、あわせて本年の政治課題を総括的に展望するのが「大国
間競争時代のロシア」研究企画でのいわば総論となる本稿の課題である。
ウラジーミル・プーチン大統領の政権はその第 4期が始まった 2018年、とくに後半から
大統領の支持率が鈍化、9割近い愛国的高揚があったクリミア併合直後から低下し、65%
程度の支持と併合以前の水準にもどった。この間欧米のウクライナをめぐる経済制裁とエ
ネルギー価格の低落による経済的落ち込みもあり、とくに年金問題での抗議活動や同年の
エカテリンブルクから昨年のハバロフスクなど地方で不満の直接抗議などが頻発するよう
になった。
こうしたなか 2019年末の憲法改正の提起を契機として昨年 1月 15日には 2008年以来の
タンデムのコンビであったドミトリー・メドベージェフ首相を解任し、代わりに租税官僚
のミハイル・ミシュースチンを指名すると同時に、自己の大統領権限を最大 2036年まで延
長可能となる憲法改正提案を 7月 1日の国民投票で問うことで政治統合を試みた。結果は
投票率 68%、賛成 78%、反対 21%であった。また対外的には戦勝 75年を契機に米国トラ
ンプ政権との首脳会談で和解を模索するなど関係修復をはかろうとした。
もっとも昨年1月の中国武漢に端を発し、3月初めにWHOが宣言したパンデミックとなっ
たコロナ危機によってこのようなプーチン政権の政策履行は多くの面で抑制がかかり、未
達成となった。とりわけ米国ドナルド・トランプ政権との和解がはかどらないなか、11月
に行われた大統領選挙では分裂気味の世論を背景に、プーチン政権を批判する民主党の 78
歳になるジョー・バイデン候補が辛勝、本年 1月から発足する展開となった。

2021年 9月にはロシアでは議会選挙が控えるが、昨年夏には反腐敗運動家アレクセイ・
ナバリヌィへの薬物投与疑惑とドイツ移送をめぐる国際緊張や、今年に入っての彼の帰国
にあわせた国内の運動活性化は長期政権がもたらしたプーチン体制への国内の支持調達の
困難さをうかがわせ、本年の政治展望には一層の注目を必要とする。
なかでもここでは、第一に内政面では世界的にも先の見えないコロナウイルス危機の中
でのロシア内政の位相、とくに昨年の憲法改正と今年の 9月議会選挙など政治課題、そし
て第二に外交・国際関係としてはパクス・アメリカーナ終焉に伴うパワーシフト、とくに
米中対立のなかで中ロ接近をはかるプーチン政権を取り巻く国際関係を考える。とくにバ
イデン民主党政権の登場をきっかけとする国際関係の変容、安倍政権の昨年 9月の終焉と
菅政権誕生が与えた日ロ関係も含め、総括的にプーチン体制の展望を試みる。

第一、コロナウイルス危機への対応と政治的選択
ロシアでのコロナ危機は 2020年末で約 300万人の罹患者数があり世界でも 5位程度、死
者数はやや少ないものの多大な被害をこうむっている。最初のロシア人被害者は 2月横浜
でのクルーズ船乗客であったといわれるが、ロシア政府は武漢からのロシア人旅行者をシ
ベリアに隔離、3月にはモスクワのソビャーニン市長が最初の感染者への隔離措置を取る
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が、月末までに感染は拡大、プーチン大統領は 3月 28日国民向け放送で外出を控える措置
を訴えた。モスクワ市はロックダウンを宣言、4月末に予定された憲法改正国民投票は 7
月 1日に延期された 1。
その後経済優先のプーチン政権の意向もあってロックダウンはいったん解除されたが、
それには 6月 24日に延期された第二次世界大戦勝利 75周年記念パレード、そして憲法改
正国民投票といった政治日程も絡んでいた。しかし秋になると再び罹患者数は拡大する。
この間当局はコロナワクチンへの取り組みを開始したものの、秋になっても感染の拡大は
止まらず、またモスクワに集中した前半とは異なって被害は全国へと拡散した。こうした
医療危機があぶりだしたのは大都市と一部セクターに偏した経済構造の格差であった。こ
の間プーチンは再度の全国規模のロックダウンを否定、国産ワクチン頼みの状況が続くが、
そのワクチンも安全性への懸念が取りざたされる。
もっとも IMFの 10月段階での経済見通しから見ると、ロシア経済への影響は中国のプ
ラス成長は別としてもロシアはマイナス 4.1%と、多大な被害をこうむった欧米主要国と
比較してもやや軽微となっている。それでも中小企業などを痛打しており、本年最初の反
政府抗議活動がモスクワよりサンクトペテルブルクやハバロフスクなど地方都市で広がる
背景にはこの不満が絡んでいる。
この危機をつうじてプーチン体制の安定度と評価とには陰りが見える。世論面では 2014
年のクリミア併合に見られた愛国的高揚に基づく 9割近い個人的人気は低下、2018年の再
選後は世論調査結果では大統領支持はほぼ 65%で推移しており、これは 2020年末も変化
していない。もっとも昨年夏からプーチン体制への「体制外」的な挑戦者として有名な反
腐敗活動家でブロガーのアレクセイ･ナバリヌィの活動が活発化している。この人物はソー
シャル・メディアを基盤に、むしろ「反政治」を掲げるものの政治的主張はアモルフで、
世論調査での支持は 2%程度、政治綱領や目的、立場もはっきりしないこともあって評価
も分かれる。それでも世論では孤立主義とリモート政治に傾くプーチン政治へのアンチポ
ド（対極点）としてとらえられている節がある。昨年は国際メディアを通じた話題性がメ
ルケル・ドイツ政府の関与を引き出したが、本年は米国バイデン政権成立に合わせて帰国、
逮捕された国際的評価が国内でも一定の反響を招き、プーチン政治の安定と制度化に対す
る挑戦となっている。
そうでなくとも現在ロシアの政治は、プーチンのいう「安定」を目指してきたが、ゲー
ムが固定化し、イモビリズムに陥った。主要政治エリートは、ソ連崩壊前から台頭したウ
ラジーミル・ジリノフスキー自民党党首やゲンナジー・ジュガノフ共産党議長、グリゴリー・
ヤブリンスキーなど「体制内野党」指導者は世代的交代期に当たる。かわってその次の世
代への世代交代が求められている。なかでも大統領府は公正ロシアと愛国小政党の合同で
左派愛国を強化、共産党との対抗を急ぎ第二党化を図り、プーチン世代のセルゲイ・ミロー
ノフは格差問題こそナバリヌィの社会的プロテストの背景であると、秋波を送っている 2。
こうして「体制内」野党の再編成が、「体制外」運動との共振を起こすか、地域の各種運動
との結節点になるかが今後のポイントとなろう。
そうでなくともクリミア併合後のプーチン体制の弛緩と、このところ顕著になった地方
の反乱の間歇的な波によって、後述する国際面での孤立主義の行き詰まりともあいまって
きている。とくに 7月憲法改正国民投票で見られた極東や北部地域での不満票など中央－
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地方関係にはコロナ危機との関連は不明であるものの、ハバロフスク知事交代をめぐって
8月前後に抗議活動が見られた。この数年見られた中央－地方関係の間歇的危機の続きと
も考えられる。
現在 68歳となるプーチン自身のこれらの危機を通じた指導スタイルは、コロナ危機によ
る社会的距離の拡大もあって直接的統制の可能性が少なくなった。プーチン流の「垂直的
指導」や「手動的操縦」方式はリモート化した。このこともあり、政府や関係国家機関に
権限と分担を任せるスタイルを取った 3。この間ミシュースチン首相が主宰する政府では
本人の罹患はともかく、政府機関への支配が強まっているといわれる。
もっともエリート間で「チーム・プーチン」の構成に大きな変化はない。プーチンは後
継者とか、ライバルとか一部でいわれたチーム・メンバーをも依然として重視するパター
ナリスト的な指導者である。興味深いのはかつてバイデンが副大統領としてあって好まし
い大統領とみたメドベージェフは首相解任後も安全保障会議副議長となり、対米関係を担
当していることである。ドボルコビッチらを通じて米民主党との関係を保ってきたといわ
れるが、さっそくバイデン大統領の就任にあわせて執筆した「米国Ⅱ・選挙の後で」とい
う論文では選挙の混乱などの米国の制度的不備を批判した。一見反米的修辞を凝らしたこ
の論文の主眼は、新 STARTの自動延長などバイデン政権との「戦略的安定」を図ることで
あった 4。さっそくプーチンは 1月 27日のバイデン新大統領との電話会談で、5年間の自
動延長を勝ち取り、翌日のダボス会議の準備会合で披歴するという手回しの良さとなった
（28日各紙）。この役割設定は、大統領府長官から 2016年に離れたセルゲイ・イワノフが
安全保障会議成員として、習近平事務所と直通の関係を維持していることと類似している。
他方昨年 2月ウクライナ危機の責任者で 2014年に「新ウクライナ」企画などを通じて強
硬策をとったスルコフ補佐官が解任された。もっとも彼に代わってウクライナ問題担当と
なった穏健派のドミトリー・コザク大統領府副長官の最近の発言だが、ウクライナ、とく
にドンバス停戦交渉には進捗が見られない 5。
またこのコロナウイルス危機は、各国同様に一種のグローバル危機であり、したがって
可能性としては猖獗を極める英米などとの国際的政策協調を試みる機会でもありえたもの
の、欧米との関係の緊張もありこのような期待は実現されなかった。コロナ危機ほど注目
を浴びなかったが、プーチン政権が当面するグローバル危機には国の変動と地球温暖化問
題も見逃せない。このところロシアは暖冬に伴う北極海問題を抱えるが、昨年のオンライ
ン・バルダイ会議ではこの問題を提起した。もっともバイデン同様グローバル政治のベテ
ランとして政治日程や議題、人物といったゲームを習熟したプーチンが、相手の十分な説
得と合意といった文化の差異を超えた対話能力を取得し、発揮したかというとこれには疑
問符が付く。最近のプーチン政治にはナゴルノ・カラバフ紛争のように、よく言えばバラ
ンサー、悪く言えば孤立主義のにおいがぬぐえない。
国民との関係で上記の問題を体現したのが憲法改正である。ロシア連邦憲法は新憲法採
択時には国民投票を予定するが、通常の改正では不要である。昨年前半のプーチン政権の
政治的課題として浮上した憲法改正は、当初底流としてあったのは本人の任期が切れる
2024年問題であって、プーチン周辺には 2019年段階で極度に集中した大統領権限の分散
によるプーチン負担軽減を目的とした節がうかがわれた 6。しかし理由は判然としないが、
エリツィン時代のフランス型大統領制をロシアの保守的内容に修正したうえで、しかも 7
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月 1日の国民投票にかけた。
憲法の修正はしたがって前半のエリツィン時代のフランス型大統領制に範をとった中央
集権的構造には触れることなく、むしろ後半でそれまでの自由主義的論調から「神」を入
れるとか、欧米の LGBT論議を意識して婚姻を「男女の結合」と定義するとか、「ロシア語」
重視とか、「領土不割譲」条項を付加するといった愛国保守的潮流へと転調したのである 7。
しかも 3月のテレシコワ議員の提案でそれまでの大統領任期をリセットしたことでプーチ
ンは 2036年までの長期政権が可能となった。任期を 4年残していたプーチンがエリツィン
末期の個人的経験から熟知していた「2年間は時間を取られる継承問題」を直接提起する
つもりはなかったが、憲法改正問題でのあいまいな課題設定となったことは否めない。保
守的コンセンサスを憲法規範として固定化はしたものの、少なくともこの段階で後継問題
を棚上げした。
たしかに昨年プーチンはそのままでは後継者となりうるタンデムを解消し、安保会議副
議長に横滑りしたメドベージェフ首相のかわりにミシュースチン新首相の就任を見た。ま
たコロナ対策でモスクワ市長ソビャーニンの人気もあった。かといってシステム的野党指
導者はいずれもプーチン以上に高齢である。ましてや支持率 2%のナバリヌィが、ソ連末
期のエリツィンのような可能性があるとは思えない。こうして憲法に規定された「国家評
議会」や大統領経験者の終身上院議員といった法律は改正憲法の条項に従って年末には制
定されたものの、これが具体的な将来の指導者を生み出す条件とは少なくとも今はなって
いない。かといってプーチンが 2036年までの長期政権への構想を具体化するような試みも
まだ見せていない。

第二、パワーシフトの中でのプーチン戦略
プーチン政権が昨年当面した国際課題としては米ロ、米欧、中ロ関係、あるいはインド
やトルコといった関係のグローバルな環境変化のなか、とくに米ロ関係が冷戦後最悪に
陥った状況下で、最高指導者が直接対面する関係がコロナ危機でリモート化したことが
プーチンの対外政策にも影を落とした。そのような大国間関係とも関係した重要な要因と
なったのはウクライナやベラルーシ、それにナゴルノ・カラバフ問題など旧ソ連諸国との
関係の複雑化であった。

1）対米関係　昨年 11月に大統領選挙が予定されていた米国との関係ではトランプ政権
とのデタント期待は早々と消えたが、それでも 2020年を通じて混沌とした米国内政、本年
はじめの土壇場までもつれ込んだ米国大統領選挙が米ロ関係だけでなくロシアの外交戦略
全般に影響した。難産の末民主党のバイデン政権が本年 1月 20日に発足したが、2月に失
効するはずだった新戦略兵器削減条約を 5年延長させるということで合意した。バイデン
－メドベージェフのバックチャンネルをも利用して進め、こうして 27日の両首脳の最初の
直接電話会談で決定された。
もっとも米ロ関係でのバイデンとの楽観主義はこれで終わる。これを超えて米ロ関係の

「リセット」を図ることには双方とも消極的といえよう。これには深い歴史的理由がある。
カトリック教徒であるバイデンのロシア不信は、ソ連時代やブレジンスキーなど民主党系
戦略家の進言によるクリントン政権の NATO東方拡大時代にさかのぼる。子息のウクライ
ナ疑惑を差し引いても、2011年には副大統領としてモスクワでプーチンを「魂のない」政
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治家と表現、今回の選挙中でもロシアを米国の最大の敵と公言した 8。
もちろん基本にあるのはバイデン新大統領の個人的選好よりも 2014年 3月のクリミア
併合で冷戦後最悪に陥った両国関係そのものである。哲学者アレクサンドル・ツイプコや
プーチン・ブレーンであったスルコフのようにプーチンが最近進めた政治外交政策の結果
ロシアは東西双方から孤立し、「包囲された要塞」のような八方ふさがりという評価もあ
る 9。遠因はもちろん双方にあるが、とくに NATO東方拡大戦略にある。1996年秋クリン
トンは自己の再選で 1000万票というポーランド系カトリック移民票により内政の要請を優
先、ポーランドへの拡大を主張した。なかでもウクライナ危機は今回バイデン政権の新国
務次官となったビクトリア・ヌーランドら、ネオコン系外交官がウクライナ介入を進めた
が、プーチン政権でもグラジｪフやスルコフ補佐官など対米強硬派の「新ウクライナ企画」
によって米ロ関係は激突、対立路線が強まった。
後継のトランプ政権でもキッシンジャー系は対ロ和解を進めたものの、政府は 2018年初
めに核態勢見直しの公式文書を相次いで提起、中ロを敵とみなす核戦略を打ち立て、プー
チンは大統領教書でこれに対抗する抑止戦略を展開し、とくに 2019年は中距離核戦力全廃
条約が失効するなど、冷戦終焉後最悪の米ロ関係が出現したままであり、どこまで『リセ
ント』の機会を生かせるかが課題である。

2）対欧関係　この米ロ不信は、欧州情勢も関与している。その結び目にあるのが NATO
の戦略であって、ウクライナ危機後カトリック国ポーランドをバルト三国やウクライナを
にらんだ戦略的ハブとする可能性が増した。中立国だったスウェーデンやフィンランドな
ども対ロ警戒感を深め、バルト海は今や NATOとロシアとの一触即発のフロントライン、
「NATOの海」となっている 10。欧ロ協調の象徴のはずだったカリーニングラード（旧ケー
ニヒスベルク）がロシアのミサイル基地と化したことも双方の緊張を深めた。

EU諸国との関係で目立つのは、英国の EU離脱もあってドイツのメルケル政権との関係
である。とくにトランプ政権下の米国はシェール革命の勢いをかって、ヨーロッパエネル
ギー市場を狙うこともあり、ノルドストリームⅡ問題ではドイツへの厳しい姿勢を示した
が、そのメルケル政権は、ロシアで抑圧されたと訴えた反政府活動家のナバリヌィを受け
入れたように、欧米とロシアの関係も複雑化している。
もっとも欧州など同盟国との和解と地球温暖化対策を重視する姿勢を鮮明にしたバイデ
ン政権の登場は、対ロ強硬姿勢自体は変えないだろうが、地球規模のレベルでの協力につ
いてはロシアとの関係を持続することは考えられる。これは直ちに結果に結びついた。地
球温暖化問題は政権が重視する北極海問題とも絡み、プーチン政権にとっても昨年バルダ
イ会議で重視を表明した課題でもあり、このレベルでの米ロ協調はあり得るものと思われ
る 11。

3）対中国安全保障協力では 2019年に続いて昨年 12月 22日の中ロ共同巡回飛行訓練な
ど準同盟的関係を深めている 12。アジアではウクライナ危機以降のロシアと中国の戦略的
な蜜月関係に大きな変化は見られない。習近平政権はいち早くコロナ危機を克服、一帯一
路政策ではマスクからワクチンにいたる医療面での支援をてこにユーラシアに地歩を強め
ている。これは大ユーラシア・イニシアティブをすすめるロシアにとっても基本的には悪
くはないし、今年は戦略的パートナーシップ関係を定めた善隣友好協力条約 20周年となり、
新しく両首脳が準同盟的関係をどう表現するかに関心は集まる。
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もっともインドの昨年の中国との国境紛争ではロシアはインドに戦略的兵器を提供する
など、多少バランスをとってきた。上海協力機構でも、ロシアはベトナムやイランなど中
国の政策にやや距離を置く国家との関係改善にむしろ傾注することで対中バランスを図ろ
うとする。インド、中国、ロシアの連携は 1990年代の IMEMOとプリマコフ外交の遺産で
あるが、問題はこの関係が次第にいびつな不等辺三角形になる問題をロシアがどう考えて
いるかである。

4）昨年から今年にかけて、プーチン政権にとってもっともホットな国際問題となったの
は旧ソ連地域での共和国の自立の動きである。そうでなくとも旧ソ連諸国との関係がロシ
ア外交の最優先事項であることは周知の事実であるが、とくに危機の焦点はウクライナで
あった。
そのウクライナでは 2019年 4月の大統領選でポピュリストの俳優ウォロディミル・ゼレ
ンスキー候補が西側重視の現職ポロシェンコを破り、同政権は、戦争疲れもあって対ロ和
解にも当初は関心を示した。こうしたこともありプーチンは 2020年 2月対ウクライナ強硬
派のスルコフ補佐官を解任した。しかしその後ゼレンスキーの改革も失速、新しい展望は
開かれていないままである。ウクライナもナゴルノ紛争のような暴力行使は考えていない
が、こうしたなか米国での強硬派ヌーランドの国務次官任命は、米国政府がこの面での対
ロシア政策を変えないものと理解される 13。
ウクライナ問題に加わったのが、ベラルーシ大統領選挙での不正問題であった。とくに
昨年 9月ベラルーシでのルカシェンコ長期政権の不正選挙糾弾に始まる市民革命は、もと
もとルカシェンコが政敵ベレゾフスキー系の大統領であったこともあり、プーチン政権は
やや距離を置いた 14。ロシアとベラルーシが「国家連邦」であるのは、もともとプーチン
に英国に追放されるまで CIS執行書記だったベレゾフスキーの置き土産だった。このこと
がプーチンとアレクサンドル・ルカシェンコとの関係の緊張まで生んできた。しかし「ス
リッパ革命」に外国政府の介入があったとは言えないとしても、プーチンの関与をルカシェ
ンコ候補が求めたことが米欧とロシアの対抗を深めた。ロシアにとって緊張関係が増して
いるポーランドとの直接対峙も好ましいものではないことが、これらの関係の地政学的限
界となる。
昨年旧ソ連共和国をめぐる欧米とロシアとの対立で、いわば「西側」の敗北をもっとも
印象付けたのが、秋に起きたナゴルノ・カラバフ紛争であった。ここではアルメニア飛び
地である同共和国の独立とアルメニアとの併合をめぐりソ連崩壊期以降優勢であったアル
メニア側が敗北、かわって NATOメンバーでありながら反米色を強めるトルコのレジェッ
プ・エルドアン政権の支援を受けたアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領が失地
を回復した形となった。ロシアは平和維持軍を派遣したが、やや影響を失った。
この他西側の支援を受けた女性サンドゥ候補が 11月大統領選挙を制したモルドヴァ、大
統領選挙の混乱が見られたキルギスなど、ウクライナ危機以降のロシアの影響力の相対的
低下を覆す事態は見られない。

5）こうした中、日ロ関係では、昨年 8月には日ロ関係改善にかけた安倍政権が退陣を表
明、9月には菅義偉新政権がスタートした。さっそくプーチン大統領は前安倍総理との電
話会談に続いて菅総理とも 9月に電話会談を開催、それまでの日ロ関係を引き継いで関係
改善を進めることを約した。「安倍政権が 2018年 11月のシンガポール首脳会談で明らかに
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された 1956年共同宣言を基礎とした関係改善への意図は、プーチン大統領側から先に菅総
理に示されたという 15。」27回に及んだ安倍・プーチン関係を国内で支えてきた菅首相だ
けにこの方針は継続されよう。
もっとも全世界的危機へといたったコロナウイルス危機は日本でもロシアでも猖獗を極
め沈静化する気配が見えないことがさらなる展開を妨げている。政府、地方や民間の各種
交流の回路はつながっているし、専門家やビジネスでもリモートでの交流は続いているも
のの、直接的な人的接触が減少した危機をいかに超えるかが大きな課題となっている。な
かでも 2018年の日ロ相互の交流年企画に続いて、昨年から本年末までは地域・姉妹都市間
の交流年となっているが、直接の訪問、交流の機会が減少している。一刻も早いコロナ危
機の収束、この面での日ロ交流の拡大を期待したい。

―注―

1 The Moscow Times, 21 December, 2020
2 https://www.gazeta.ru/politics/2021/01/20_a_13448804.shtml
3 https://carnegie.ru/commentary/83641、政治分析家タチアナ・スタノバヤの指摘
4 https://lenta.ru/news/2021/01/16/bdn/　もっとも彼が忠実なプーチン派であることも周知の事実である。
5 https://ria.ru/20210112/peregovory-1592790290.html
6 下斗米伸夫『新危機の 20年』朝日新聞出版、2020年、304頁。とくにドレスデン KGBの仲間で軍産
部門セルゲイ・チェメゾフの役割がある。彼は大統領府長官の元日本担当外交官から儀典部門に行っ
たアントン・バイノとも父が自動車産業関係者であったこともあり関係が深い。

7 同上、「終わりに」を参照。
8 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/12/29/852987-otnosheniya-rossii-ssha
9 Moskovsikii Komsomolets,27 Dek.,2020.
10 https://carnegie.ru/commentary/83539
11 http://en.kremlin.ru/events/president/news/64261　昨年 12月ムルマンスクでも平均気温がゼロを上回った
ことは研究者を驚かせたが、2020年はもっとも温暖な気候となった。

12 https://www.rbc.ru/politics/22/12/2020/5fe21c099a7947220b1ed443　ちなみにショイグは、中ソ対立時代に
毛沢東らが中国領と主張したトゥヴァ共和国出身、最近プーチンは 2018-19年と夏の休暇を同地で彼
と過ごした。

13 Ria Novost, 16 January 2021, ロシアではペルソナ・ノングラータの彼女の任命はバイデン政権の明確な
意思表示といわれる。ウクライナでは米国の彼女を「ウクライナ国家の母」という評者もある。

14 ルカシェンコやウクライナの軍産部門から 2代目の大統領になったレオニード・クチマはいずれもプー
チン政権発足時の CIS執行書記だったボリス・ベレゾフスキーの人脈であった。旧ソ連のテレビ局
ORTを一時支配したベレゾフスキーが、その後彼を追放したプーチンとの関係で、ホドルコフスキー
のユーコス事件やカラー革命にも関与した事情は下斗米『前掲書』。

15 『産経新聞』10月 17日など。
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第 2章　 2020年憲法改正の正統性
―憲法裁判所の合憲性審査と国民投票の観点から―

溝口　修平

はじめに
ロシアで 2020年に行われた憲法改正は、政治システムを大きく変更したという意味だけ
でなく、憲法の基底にある価値観の変容を伴うという意味でも、重要なものであった。ウ
ラジーミル・プーチン（Владимир Путин）大統領のこれまでの任期が「リセット」され、
2036年まで大統領を務めることが可能になったことは、ロシア国内でも「独裁的」だと批
判された 1。また、ヴェニス委員会は、国際機関の決定に対する憲法の優位性が第 79条と
第 125条に明記されたことによって、ロシアが加盟している欧州人権条約の義務が履行さ
れなくなることへの懸念を表明し、第 79条の修正を削除することを求めた 2。このように、
2020年憲法改正は国内外で大きな注目を集めるものであった。
本稿は、憲法改正の内容ではなく、その改正手続きに注目して、2020年憲法改正の特徴
を明らかにしようとするものである。第 1節で述べるように、2020年憲法改正は、通常の
改正手続きに加えて、追加的に憲法裁判所による合憲性の審査と国民投票（正式には「全
ロシア投票」）が実施された。これは、憲法改正に対する正統性獲得を意図したものだと考
えられるが、裏を返せば、そのような追加的な手段がなければ、憲法改正を正当化できな
いと政権が考えたからだとも言える。筆者は、この点に 2020年憲法改正の歪みが象徴的に
表れていると考える。すなわち、憲法改正の正統性獲得のために行われた憲法裁判所の合
憲性審査と国民投票が、逆にその正統性を毀損しているというのがここでの主張である。
以下では、第 1節でロシアにおける憲法改正手続きを概観し、続く 2つの節で憲法裁判
所による合憲性審査と国民投票がどのような問題を浮き彫りにしたのかを論じる。なお、
憲法改正によって具体的にどのような点が変わったかは、すでに他で論じているので、そ
ちらを参照されたい 3。

1．憲法改正の手続き
ロシア憲法の改正手続きは、改正の対象となる条項によって表 1のように分類される。
連邦構成主体の名称変更や統廃合に関わる第 65条を除けば、これまでロシアで行われた憲
法改正は、いずれも第 3章から第 8章までの統治機構に関わるものであり、今回の 2020年
憲法改正も同様である。したがって、この憲法規定に則れば、連邦議会上下両院の特別多
数と 3分の 2以上の地方議会で採択されれば、この法案は成立するはずであった。
しかし、2020年憲法改正では、通常の手続きに加えて、憲法裁判所による法案の合憲性
審査と国民投票が実施されることになった。国民投票については、2020年 1月 15日の教
書演説でプーチン大統領が憲法改正を提案した際にすでに言及されていた。プーチンは、
この憲法改正は「政治システムの大きな変化」を伴うものであるため、国民投票が行われ、
その結果に基づいて最終的な決定がなされなければならないと述べたのである 4。通常の
手続きに加えて国民投票を実施したのは、主権者たる国民にこの憲法改正に関与する機会
を設けることで、その正統性を確保しようとしたためだと考えられる。
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表1　ロシア憲法で規定されている憲法改正の手続き

章立て 改正手続き

第 1章 総則 ①改正提案を上下両院議員総数の 3/5以上が支持すると、憲法議会
を設置
②新憲法草案を、憲法議会の 2/3以上の賛成か、全人民投票におけ
る投票者の過半数の賛成で採択

第 2章 権利章典

第 3章 -第 8章 統治機構 下院議員総数の 2/3、上院議員総数の 3/4、2/3以上の地方議会での
承認
※第 65条を除く

第 9章 改正手続き 第 1、2章と同じ

出典：筆者作成

同様に、憲法裁判所による合憲性審査も、この憲法改正が「法的に妥当である」という
印象を国内外に示すことを意図したものだと言えよう。ただし、国民投票とは違い、憲法
裁判所による審査という手続きは、プーチンが議会に提出した最初の法案には含まれてお
らず、法案審議途中に追加されたものである。特に、これは 3月 10日の下院第 2読会でワ
レンチナ・テレシコワ（Валентина Терешкова）下院議員がプーチンの任期の「リセット」
を提案した際に 5、それを正当化する手段として持ち出された。テレシコワの提案を受け
て議会に現れたプーチンは、「憲法裁判所が、この改正は憲法の原則や基本規定に反してい
ないという決定を下す」という条件付きで、この提案を承認したのである 6。憲法裁判所
による合憲性審査という問題にプーチンが言及したのは、これが最初であった。このよう
に、大統領の任期制限というルールを変更することに対する反発を未然に防ぐために、プー
チンは憲法裁判所による「お墨付き」を得ようとした。
もっとも、こうした経緯自体が、クレムリンによる演出だったとみなすのが妥当であろ
う。つまり、当初プーチンは任期満了後に大統領を退任するつもりだったが、テレシコワ
による「突然の」提案によって翻意したというのは一種の脚色であり、実際は法案の修正
は最初から既定路線だった可能性が高い。なぜなら、3月 5日に下院第 2読会に提出され
た法案において、憲法裁判所が法案の内容と手続きの合憲性について判断するという規定
は、すでに追加されていたからである。つまり、テレシコワ提案より先に、任期のリセッ
トに向けた準備は着々と進んでいた。
いずれにせよ、「政治システムの大きな変化」と「プーチンの任期のリセット」を正当化
する道具として、憲法裁判所の審査と国民投票という手続きが法案に追加された。そのた
め、2020年憲法改正法はやや特殊な形態を持つものとなった。この法律は、改正の内容に
ついて定めた第 1条、国民投票について定めた第 2条、そして改正手続きについて定めた
第 3条からなるが、施行されるタイミングが条項ごとに異なったのである。第 3条に記さ
れた法制定プロセスを見てみよう。まず、憲法が定めるように、法案は連邦議会と地方議
会で審議され、そこで成立すると、改正手続きについて定めた第 3条のみが施行される。
次に、大統領が法案第 1条、第 2条の合憲性について憲法裁判所に判断を求める。憲法裁
判所が合憲であると判断した場合、第 2条が施行され、国民投票が実施される。最終的に、
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この投票で半数以上の票が憲法改正に賛成した場合、憲法改正は承認されたことになり、
その後大統領令によって公布される。このように、憲法で定められた憲法改正の手続きに
加えて、2020年憲法改正法はこの法律のみに適用される特別な手続きを定めた。

2．憲法裁判所による合憲性審査
1月から始まった法案審議は、3月 11日までに上下両院で可決され、すぐに地方議会で
も承認された。それに引き続き、3月 16日には、憲法裁判所も法案が憲法に違反していな
いという決定を下した 7。
憲法裁判所の審査のポイントは次の 2つであった。すなわち、第一に、法案に規定され
ている改正手続きが、憲法に合致したものかという点であり、第二に、改正される内容が
憲法第 1章、第 2章、第 9章と矛盾していないかという点である。憲法裁判所は、この 2
点についてどちらも憲法に違反していないという見解（以下では「憲法裁意見」と記す）
を下した。

（1）識者による反対
憲法裁意見が公表される前日には、憲法改正法案に反対する声明が、427名の研究者、
作家、ジャーナリストによって『モスクワのこだま』のウェブサイトに公開された 8。そこ
では、上述した「任期のリセット」に対する反対 9に加えて、憲法改正の内容が憲法第 1章、
第 2章に記されている憲法の基本原則に反していること、そして、この憲法改正の手続き
が憲法第 136条に記されている手続きに違反していることが指摘された。
憲法改正の手続きに関しては、2020年憲法改正法が既存の法律に反しているという点も
問題視された。1998年に制定された「ロシア連邦憲法改正の採択および施行手続きに関す
る連邦法」（以下、「憲法改正手続き法」とする）の第 2条第 2項は、関連する条文の改正
ごとに、別々の憲法改正法が制定されることと定めている。しかし、2020年憲法改正法は、
複数のテーマに関する改正が含まれているにもかかわらず 10、1つの法律として策定され、
地方の立法機関はその様々な内容について自分たちの意見を表明する機会が与えられてい
ない。この声明は、このような理由から 2020年憲法改正を「反憲法的クーデター」と非難
した。

（2）憲法裁意見
そもそも、憲法裁判所は、憲法改正を審査する権限を有していると言えるのか。実際、以
前の判決では、憲法裁判所自身が、憲法改正の審査は行わないという判断を下していた 11。
しかし、憲法裁意見では、第 3章から第 8章の改正は、内容的にも手続き的にも憲法第 1章、
第 2章、第 9章に違反してはならないため、憲法裁判所が審査を行うとした 12。
それでは、憲法裁判所はどのような根拠に基づいて、2020年憲法改正法の改正手続きが
憲法に違反していないという結論に達したのか。1998年の憲法改正手続き法との関係につ
いて、憲法裁判所は、今回の憲法改正法に記された改正手続きとの適合性については評価
しないとしつつ、今回の法律は、憲法改正手続き法の特別法・後法にあたるため、より大
きな法的効力を有するという結論を下した。憲法改正手続き法は、（1）で記した有識者の
反対声明でも言及されたものであるが、それよりも、2020年憲法改正法の改正手続きの有
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効性を支持した形となった。
全ロシア投票の実施についても、憲法裁判所は、憲法第 1条、第 3条、第 32条に記され
ている「人民の直接的な意思表示」の一種であるとして、これを認めた。憲法起草者が人
民主権の原則にしたがって、その決定の正統性を全ロシア投票に委ねることは可能であり、
それは法案を採択した連邦議会や地方議会を否定することにはあたらないというのであ
る。さらには、全ロシア投票は憲法第 135条に記されている「全人民投票」とも異なるため、
後者において設定されている投票が成立するための要件（有権者の過半数が投票）は適用
されないというのが、憲法裁判所の見解であった。
このように、憲法裁判所は 2020年憲法改正の手続きが憲法に違反するものではないとい
う結論を下した。しかも、それは既存の法律や憲法裁判所自身の以前の判決を覆すもので
あった。さらに、本稿では詳細は省くが、憲法裁判所は改正内容についても、憲法の基本
原則に反しないという結論に達した。憲法裁判所はこれまで、人権保護の観点から一定の
役割を果たしてきたが、政治的な問題については政権と対立せずプラグマティックな対応
を取ることで自律性を確保してきたと言われてきた。また、近年は特に欧州人権裁判所に
対してロシアの主権を擁護する立場を強めている 13。このような行動を踏まえると、憲法
裁判所が 2020年憲法改正法について憲法に反していないという意見を示すことは事前に予
想されていた。ただし、今回の憲法裁意見では、これまでの法律や憲法裁判所自身の決定
に反するような形で、憲法改正の手続きが正当化されたことは注目に値する。

3．国民投票と不正疑惑
2020年 4月 22日に実施される予定であった国民投票は、新型コロナウイルスの感染拡
大の影響で、6月 25日から 7月 1日の期間に延期された。上述のとおり、2020年憲法改
正法ではこの投票が成立するための要件が設けられなかったが、実際には政権は投票率確
保にかなり注力し、市民に投票を促すキャンペーンを積極的に展開した。また、期日前投
票の手続きが簡素化されただけでなく、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、公
園などの屋外でも投票が行われ、モスクワ市とニジェゴロド州では電子投票も実施され
た。投票終了後に中央選挙委員会が発表した公式結果では、投票率が 68.0%、賛成が全体
の 77.9%、反対が 21.3%であった 14。この結果を踏まえ、7月 4日に改正憲法が施行された。
ただし、投票終了直後から、この投票における大規模な不正疑惑が報じられた。2018年
大統領選挙でも不正の実態を明らかにしたセルゲイ・シュピルキン（Сегрей Шпилькин）は、
今回の国民投票では大統領選挙を上回る大規模な不正があったと指摘した。彼の推計によ
ると、約 2200万票が「変則的な」票であり、実際の投票率は 42-43%で、賛成票が 65%、
反対票は 35%程度であった 15。この結果でも、憲法改正が承認されたことには変わりないが、
もしシュピルキンの推計が正しければ、非常に大規模な不正によって投票結果が改竄され
ていたことになる。このことは、クレムリンがそれだけ国民投票を重視していたことの証
となるが、不正が暴かれれば国民投票自体の正統性は低下せざるを得ない。
それでは、どちらの数値がより実態に近いものなのか。そのことを探るために、いくつ
かの世論調査の結果を見てみよう。表 2と表 3は、それぞれレヴァダ・センターと全ロシ
ア世論調査センターが事前に行った世論調査の結果である。どちらも「投票する」と答え
た人の割合は、実際の投票率に近い数値であったが、「投票する場合、賛成」と答えた人の
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割合は実際の賛成票の割合よりかなり少なかった。たとえば、3月から 5月にかけて行わ
れたレヴァダ・センターの調査では、投票に参加する場合、憲法改正に賛成すると回答し
た人の割合は、いずれも 40%台であった。一方、全ロシア世論調査センターの結果では、
4月の調査までは賛成票を投じると答えた人の割合が 50%以下であったが、投票が近づく
につれてその割合は増加し、5月22日の調査では61%の人が賛成すると答えた。このように、
事前の世論調査は時期によってばらつきはあるものの、総じて公式結果よりも賛成の割合
は低かった。

表2　全ロシア投票に対するレヴァダ・センターの調査結果

3月 19-25日 4月 24-27日 5月 22-24日

きっと投票する／
確実に投票する

54% 65% 66%

投票する場合、賛成 40% 47% 44%

出 典：«Общероссийские голосование по поправкам в конституцию» Левада центр, 2 июня 2020 г. <https://
www.levada.ru/2020/06/02/obshherossijskoe-golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-3/>

表3　全ロシア投票に対する全ロシア世論調査センターの調査結果

2月 20日 3月 11日 4月 17日 5月 22日

投票する／
おそらく投票する

66% 69% 66% 66%

投票する場合、賛成 43% 46% 50% 61%

出典：«Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян» ВЦИОМ, 30 мая 2020 г. <https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/konstituczionnye-popravki-rejting-predpochtenij-rossiyan>
«Голосование по поправкам к Конституции: первый прогноз» ВЦИОМ, 22 апреля 2020 г. <https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/golosovanie-po-popravkam-k-konstituczii-pervyj-prognoz->

レヴァダ・センターが投票期間中の 6月 27日から 28日にかけて行った調査では、早く
投票を済ませた人ほど憲法改正を支持する傾向にあるという興味深い結果が出ている。こ
の調査では、回答者の 50%が投票をする予定だと答え、22%がすでに投票したと回答した。
後者（N＝ 352名）のうち 68%は憲法改正に賛成したのに対し、前者（N＝ 816名）のう
ち憲法改正に賛成と答えたのは 54%にすぎず、反対が 29%、回答困難・回答拒否が 17%
であった 16。このように、投票の時期によって憲法改正に対する態度に違いが見られるが、
いずれの結果も、77.9%という公式結果の賛成率からはかなりの乖離がある。
レヴァダ・センターが投票終了後に行った調査でも、シュピルキンの推計に近い結果が
出ている。この調査では、投票した者のうち、60%が賛成票を投じ、26%が反対票を投じ
たと回答した。また、14%はどちらに投票したかを答えることを拒否した。レフ・グトコ
フ（Лев Гудков）レヴァダ・センター所長は、この調査における賛成の割合が公式結果と
同等になるには、回答を拒否した 14%全員の票が賛成票である必要があるが、そのような
ことは社会調査ではほとんどあり得ないし、投票が「公正」だったと考えている回答者が
半数以下という状況ではなおさらそうであると指摘している 17。憲法改正への賛成の割合
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が 50%を下回っていた事前の調査と比べると、確かにその割合は増えているが、この調査
でもやはり公式結果ほどの賛成率とはなっていない。このように、どの世論調査でも、憲
法改正に賛成する国民の割合は公式結果を大きく下回っており、世論の支持は一定程度「作
り出された」ものである可能性が高いと言えるだろう。

おわりに
本稿では、憲法改正の手続き面から、ロシアの 2020年憲法改正の特徴について論じてき
た。この憲法改正は、プーチン自身が述べたように、「政治システムの大きな変化」をもた
らすものであった。ロシアはこれまでも憲法改正を経験してきたものの、これほど大規模
な憲法改正を実施したのは今回が初めてであった。そして、そのような大幅な憲法改正が
「恣意的」なものだと国民に捉えられないように、クレムリンは内容・手続き両面において
細心の注意を払った。内容的には、「領土割譲の禁止」のような愛国心を刺激するものや、
「年金の物価スライド制」のように社会保障の充実を掲げるものが憲法に書きこまれた。そ
して、手続き的には、本稿で見たように、憲法裁判所による合憲性審査と国民投票が、本
来の手続きに加えて追加された。
しかし、こうした追加的な手続きが憲法改正の正統性を確保する上で十分な効果を発揮
したかは疑問が残る。憲法裁判所は、今回の憲法改正法が内容的にも手続き的にも憲法に
違反しないとしたが、これは、以前の判決を覆す形での審査であり、執政府に対する司法
府の従属を印象付けるものとなった。また、国民投票の結果も圧倒的に憲法改正を支持す
るものであったが、その結果には疑問が投げかけられ、多くの国民が国民投票自体の「公
正さ」を疑うこととなった。こうしたことを踏まえると、憲法改正の正統性を高めるため
に実施した憲法裁判所の合憲性審査や国民投票が、逆にその正統性を毀損したとも言える
のである。現政権の安定化を目的とした今回の憲法改正は、その政治争点化を避けるため
に内容的にも手続き的にも世論に気を使ったものとなった。しかし、むしろそれゆえに様々
なところに「歪み」を生み出すことになったのである。
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第 3章　 コロナ禍のロシア地域の最新情勢
―高まる地域への注目とその重要性―

中馬　瑞貴

はじめに
2020年のロシア地域 1はコロナ以外にも注目すべき話題が目白押しであった。2020年1月、
任期満了前に「信用失墜」を理由に解任されたチュヴァシ共和国の首長が解任を命じる大
統領令について最高裁判所に不服申し立てをするという異例の事態が起きた。2020年 4月
には北極圏に位置するネネツ自治管区で、隣接するアルハンゲリスク州との合併を進めよ
うとした地元政府に対して住民が強く反発。住民の抗議を受けてすぐに合併の話は帳消し
になったものの、住民の不満は収まらず、2020年 7月 1日に行われた憲法改正のための国
民投票にまで影響を及ぼした。そして国民投票から約 1週間後の 7月 9日には極東のハバ
ロフスクで現職知事が殺人容疑で逮捕されるという前代未聞の事件が発生。これに対して
地元市民は元知事を擁護する姿勢を明確にし、連邦政府に対する不満のデモが何カ月も継
続した。
このように個別の地域情勢が揺らぐ一方で、2020年 9月に行われた統一地方選挙では、
各地域の首長 2選挙で現職首長および首長代行が勝利し、地域議会選挙でも与党「統一ロ
シア」がほぼ全域で勝利を確実にした。今回の選挙は 2021年に予定されている連邦下院選
挙の前哨戦として注目されていたものの、大きな波乱が起きることはなく、無風の結果と
なった。ただし、今回当選した地域首長のうち過半数は与党「統一ロシア」ではなく、無
所属の候補として当選を果たしている。首長選挙に無所属で出馬するには各地域の法律で
規定する必要があるのだが、わざわざ今回の選挙のために法律を修正した地域が多数あっ
た 3。

2000年の大統領就任以来、プーチン大統領は中央と地方の関係を中央集権化するための
制度改革を積極的にすすめてきた。特に地域の安定を保障すべき地域首長のポストについ
てはできる限り政権に従順かつ有能な人物を就任させようと、一時は地域住民による公選
制ではなく、「大統領による任命制」4を導入していた。そして、再び導入された公選制も
大統領や与党「統一ロシア」の影響力が候補者の擁立に大きく影響を与える制度設計がな
されており、かつての公選制と比べると明らかに政権に従順な人物を地域首長に就任させ
やすくなっている 5。しかし、そうしたプーチン政権の思惑とは裏腹に、未だに一部地域
では情勢が不安定化している。一方で多くの地域首長は連邦政府に従順かつそれなりの能
力を持った人々に代わりつつある。そして彼らは形式的にではあるものの地域住民の支持
も獲得しているのである。ロシアで高まる地域への注目と重要性に注目しながら、ロシア
地域の最新情勢について考察したい。

1．揺れる地域情勢
（1）共産党知事、自然災害に敗北
ロシアのシベリアに位置するイルクーツク州は頻繁に知事が交代してきた地域の 1つ
で、特に 2000年以降は交代が顕著であり、誰一人として 5年の任期を全うできていない 6。
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政治的に不安定な地域の象徴とも言えるイルクーツクで、2015年 9月には統一ロシア所
属の現職知事が敗北し、共産党知事が勝利するという波乱が起きた。2012年に地域首長
の公選制が復活して以来、現職ないしは大統領によって事前に任命された首長代行が着実
に勝利を手にしていたにもかかわらず、イルクーツク州では、1990年代から共産党を率
いてきた州の有力政治家、セルゲイ・レフチェンコ（Sergey LEVCHENKO）が 1回目の投
票で 37.22%を獲得し、現職のセルゲイ・エロシチェンコ（Sergey YEROSHCHENKO）の
29.17%を超え、決選投票の末に、勝利を収めたのである。
野党知事ということでレフチェンコは就任直後から地元メディアの強い批判にさらされ、
スキャンダルも頻発していた。しかし、その一方で積極的な投資誘致政策を行い、州の社
会・経済発展に尽力した。2017年 11月には日本を訪れ、投資プレゼンテーションを実施
している 7。そして 2018年 9月の統一地方選挙では 2015年のイルクーツク州での波乱を
再現するかのように、一部地域で野党候補が勝利するという結果になった 8。プーチン政
権や統一ロシアへの批判が強まっていることから、2020年に予定されている知事選挙およ
び州議会選挙でレフチェンコおよび共産党が勝利する可能性は高く、レフチェンコ自身、2
期目の出馬に意欲を示していた 9。
しかし、2019年 12月にレフチェンコは任期満了を待たずして辞任を表明した 10。その
背景には、同年夏に起きた自然災害が大きく影響していた。イルクーツク州では 2019年 6
月末の大雨によって洪水が発生し、100以上の自治体が浸水被害に見舞われた。住民 25人
が死亡し、38,000人以上が被災するという大規模な被害は、プーチン大統領が 3度も被災
地を訪れるほど深刻であった。一方、史上稀に見る自然災害に対して州政府の対応が遅れ、
レフチェンコ知事は連邦政府およびメディアの強い批判を受けたのである。大統領と知事
との間でどのようなやり取りがなされたのか明らかではない。いずれにせよ、こうした状
況を受けてレフチェンコ知事には、本人の希望により知事を辞任すると書かれた大統領令
が署名された 11。
レフチェンコの後任には、イーゴリ・コブゼフ（Igor KOBZEV）元連邦非常事態省次官
が任命された。ヴォロネジ市出身で同市およびモスクワでキャリアを積んだコブゼフはイ
ルクーツクとは縁もゆかりもない。しかし、ここしばらく洪水や山火事といった自然災害
に見舞われその対応が後手に回ってしまった同州の危機管理体制を見直すには適任と考え
られたようである。

（2）大統領への不服申し立て
2020年 1月 29日、「信用失墜」を理由にミハイル・イグナチエフ（Mikhail IGNATYEV）チュ
ヴァシ共和国首長が解任された 12。大統領が首長を解任する場合、必ずしも本人の意思で
はない場合であっても、形式的・表向きには「本人の希望により」という理由を付けた大
統領令に署名されることが一般的である。一方で「信用失墜」を理由に解任されるケース
というのは稀であり、最近では 2016年のニキータ・ベールィフ（Nikita BELYKH）キーロ
フ州知事や 2017年のアレクサンドル・ソロヴィヨフ（Aleksandr SOLOVYOV）ウドムルト
共和国首長が当該理由で解任された 13。彼らはいずれも収賄容疑が解任の根本的理由にあっ
た。イグナチエフが解任された根本的な理由は何か。2020年 1月 18日、「ロシアとチュヴァ
シの印刷の日」（День российской и чувашской печати）を祝う式典でイグナチエフは「当局
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を批判するジャーナリストを『ぶちのめすべき（надо мочить）』」と品のない言葉を使って
発言した 14ことが多くのメディアから批判的に報道された。またその数日後、1月 23日には、
イグナチエフが非常事態省の役人に対して、共和国に納入された新しい消防車の を渡す
際、ジャンプして取るように強要している動画がインターネット上に流出した。イグナチ
エフは当初、どちらのケースも反対勢力による陰謀だとして事実を否定したものの、非常
事態省や自身が所属する統一ロシアの上層部から痛烈な批判を浴び、1月 28日には統一ロ
シアを離党させられ、翌 29日には首長辞任を言い渡された。
しばらくは沈黙していたイグナチエフだったが、5月 20日に連邦最高裁判所に対して、

1月 29日付の大統領令に対する不服を申し立てた 15。地域首長が大統領令を違法だと訴え、
政権に反旗を翻すというのは昨今では異例の事態であった。これを受けて最高裁判所はイ
グナチエフの主張に対する検討会議を 6月 30日に行うことを決めた。しかし、イグナチエ
フは 5月 27日に両側性肺炎でサンクトペテルブルクの病院に入院した。イグナチエフは
2019年夏に脳卒中で入院し、すでに 2020年 2月と 5月上旬には同じ病院で治療を受けて
いたことも明らかになった。そして不運なことに、検討会議を 1週間後に控えた 6月 23日
に新型コロナで死亡した。イグナチエフの死亡に事件性などは疑われていない。
一方で、闘病生活を送っていたイグナチエフが大統領令に対する不服申し立てなどとい
う大事を自ら思いつき、単独で行動することが可能であったのか。国内の専門家のあいだ
では、イグナチエフの背景に前任のニコライ・フョードロフ（Nikolai FYODOROV）がい
たのではないかとの憶測を呼んでいる。フョードロフ・チュヴァシ共和国大統領は 1993年
にエリツィンの議会に対する攻撃を強く批判する形で連邦司法大臣を自ら辞任し、1994年
に共和国大統領に就任した。連邦政府にとって厄介な地域ボスであったことは間違いない
が、一方で、共和国大統領を 2010年に辞任した後、2012年には連邦農業大臣に就任し、
大臣辞任後は連邦上院で第一副議長を務めていた。厄介者ではありながら、政権ともうま
く関係を築いていた。
フョードロフはイグナチエフの死について「未来に希望を持ち、大胆な計画を立て、自
信をもって明日を見つめていた時にこの世を去ることは、大きな悲劇であり、損失である。
その勇気、不屈の精神、忍耐を称える」と語った 16。実はフョードロフは共和国大統領だっ
た 2000年にプーチン大統領主導で進めていた連邦制度改革に伴う法改正について、憲法裁
判所に対して憲法違反であるという訴えを出したことがある。しかし、一部の専門家が述
べている通り、1990年代や 2000年代初期と現在では時代が違う。かつては大臣や地域首
長が公然と大統領を批判し、それでも安定したポストが保障されていた 17。

（3）マトリョーシカ型地域の合併
2020年 4月 2日、ロシア北極圏に位置するアルハンゲリスク州でイーゴリ・オルロフ（Igor 

ORLOV）知事が辞任を表明し、隣接するネネツ自治管区のアレクサンドル・ツィブリスキー
（Alexander TSYBULSKY）知事がアルハンゲリスク州知事代行に就任した 18。ツィブリスキー
の後任には、ユーリー・ベズドゥドヌィ（Yury BEZDUDNY）同自治管区副知事が就任し
た 19。
アルハンゲリスク州とネネツ自治管区は行政・経済的に独立した別の地域であるが、同
時に、ネネツ自治管区がアルハンゲリスク州の一部を構成している、いわゆる「マトリョー
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シカ型」と呼ばれる関係にある 20。かつてこのような地域はいくつも存在していたが、そ
の多くは 2000年代後半に合併して 1つの構成主体となった（表 1参照）。現在同じような
構造を持つのは他に、チュメニ州とヤマロ・ネネツ自治管区およびハンティ・マンシ自治
管区だけに留まる。

表1　過去の連邦構成主体の合併事例

2020年 5月 13日、ツィブリスキーとベズドゥドヌィ両知事代行は、両地域を合併し、
単一の構成主体にするためのMOUに調印した 21。必要な手続きを開始し、年内には住民
投票を行うと発表したのである。突然の発表であったが、連邦政府は両地域政府の意向を
支持した。そもそも連邦政府主導で進められた 4月の人事異動が合併のための準備だった
とも考えられた。しかし、両地域の住民は納得せず、抗議運動がすぐに拡大した。コロナ
禍で集会等が禁止される中、ネネツ自治管区の中心都市ナリヤン・マルでは、2メートル
というソーシャルディスタンスを維持しながら 8キロメートルに及ぶ「人間の鎖」が結ば
れた 22。住民の反発を受けて、わずか 2週間後の 5月 26日、当初は両地域合併のための地
域議会公聴会が予定されていたが、当日の朝に中止が発表され、両政府は合併手続きにつ
いて無期限の延長を発表した 23。翌 27日には「統一ロシア」ネネツ自治管区支部の会合が
開かれ、両知事とトゥルチャク党幹事長が出席し、住民に何の説明もせずに両地域の合併
を進めようとしたことを謝罪した 24。
両地域の合併が提案された背景には経済的な理由が大きいと考えられている。財政赤字
の続くアルハンゲリスク州に資源豊富なネネツ自治管区の税収を注入することで財政の健
全化を図るということだ。ネネツ自治管区は石油ガスが豊富な一方で極端に人口が少ない
ため、国内有数の豊かな地域なのである。しかし、税収のほとんどを資源に依存しており、
自治管区の財政が国際市場の石油価格に依存することが問題視されていた。産業多角化が
進むアルハンゲリスク州と合併することで、こちらも資源依存の問題が解消されることが
期待されたのである。ツィブリスキー知事は「アルハンゲリスク州には産業ポテンシャル
があり、ネネツ自治管区は北極海航路への窓口として戦略的に重要な位置づけにある。ま
た、ネネツ自治管区には天然資源があり、アルハンゲリスク州には技術および学術研究の
ポテンシャルがある。これらの強みを合わせることで、両地域の発展に向けた経済的な刺
激を与えることが可能である」と指摘している 25。
しかし、1993年の憲法制定に際して、アルハンゲリスク州から独立した行政区画となっ
たネネツ自治管区の住民は以来約 30年にわたって独自のステータスを維持してきた。人口
は連邦構成主体の中で最も少ないにもかかわらず、豊富な資源による税収のおかげで生活
水準は高く、豊かな暮らしをしてきている。一方、ネネツ自治管区とアルハンゲリスク州
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は隣接しながら隔離されており、自動車道路も鉄道もつながっていない。より貧しい地域
であるアルハンゲリスク州と合併すれば多くを州の住民とシェアしなければならない。あ
らゆる危機も単独で乗り越えてきたという自負があるネネツの住民にとっては、行政府が
懸念する今般の自治管区経済の危機的状況を合併ではなく、これまでのように自分たちだ
けで乗り越えることができるという思いが強かったのだと考えられる 26。

（4）憲法改正のための国民投票
2020年 7月 1日、ロシアでは憲法改正に関する国民投票が行われた。連邦全体で見ると
投票率 67.97%、支持率 77.92%と、当初の予想よりも高い結果となった。しかし地域別に
見ると投票率、支持率ともに低い地域も数多くみられた。表 2からわかる通り、特にネネ
ツ自治管区では投票率を加味した絶対賛成票率（有権者に対する賛成票の比率）が最も低
く、単純な賛成票率を見ても唯一、半数を下回る結果となった。野党知事が率いるハバロ
フスクやイルクーツクでも投票率・支持率ともにワースト 5に入る低さであった。その他、
北方、シベリア、極東など、ロシアの経済発展の中心である欧州部から離れた遠隔地であり、
これらの地域では経済発展の遅れなどによる政権への不満が強く、投票率（44－ 45%）、
賛成率（60%台前半）が低くなったと考えられている。
憲法改正の論点として、特にプーチン大統領の今後の任期に注目が集まったが、実際
にはいくつもの論点があった。中でもロシア地域にとって重要だったのが「国家評議会
（Государственный совет）」の位置づけである。2000年 9月 1日に連邦大統領令 27によって
設置された国家評議会は、連邦大統領が議長を務め、全連邦構成主体の首長がメンバーを
構成する。国の重要課題、特に中央と地方の関係に関する事項について議論し、提言など
を行う大統領の諮問機関であった。2012年以降、連邦議会両院議長、連邦政府議長（＝首
相）、大統領府幹部および大統領が選ぶ代表もメンバーを構成することが可能となり、その
規模は拡大していた。
今回の憲法改正により、国家評議会については「公権力機関の調和のとれた運営および
協力の保障、ならびにロシア連邦の内外政策の基本方針および国家の社会経済的発展の優
先方針を決定するためにロシア連邦国家評議会を編成する。ロシア連邦国家評議会の地位
は連邦法によって定める」と憲法で規定された 28。これによって、内政に特化していた国
家評議会の役割が外交・安全保障にも及ぶことになり、権限が強化・拡大された。そして、
実際、2020年 12月 8日には国家評議会に関する新しい連邦法が制定された 29。構成メン
バーについては連邦大統領が議長を務め、両議会議員、連邦管区大統領全権代表、地域首
長、連邦下院会派リーダーがメンバーとなる。また、これまで同様、大統領の決定に基づ
いて首長経験者やその他の公的活動で豊富な経験を持つ人がメンバーに含まれる可能性も
ある。効率的に問題の解決を図るため、8人のメンバーから成る幹部会も組織される 30。
個別の問題に対応するために国家評議会の中には委員会（Commission）が設置されること
になった。
国家評議会が設置される以前、地域首長は自動的に連邦上院のメンバーとなり、国政に
直接関与していたが、この Ex-offi cio権限ははく奪された。その代わりとして国家評議会
が設立され、地域首長の連邦の政治過程への影響力を削ぐ一方で不満を最小限に抑えるた
めの補てんだったわけである。それが、今回の国家評議会の強化・拡大により、地域首長
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が再び、連邦の政治過程に関われる度合いが深まったと言えるのである。

表2　憲法改正に関する全ロシア投票の連邦構成主体別データ（絶対賛成票率の降順に整列）

連邦構成主体
有権者数
（人）

投票率
（%）

賛成票率
（%）

絶対賛成票率
（%）

1 チェチェン共和国 766,351 95.14 97.92 93.03 

2 トゥヴァ共和国 195,623 92.80 96.79 89.81 

3 バシコルトスタン共和国 3,042,183 90.83 88.68 80.49 

4 ダゲスタン共和国 1,688,207 89.99 89.19 80.13 

5 ケメロヴォ州 1,973,566 88.46 87.29 77.13 

6 ブリャンスク州 978,141 89.36 85.81 76.65 

7 クラスノダル地方 4,234,991 85.56 88.92 76.01 

8 クリミア共和国 1,501,047 81.75 90.07 73.60 

9 ヤマロ・ネネツ自治管区 368,727 80.76 89.16 71.93 

10 カラチャイ・チェルケス共和国 295,679 84.22 84.80 71.42 

（中略）
77 アルハンゲリスク州 894,320 50.58 65.78 33.26 

78 カレリア共和国 518,910 46.07 70.46 32.45 

79 サハ（ヤクーチア）共和国 631,206 55.56 58.34 32.39 

80 ノヴォシビルスク州 2,164,441 47.79 67.58 32.29 

81 バイコヌル市（カザフスタン） 13,742 50.11 62.27 31.20 

82 トムスク州 771,907 44.57 64.86 28.90 

83 イルクーツク州 1,866,073 44.18 64.28 28.39 

84 ムルマンスク州 580,099 45.15 62.54 28.23 

85 ハバロフスク地方 985,430 44.24 62.28 27.54 

86 カムチャッカ地方 240,670 44.08 61.76 27.21 

87 ネネツ自治管区 37,490 58.36 43.78 25.52 

全国 109,190,337 67.97 77.92 52.89 

（出典）上野俊彦「ロシア憲法修正に関する全ロシア投票をめぐる諸問題」『ロシア NIS調査月報』2020
年 9-10月号より抜粋。

（5）ハバロフスク地方の知事逮捕劇
2020年 7月 9日早朝、セルゲイ・フルガル（Sergei FURGAL）ハバロフスク地方知事が
自宅前で逮捕された。現職知事の逮捕は昨今のロシアでは珍しくないものの、「殺人・殺人
未遂容疑」は前代未聞であり、ロシア中に衝撃が走った。モスクワに移送されたフルガル
は 2カ月の拘留を言い渡されたが、その後も拘留期間が延長され、2020年 11月 25日にそ
の期間は 2021年 3月まで延期された。フルガルは自身に対する刑事訴訟を政治的なものだ
と主張し、容疑は全面的に否認している。

1970年、ハバロフスクに隣接するアムール州で生まれたフルガルは、地元の医科大学を
卒業後、医療に従事していた。1999年以降は、副業としていたビジネスに本格的に着手
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するようになり、ハバロフスクに拠点を移した。2005年に自由民主党に入党し、ハバロフ
スク地方議会議員に当選したのを皮切りに政治の道へと進み、2007年 12月には連邦下院
議員に当選。以来、2011年と 2016年にも連邦下院で再選を果たした。自由民主党推薦で
2013年 9月にハバロフスク知事選挙に出馬したフルガルであったが、当時現職のヴャチェ
スラフ・シポルト（Vyacheslav SHPORT）に敗れた。これが 2018年 9月の知事選挙では状
況が一変。1回目の投票で 35.81%の支持を得ると、僅差でシポルト（35.62%）に勝利。2
週間後の決選投票では 69.57%と大差をつけて勝利したのである 31。野党候補の知事就任は
連邦政府から歓迎されるものではなかったが、地元住民の信頼は着実に深めていた。それ
を示すかのように、知事選から 1年後の 2019年 9月に行われたハバロフスク地方議会およ
び 2大都市ハバロフスクとコムソモリスク・ナ・アムーレの市議会選挙で自由民主党が圧
勝したのである 32。
そのため、突然のフルガルの逮捕に地元住民は大きく反発した。7月 11日に地方政府庁
舎に隣接するレーニン広場で大規模な集会が行われ、4万人以上が参加した。抗議運動は
製造業の中心地であるコムソモリスク・ナ・アムーレやアムールスクなど地方全域に拡大
し、翌日まで続いた。集会の参加者はフルガルの逮捕に反発するだけでなく、2018年 12
月に極東連邦管区の拠点がハバロフスクからウラジオストクに移管されたこと 33に対する
不満や今になって古い事件を掘り起こした連邦当局への不信感、さらに 2019年 3月に拘束
されたヴィクトル・イシャエフ（Viktor ISHAYEV）元ハバロフスク地方知事の保釈要求など、
スローガンは多岐にわたっていた。ハバロフスクのデモは、規模を縮小しつつ、年末まで
ほぼ毎日のように続けられていたが、2021年 1月 2日、ハバロフスク政府は住民によるデ
モが終了したことを宣言した 34。
フルガルは逮捕から 11日後の 2020年 7月 20日に解任された 35。逮捕から解任まで時間
を要したのは、予想以上の地元の反発を受けて政権が後継者選びに苦慮したことを意味す
る。ハバロフスク空港社長、極東連邦管区副全権代表、ハバロフスク地方副知事など、複
数の候補者の名が挙がっていたが、プーチン大統領はフルガルと同じ自由民主党出身のミ
ハイル・デグチャリョフ（Mikhail DEGTYARYOV）を知事代行に任命した。デグチャリョ
フを任命した理由について、ペスコフ連邦大統領報道官は、報道陣から地元住民の意見を
考慮した結果かと聞かれると、「当然」と答え、デグチャリョフが「連邦下院での職務から
豊富な立法活動の経験を持っており、政治経験も豊富である。さらに自由民主党での政党
活動でもよく知られており、実践的な経験も積んでいる」と指摘し、「こうした素質につい
ては、自由民主党のジリノフスキー党首に認められている」ことを強調した 36。フルガル
逮捕に強く反発していたジリノフスキー自由民主党党首の強い推薦を受けてデグチャリョ
フが任命されたと考えられる。

2．無風の 2020年首長選挙
（1）選挙結果
前述のとおり、一部地域で政権に対する風当たりが強い中、2020年 9月 13日には統一
地方選挙が行われ、18地域で首長の直接選挙が行われた。うち 9地域では現職首長、残り
の 9地域では前任首長の辞職に伴って大統領に任命された首長代行が出馬した。一部専門
家の間では、イルクーツク州、アルハンゲリスク州など政権に批判的な声が強いと考えら
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れる地域では現職が苦戦を強いられ、決選投票にもつれ込む可能性があると予想されてい
た 37。しかし、共産党の候補者が 7地域で登録無効になるなど、各地で有力な対立候補が
出馬できずに決選投票にもつれ込む地域はなく、全ての地域で現職の首長または首長代行
が勝利した。
今回の首長選挙で最大の得票率を獲得したのは、セヴァストポリ市のミハイル・ラズ
ヴォジャエフ（Mikhail RAZVOZHAYEV）であった（得票率 85.72%、以下同）。また、3
期目となるレニングラード州のアレクサンドル・ドロズデンコ（Aleksandr DROZDENKO）
（83.61%）、タタルスタン共和国のルスタム・ミンニハノフ（Rustam MINNIKHANOV）
（83.27%）も安定した支持で再選を果たした。さらに 2期目の再選を果たしたクラスノダ
ル地方のヴェニアミン・コンドラチエフ（Veniamin KONDRATYEV）（82.97%）や初当選と
なるユダヤ自治州のロスチスラフ・ゴリドシュテイン（Rostislav GOLDSHTEIN）（82.50%）
とカムチャッカ地方のヴラジーミル・ソロドフ（Vladimir SOLODOV）（80.51%）も 80%
を超える圧倒的な支持を獲得した。そして苦戦が予想されたアルハンゲリスク州のツィブ
リスキー（69.63%）やイルクーツク州のイーゴリ・コブゼフ（Igor KOBZEV）（60.79%）も、
2位となった対立候補の得票がほかの地域と比べて高かったものの、十分な支持を獲得し
た。最も低い得票率であったスモレンスク州のアレクセイ・オストロフスキー（Aleksey 
OSTROVSKY）（56.54%）を除くと全員が 60%以上と全体的に高い得票率で現職が勝利す
る結果となった（表 3参照）。
また、ネネツ自治管区とハンティ・マンシ自治管区では、自治管区議会議員による間接
選挙で首長の選出が行われた。前者ではベズドゥドヌィが正式に知事に選ばれ、後者では、
現在、唯一の女性知事である現職のナタリヤ・コマロヴァ（Natalya KOMAROVA）知事が
再選した。

表3　2020年連邦構成主体首長選挙の結果一覧

地域名
当選者（所属）（前職）／
第 2位となった候補者（所属）

得票率 投票率

1 コミ共和国
ヴラジーミル・ウイバ（無所属）
（2020年 4月－代行、連邦保健省次官）
アンドレイ・ニキーチン（自由民主党）

73.16%

10.84%
30.93%

2 タタルスタン共和国
ルスタム・ミンニハノフ（統一ロシア）
（2010年 3月－現職）
アリミル・ミヘエフ（公正ロシア）

83.27%

4.93%
78.78%

3 チュヴァシ共和国
オレグ・ニコラエフ（無所属）
（2020年 1月－代行、下院議員）
アレクサンドル・アンドレエフ（共産党）

75.61%

10.29%
55.36%

4 カムチャッカ地方
ヴラジーミル・ソロドフ（無所属）
（2020年 4月－代行、サハ共和国政府議長）
ヴァレリー・カラシニコフ（自由民主党）

80.51%

6.70%
37.15%

5 クラスノダル地方
ヴェニアミン・コンドラチエフ（無所属）
（2015年 9月－現職）
アレクサンドル・サフロノフ（共産党）

82.97%

8.21%
70.29%
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地域名
当選者（所属）（前職）／
第 2位となった候補者（所属）

得票率 投票率

6 ペルミ地方
ドミトリー・マホニン（無所属）
（2020年 2月－代行、連邦認証局局長）
クセーニャ・アイタコヴァ（共産党）

75.69%

13.63%
35.75%

7 アルハンゲリスク州
アレクサンドル・ツィブリスキー（統一ロシア）
（2020年 4月－代行、ネネツ自治管区知事）
イリーナ・チルコヴァ（公正ロシア）

69.63%

16.92%
32.64%

8 ブリャンスク州
アレクサンドル・ボゴマス（統一ロシア）
（2015年 9月－現職）
アンドレイ・アルヒツキー（共産党）

71.70%

10.09%
57.43%

9 イルクーツク州
イーゴリ・コブゼフ（無所属）
（2019年 12月－代行、連邦非常事態省次官）
ミハイル・シチャポフ（共産党）

60.79%

25.50%
32.60%

10 カルーガ州
ヴラジスラフ・シャプシャ（統一ロシア）
（2020年 2月－代行、オブニンスク市長）
ニコライ・ヤシキン（共産党）

71.19%

9.93%
35.58%

11 コストロマ州
セルゲイ・シトニコフ（統一ロシア）
（2012年－現職）
ヴァレリー・イジツキー（共産党）

64.65%

16.30%
31.98%

12 レニングラード州
アレクサンドル・ドロズデンコ（統一ロシア）
（2012年 5月－現職）
アンドレイ・レベジェフ（自由民主党）

83.61%

7.31%
51.52%

13 ペンザ州
イヴァン・ベロゼルツェフ（統一ロシア）
（2015年 9月－現職）
オレグ・シャリャピン（共産党）

78.72%

8.46%
56.64%

14 ロストフ州
ヴァシーリー・ゴルベフ（統一ロシア）
（2010年－現職）
エヴゲニー・ベッソノフ（共産党）

65.53%

17.63%
46.55%

15 スモレンスク州
アレクセイ・オストロフスキー（自由民主党）
（2012年 4月－現職）
アンドレイ・ミトロファネンコフ（共産党）

56.54%

25.80%
27.40%

16 タンボフ州
アレクサンドル・ニキチン（統一ロシア）
（2015年 9月－現職）
アンドレイ・ジトコフ（共産党）

79.30%

8.72%
64.11%

17 セヴァストポリ市

ミハイル・ラズヴォジャエフ（統一ロシア）
（2019年 7月－代行、「全ロシア国民戦線」事務
局長）
イリヤ・ジュラヴレフ（自由民主党）

85.72%

4.95%
48.28%

18 ユダヤ自治州
ロスチスラフ・ゴリドシュテイン（統一ロシア）
（2019年 12月－代行、連邦上院メンバー）
ヴラジーミル・ドゥディン（公正ロシア）

82.50%

7.07%
73.20%
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地域名
当選者（所属）（前職）／
第 2位となった候補者（所属）

得票率 投票率

19 ネネツ自治管区
ユーリー・ベズドゥドヌィ（統一ロシア）
（2020年 4月－代行、同自治管区副知事）

20
ハンティ・マンシ自
治管区

ナタリヤ・コマロヴァ（統一ロシア）
（2010年 3月－現職）

（出典）コメルサントで発表されているデータを基に筆者作成。

（2）連邦下院選挙に向けた準備
今回の統一地方選挙は 2021年 9月に行われる予定の連邦下院選挙のリハーサルと見られ
ていた。結果を見る限り、連邦下院選挙でも統一ロシアが過半数を維持することはほぼ確
実と考えられる。一方で自由民主党や共産党がここ数年の統一地方選挙で議席や得票率を
伸ばしてきており、下院の議席を増やす可能性は高い。同じく議会政党である公正ロシア
は得票や議席を伸ばしておらず、むしろ多くの地域で支持が落ち込んでいるため、下院の
議席を維持できるかどうかについて多くの専門家が疑問視している。そして公正ロシアに
代わって、新しい中小規模の政党が下院で議席を獲得する可能性も否定できない 38。ただ、
新しい政党の台頭は統一ロシアよりも共産党や自由民主党の議席を奪う可能性があり、必
ずしも現政権に脅威とはならないだろう。また、電子投票や複数投票日の制度を常態化す
ることによって、高い投票率や動員を確保できると、各政党の対応が変わる可能性はある。
統一ロシアの得票に影響するのは野党に対する支持率だけではない。むしろより重要と
なるのが、各地域における現職首長への支持だ。ここ数年、連邦政府は統一地方選挙を政
権に有利な形で進めるために、再選が危ぶまれる首長については事前に交代させることで、
選挙での敗北を回避してきた。そのための準備がうまくいかなかったことで波乱となった
のが 2018年の統一地方選挙であった。この教訓を得て、2019年と 2020年の統一地方選挙
では十分な対策がとられ、2018年の過ちが繰り返されることはなかった。2021年は連邦下
院選挙と首長選挙が同時開催となるため、連邦政府は地域首長に対する住民の支持や信頼
にこれまで以上に敏感になり、より入念な対策がとられることになるだろう。統一地方選
挙後、早速そのような動きが起きている。

2020年 9月 17日、歴代最長の地域首長在任記録を誇るエヴゲニー・サフチェンコ（Yevgeny 
SAVCHENKO）ベルゴロド州知事が辞任を表明した 39。1993年 10月にエリツィン大統領
（当時）によって州行政長官に任命されて以来、27年間、ベルゴロド州を統治してきた。
再選を重ねるたびに辞任の可能性も示唆されてきたサフチェンコだが、2022年まで残り 2
年の任期を残して、とうとう知事生命に自ら幕を閉じた。サフチェンコはベルゴロド州の
行政から手を引く一方で同州代表の連邦上院メンバーに就任した。ところが、サフチェン
コの後任選びが難航した。サフチェンコが辞任を表明した日、2019年 2月に新設された廃
棄物処理システムの改革を担う公社「ロシア環境オペレーター」の社長に就任し、同年 11
月まで在任していたデニス・ブツァエフ（Denis BUTSAYEV）が州の第一副知事に就任し
た。第一副知事と言えば、事実上州政府のナンバー 2であり、知事代行に任命されるため
の人事と思われていた。しかし、サフチェンコの退任から 1カ月経ってもブツァエフを知
事代行に任命する正式な大統領令は署名されなかった。そして 11月 18日にようやく署名
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された大統領令では、スタヴロポリ地方で政府副議長を務めていたヴャチェスラフ・グラ
トコフ（Vyacheslav GLADKOV）が正式な知事代行に就任した 40。一方、ブツァエフは同日、
第一副知事を解任され、11月 20日に古巣「ロシア環境オペレーター」社長に復帰した 41。
そして 10月 5日には北カフカスの多民族共和国ダゲスタンでヴラジーミル・ヴァシリエ
フ（Vladimir VASILIYEV）首長が辞任し、大統領顧問に就任した 42。ヴァシリエフは 2017
年 10月に同共和国としては初めて、共和国の主要民族（アヴァール人、ダルギン人、クムィ
ク人）以外の出自の首長として就任した 43。ヴァシリエフの辞任の理由については 71歳と
いう高齢が挙げられている。ヴァシリエフの後任にはスタヴロポリ地方代表の連邦上院メ
ンバーであるセルゲイ・メリコフ（Sergey MELIKOV）が就任した。メリコフは 2016年ま
で北カフカス連邦管区の大統領全権代表を務め、2016－ 2019年は連邦国家親衛隊軍局の
第一副長官を務めていた。プーチン大統領はメリコフとのオンライン会談で共和国の犯罪
防止に努めるよう強調した 44。
さらに 11月 18日、モルドヴィア共和国のヴラジーミル・ヴォルコフ（Vladimir 

VOLKOV）首長が辞任を発表し、同日夕方に大統領が辞任を受け入れ、後任の代行を任命
した 45。ヴォルコフは 1990年代から長期政権を築いてきたニコライ・メルクシキン（Nikolai 
MERKUSHKIN）首長の右腕として 1995年 10月から共和国政府議長（＝首相）を務め、
2012年 5月に辞任を表明したメルクシキンに代わって首長に就任した。昨今の地域首長
は地元との結びつきが希薄なケースが多い中、ヴォルコフは生まれも育ちも、仕事のキャ
リアもずっとモルドヴィアで築き上げた地元の最有力エリートであった。しかし、近年は
ヴォルコフ派と前任メルクシキン派のエリートの間で対立が生じており、自身の健康問題
もあって辞任が検討されていたという 46。前述のヴァシリエフ首長下のダゲスタン共和国
で政府議長を務めていたアルチョム・ズドゥノフ（Artem ZDUNOV）が首長代行に就任した。
1978年生まれ（42歳）のズドゥノフは民族的にモルドヴィア人であるが、同じ沿ヴォルガ
連邦管区のタタルスタン共和国で生まれ育ち、タタルスタン共和国政府で経済発展省次官
（2009－ 2014年）や大臣（2014－ 2018年）を務めていた。
これら 3地域での首長交代は、元首長が高齢であり若いテクノクラートへの交代となっ
たこと、また、首長代行はいずれも地域との結びつきが希薄なことを共通項として挙げる
ことができる。

おわりに
個々の地域が反体制運動などで揺れ動く一方、選挙結果を見る限りでは連邦全体として
今のところ政権に対する安定した支持が確立されている。しかし、一地域の不安定要因が
いくつも発生すれば、それが各地に波及し、いずれ大きな波になる可能性は十分に考え
られる。まさにその大きな波となりかねない統一地方選挙。2020年は無風だったものの、
2021年に嵐が吹き荒れる可能性は十分に考えられる。2021年の統一地方選挙は 5年ぶりに
連邦下院選挙との同時開催が予定されているため、連邦政府にとっては投票率・得票率と
もに安定した数字を獲得し、何としても無風で終わらせたいはずだ。しかし、2020年末ま
で断続的なデモが続いていたハバロフスクなど、波乱が起こりかねない地域がある。また
年初から反体制運動家の拘束でも各地が揺れている。2021年のロシアの地域情勢について
は引き続き注視が必要である。
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―注―

1 本稿ではロシア連邦の連邦構成主体（субъекты Российской Федерации）を総称して「地域」と呼ぶ。
2 本稿では地域の行政長官（глава субьектов РФ）を総称して「首長」と呼ぶ。一方、個別の肩書については「共
和国大統領（президент Республики）」「知事（губернтор）」「共和国首長（глава Республики）」を使う。

3 例えば、2020年 9月に首長選挙が行われたコミ共和国、チュヴァシ共和国、カムチャッカ地方、ペル
ミ地方、イルクーツク州では 2020年に地域議会が地域の選挙法を修正し無所属での出馬を可能とした。

4 2005－ 2012年まで導入されていた地域首長の選出制度については「大統領任命制」と呼ばれること
が多いが、法律・手続き的には大統領が首長を任命しているのではなく、大統領府が選んだ 3人の候
補者の中から大統領が 1人を選び、地域議会に承認を得るという手順を踏んでいた。一方で、大統領
の事務局である大統領府が大統領の意に反する候補者を選ぶはずはなく、また地域議会が大統領の選
出を拒否するケースもない。そのため、実質的には「大統領による任命制」であり、従って、本稿で
は当該制度に言及する際括弧つきで表現する。なお、当該制度については、拙著「ロシア地方首長選
出制度－プーチン・メドヴェージェフの特徴－」『ロシア NIS調査月報』2011年 5月号が詳しい。

5 公選制の復活については、拙著「ロシアの地方首長の新潮流－直接選挙の復活とその意義－」『ロシア
NIS調査月報』2014年 2月号が詳しい。

6 イルクーツク州の歴代知事は、ユーリー・ノジコフ（1991年－ 1997年 4月）、ボリス・ゴヴォリン（1997
年 4月－ 2005年 8月）、アレクサンドル・ティシャニン（2005年 9月－ 2008年 4月）、イーゴリ・エ
シポフスキー（2008年 4月－ 2009年 5月）、ドミトリー・メゼンツェフ（2009年 6月－ 2012年 5月）、
セルゲイ・エロシチェンコ（2012年 5月－ 2015年 9月）、セルゲイ・レフチェンコ（2015年 9月－
2019年 12月）、イーゴリ・ゴブゼフ（2020年 9月－）。

7 https://www.rotobo.or.jp/events/20171109Irkutsk.pdf
8 拙著「大荒れの 2018年ロシア統一地方選挙」『ロシア NIS経済速報』2018年 9月 25日号、および拙
著「沿海地方とハバロフスク地方の知事選－統一地方選挙の波乱とその背景」『ロシア NIS調査月報』
2018年 11月号

9 イ ル ク ー ツ ク 州 公 式 サ イ ト、2019 年 4 月 29 日（https://irkobl.ru/authorities/sergey-levchenko/
performance/712617/）

10 РБК, 2019.12.12（https://www.rbc.ru/politics/12/12/2019/5df221a59a79474aafa46dd0）
11 Указ Президента Российской Федерации от 12.12.2019 г. №600 О досрочном прекращении полномочий 

Губернатора Иркутской области （2019年 12月 12日付ロシア連邦大統領令 No.600「イルクーツク州知
事の任期満了前権限停止について」（http://www.kremlin.ru/acts/bank/44926） 

12 Указ Президента Российской Федерации от 29.01.2020 г. №68 О досрочном прекращении полномочий 
Главы Чувашской Республики（2020年 1月 29日付ロシア連邦大統領令 No.68「チュヴァシ共和国首長
の任期満了前権限停止について」（http://www.kremlin.ru/acts/bank/45151）
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第 4章　 2020年のロシア経済 
―新型コロナウイルス感染症拡大がロシア経済に及ぼした
影響―

伏田　寛範

はじめに
2020年 1月 7日に世界保健機関（WHO）がその存在を発表した新型のコロナウイルス
はまたたく間に全世界に拡散された。新型コロナウイルス感染症の強い感染力は、人間を
人間たらしめる活動のことごとくを制約し、各国の政治・経済に深刻なダメージをもたら
している。ロシアにおいても新型コロナウイルスの感染拡大は深刻で、ロシア当局の公式
発表によると、2021年 3月 1日までの時点で 425万 7650人の感染者が確認され、新型コ
ロナウイルス感染症が直接の原因となった死者は 8万 6455人にも上る 1。新型コロナウイ
ルスの感染拡大が進むなか、ロシア政府も他国同様にこれまでに前例のない対策を実施し、
コロナ禍の社会・経済への影響を最小限にとどめようとしている。
以下、本章ではまず 2020年のロシアにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況
とそれに対するロシア政府の対策を整理した上で、コロナ禍のロシア経済への影響について
概観しよう。なお、本章であつかう経済データは主にロシア国家統計局（Росстат）が公表
している「ロシアの社会経済状況 2020年」（原題：“Социально-экономическое положение 
России, 2020 год”）に基づいている。

 1．新型コロナウイルス感染症の感染拡大とロシア政府の対応
ロシア国内における新型コロナウイルスの最初の感染事例が報告されたのは、2020年 1
月 31日であった。その後、中国、イタリア、フランス、オーストリアからの帰国者の中か
ら感染者が見つかり、3月 19日には新型コロナウイルスによる最初の死亡者が出た。3月
下旬以降、首都モスクワを中心に新規感染者数は爆発的に増加してゆき 2、6月以降は極東
地域でも感染が拡大していった。2020年 3月から始まった感染拡大は、モスクワでは 5月
上旬に、極東地域では 6月下旬から 7月下旬頃にピークを迎え、収束傾向にあったが、そ
の後 9月に入り再び感染拡大が始まり、第 2波となった。
こうしたロシア国内での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は（1）感染の拡大
している国・地域との交通の制限（3月 30日よりロシア国民並びに外国人の出入国を原則
禁止とした。その後、6月 8日からは出入国を条件付きで緩和した）、（2）感染拡大のみら
れる国からの入国者・帰国者の隔離・経過観察の実施、（3）マスク類など医療関係物資の
輸出規制、（4）ロシア国内における市民の活動の制限や学校・公園・商業施設等の閉鎖（ロッ
クダウン）、といった措置をとった。さらにプーチン（Владимир Путин）大統領は 3月 25
日に全国民に向けたテレビメッセージを発し、3月 28日から 4月 5日までを国家が賃金を
保障する有給の「非労働日」とし（その後、5月 11日まで延長された）、公的機関、病院・
薬局、生活必需品の商店以外を全国一律で閉鎖すると述べた。こうした全国一律の対策の
他、地元政府によって追加的措置がとられた 3。たとえばハバロフスク地方では、市民の「自
己隔離（外出制限）」は 6月 10日まで継続された。
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「非労働日」の終了した 5月 12日以降、各地域の首長の判断によってロックダウン措置
は段階的に解除されてゆき、連邦レベルでも 5月 9日の第二次世界大戦戦勝記念パレード
を 6月 24日に、また当初 4月 22日に実施予定であった憲法改正の是非を問う国民投票を
7月 1日に実施した。さらに、7月末にはコロナ禍で大打撃を受けた国内観光業を支援する
目的で、ロシア版「GoToトラベル」とも言える「旅行キャッシュバック・プログラム」の
実施を決定した 4。だが、こうした規制緩和は次の第 2波を招くことになったと見られる。
2020年 9月以降、再び感染拡大が始まったことを受けて、10月頃から多くの地域でリモー
トワークの義務化、飲食店の営業制限、高齢者の外出禁止など、制限措置を強化するよう
になっていった。
このように、ロシア政府の新型コロナウイルス感染症対策は、（とりわけ 3月から 5月に
かけての感染第 1波においては）他国と同様、都市のロックダウンとそれに伴う各種救済
措置（所得補償や各種手当の給付、中小企業向けのローンに対する金利補助、税や債務の
猶予など）、医療機関への支援が主なものであるが、これらに加えワクチン開発も重視され
ている。8月には国立研究機関で開発されたワクチン「スプートニク V」が最終的な治験
結果の出る前に認可され、10月には別のタイプのワクチン「エピヴァクコロナ」が、2021
年 2月には 3例目となるワクチン「コヴィヴァク」が承認されている。2020年 12月には
医療関係者や教員を対象とした接種が、2021年 1月には外国人も対象に含めたワクチンの
大規模接種が開始された。ワクチン開発については、国内の感染拡大を抑えるという意味
だけでなく、外国への提供によりロシアの影響力強化を目指す「ワクチン外交」の活発化
という観点からも注目されている。

2．ロシア経済への影響
（1）マクロ経済の動向
ロシア国家統計局のデータによると、2020年の GDPは前年比 96.9%の 106兆 6066億ルー
ブルであった 5。また、IMFの『世界経済見通し（2021年 1月　改定見通し）』では、ロシ

図1　ロシアにおける新型コロナウイルス感染症の感染状況

（出所）世界保健機関（https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/）
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アの 2020年の実質 GDP成長率（推計）はマイナス 3.6%で、先進国・地域のマイナス 4.9%6

よりは落ち込みは小さく、世界全体のマイナス 3.5%とほぼ同水準であった。
ロシア国内の経済活動が大きく落ち込んだのは、ロックダウンが全面的に導入され、ま
た石油価格の暴落が起きた 2020年 4月であった。2020年第 1四半期の基礎分野産出高は
前年比 102.8%であったのが、4月には前年比で 91.0%、前月比でも 88.4%と急落した。そ
の後も基礎分野産出高の減少は続き、第 2四半期は前年比 91.5%にまで落ち込んだ。第 3
四半期と第 4四半期の基礎分野産出高はそれぞれ前年比 97.0%、98.2/%にまで回復したも
のの、通年では前年比 97.3%のマイナス成長であった 7。また鉱工業生産でみても、第 1
四半期は前年比 102.6%のプラス成長であったものの、第 2四半期には前年比 93.3%とマ
イナス成長に転落し、その後、第 3四半期（同 95.2%）、第 4四半期（同 97.5%）と徐々に
回復しつつも、通年では前年比 97.1%のマイナス成長を記録している（図 2参照）8。
また、業種別では鉄道旅客輸送（前年比 40.6%）、航空宇宙輸送（同 63.5%）、宿泊業（同

68.7%）、飲食業（同 87.4%）などの対人サービスを提供する業種や、皮革業（同 83.9%）
の業績の落ち込みが大きい。その他、石油・ガス採掘業（前年比 75.4%）は 4月以降の石
油価格の下落を受けて業績が低迷し、さらに 5月からの OPEC＋の協調減産を受けて生産
高（同 91.9%）も 9年ぶりの低水準となっている 9。他方、建設業や製造業、農林水産業の
生産高は前年と同水準を維持しており、通信業や金融業、製薬業では成長も見られる。ロッ
クダウンにあっても建設業や軍需産業などの一部産業の活動は停止されなかったことや、
ロックダウン下にあっても ITの活用により活動の縮小に至らなかったことが成長につな
がったものとみられる 10。
貿易面では、世界的な感染拡大の始まった 4月に輸入・輸出共に大幅に減少した。2020
年 1–11月を通して見ても、貿易総額では 5110億 4400万ドルと前年比 83.7%に、輸出は
2962億 4400万ドル（前年比 77.9%）、輸入は 2148億ドル（同 93.3%）にとどまっている。
こうした輸出高の減少は、コロナ禍による世界経済の減速とロシアの主力輸出品目である

図2　基礎分野産出高と鉱工業生産（前年比：%）

（出所）Росстат (2020) с. 11-12, с. 15-16.より筆者作成。
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石油の価格下落によって引き起こされたものと考えられる。また、輸入の減少については、
世界的なロックダウンによる経済活動の縮小とロシア国民自身の支払い能力の低下による
ものとみられている 11。
小売売上高については、ロシア国内での感染拡大が本格化した 4月に前年比 77.4%、前
月比でも 72.1%と大幅な落ち込みを記録した。その後、ロックダウンの段階的な解除にと
もなって徐々に回復してはいるものの、通年では前年比 95.9%と 2019年の水準までに達
することはなかった（図 3参照）。

図3　小売売上高の推移（ 前年比：%）

（出所）Росстат (2020), с.98-9.より筆者作成。

（2）国民生活への影響
アハプキン（Ахапкин, 2020）によると、近年のロシアの雇用情勢は景気の動向に大きく
左右されることはなかった。2008–2009年のリーマン・ショックのような大幅な景気後退
がみられた時期や欧米諸国による対ロシア制裁による景気後退が起きた 2014–2015年の時
期においても、失業率が急増するようなことはなく、また、2017–2019年の景気回復期に
おいても失業率が大きく改善することはなかった 12。
だが、今回のコロナ禍では、失業率はショックに敏感に反応しているといえるだろう。
ロシア国家統計局のデータによると、感染拡大の本格化した 2020年 4月の失業率は 5.8%
と前月から 0.8ポイント上昇した。5月以降も 5.9–6.4%の間を推移し、通年では 5.8%を記
録した（図 4参照）13。ロシア通貨金融危機の起きた 1998年の 13.3%やリーマン・ショッ
クの影響を受けた 2009年の 8.3%よりは低いものの、ここ最近ではまれに見る悪化といえ
る。他方、産業部門別でみると、前年と比べ雇用の減少した部門と増加した部門 14があり、
コロナ禍における雇用情勢は一様ではない。
ではなぜ、今回のコロナ禍ではリーマン・ショック以降の景気後退期と違い、失業率の
悪化が生じたのであろうか。前掲のアハプキンはロシアの労働市場の特質にその答えがあ
るという。彼によれば、ロシアでは労働者を保護するような法制度は十分ではなく、労働
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組合の力も弱いため、一般的にロシアの労働者の権利は十分には保障されていない。また
同時に、こうした公的なルールが弱いため、ロシアでは非公式セクター（ロシア語では「労
働市場の周縁（Периферия трудового рынка）」「副次的労働市場（Вторичный рынок труда）」
と呼ばれ、安定した雇用や十分な給与が保障されていない職を指す）が先進国と比べて大
きく、これが経済危機の際のバッファーとなり雇用を維持してきた。しかしながら、今回
のコロナ禍においては、全面的なロックダウンの導入によって非公式セクターがこれまで
のように失業者を受け入れることができなくなり、失業率の上昇につながっているという。
失業率と並んで国民の生活水準を反映する指標として貨幣所得の推移が挙げられる。ロ
シア国家統計局のデータによると、2020年のロシアの名目貨幣所得は前年比 0.3%増であっ
たが、インフレを加味した実質貨幣所得では前年比 3.0%減であった（表参照）15。実質給
与所得については、2020年 4月に前年比では 98.0%、前月比でも 95.7%と急落したが、そ
の後は徐々に回復し、2020年 1–11月では前年比で 0.2%の増加を記録した。だが、ゴロヴ
ニンとニキーチナ（Головнин, Никитина, 2020）が指摘しているように、2014–2019年にか
けてロシアの実質可処分所得はすでに 7.3%も減少しており、今回のコロナ禍によってさ
らなるダメージがもたらされていることには注意が必要である。
産業部門別に見ると、平均給与が減少したのは、石炭採掘業（前年比 97.7%）、印刷業

（同 98.9%）、石油製品製造業（同 99.8%）、家具製造業（同 98.3%）、鉄道旅客輸送業（同
98.3%）、航空宇宙輸送業（同 90.3%）、宿泊・飲食業（同 93.8%）、スポーツ・レクリエーショ
ン関連産業（同 98.3%）であった。ただし、石炭採掘業の平均給与は全産業平均の 169%、
航空宇宙輸送業に至っては 2.4倍もある一方、家具製造業の平均給与は全産業平均の 57%、
宿泊・飲食業では 54%しかないので、これら後者の産業に従事する人たちの給与の減少は
より深刻なものとなっている。
こうした所得の減少はロシア国民の購買力の低下に直接つながっている。2020年の主要

図4　失業率の推移（%）

（出所）Росстат (2020), с.227-8より筆者作成。
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な財・サービスに対するロシア国民の購買力は、ほぼすべての商品品目で低下がみられた 16。
また、購買力の低下は GDPの約 5割を占める家計消費 17の減少に直結する。今後の景気
回復の足取りはおぼつかないものになると見込まれる。

表　実質貨幣所得と実質可処分所得の推移

実質貨幣所得 実質可処分所得

前年比（%） 前期比（%） 前年比（%） 前期比（%）

2019年第 1四半期 99.1 76.0 97.9 76.2

第 2四半期 101.4 113.3 100.7 113.5

第 3四半期 103.2 101.4 102.5 101.1

第 4四半期 102.8 117.8 102.5 117.2

2019年通年 101.7 ― 101.0 ―

2020年第 1四半期 101.8 75.3 101.0 75.0

第 2四半期 92.0 102.4 92.1 103.6

第 3四半期 95.7 105.4 94.7 104.0

第 4四半期 98.5 121.2 98.3 121.6

2020年通年 97.0 ― 96.5 ―

（出所）Росстат (2020), с.208より筆者作成。

（3）金融面への影響
1節で触れたように、ロシア政府は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済損
失を緩和するために、家計への所得補償や中小企業向けのローンに対する金利補助、税や
債務の猶予、コロナ禍で多大な損害を受けたと認定されたサービス業（運輸業、娯楽産業、
宿泊・飲食業など）への補助金供与など一連の経済対策を実施した。3月には財政支出が
急増し、2020年下半期以降は赤字財政に転落した。ただし、財政出動の規模自体はそれほ
ど大きくなく、コロナ禍前に策定された予算から 2.9兆ルーブル増にとどまる 18とされ、
11月末時点での連邦財政の赤字額は 2兆 4103億ルーブルにとどまっている（なお、2019
年は 2兆 1150億ドルの財政黒字を計上している）19。
ロシア中央銀行もまた、4月以降の景気悪化に対応するため、4月、6月、7月と 3回にわたっ
て金利の引き下げを実施し、政策金利は過去最低の 4.25%としている。また、3月 10日以降、
レポ取引を実施して市中銀行に流動性を供給した。こうした金融緩和の結果、市場に供給
される通貨量（M2）は、2020年 12月 1日時点で前年比 14.1%増加した。3度目の金利引
き下げが実施された 2020年 7月以降、さらなる引き下げの可能性も取り沙汰されたが 20、
2021年 2月の会合では政策金利の据え置きが決定された。中銀のナビウリナ（Эльвира 
Набиуллина）総裁は利下げ余地がなくなったと述べるとともに、2021年中は景気刺激のた
め、金融政策を緩和的に維持するとも表明している 21。
以上のような財政出動や金融緩和のロシア経済への影響は今のところは限定的であると
みられている。2020年の消費者物価指数の上昇率は 3.4%にとどまり、前年の水準（3.0%）
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を維持している。コロナ禍による経済活動の制限や通貨ルーブルの減価が総需要の抑制に
つながり、インフレ率の上昇が抑えられたものとみられる 22。財政出動についても、上述
の通り、そもそもの規模が控えめであることと、財政赤字分は国債の発行（ロシアの政府
債務残高は 2020年末の時点で GDP比 19.1%と主要国に比べて低い水準にある）と財政
バッファーである「国民福祉基金」の潤沢な資金（2020年末時点で 1748億ドル 、GDP比
11.6%に相当）によって十分にファイナンスできることから、近い将来に 1998年のような
金融危機が繰り返されるとは考えにくい。
とはいえ、金融市場に全くリスクがないかといえば、そのようなことはない。今後懸念
されるリスクのひとつに不良債権問題がある。コロナ禍における経済対策の一環として、
政府や金融当局は債務返済の猶予を認めてきたため、猶予期間中も発生する利息により不
良債権問題がより深刻化する可能性が指摘されている 23。

おわりに
新型コロナウイルス感染症の世界規模での感染拡大が始まった 2020年春、原油価格の暴
落にみられるように世界経済は大きく混乱した。原油安に加え、ロシア国内での感染拡大
が本格化したことによるロックダウンの導入というショックが 2020年のロシア経済を襲っ
た。全土一律で導入された「非労働日」期間の終了した 5月 12日以降、ロシア政府はロッ
クダウンを段階的に解除し、いち早く経済活動を再開することでコロナ禍の経済への影響
を最小限に抑えようとした。その結果、他のヨーロッパ諸国と比べロシアの GDPの落ち込
みは軽微ですんだものの、秋からの感染再拡大を防ぐことはできなかった。

2021年に入り、国産ワクチンの大規模接種が開始されたこともあり、ロシアでは新規の
感染者数が減少し昨年秋からの第 2波は収束に向かいつつあるが、依然として予断は許さ
ない。地域ごとに実施された制限措置が今後も継続される可能性は高く、こうした部分的
な制限措置が景気の回復を遅らせることになるとみられている。また、2020年を通して起
きた所得収入の減少や雇用情勢の悪化は、GDPの約 5割を占める個人消費の抑制につなが
るため、景気回復は緩慢なものとならざるをえないであろう。
政府の経済対策についても今以上のものを期待することは難しい。Росстатのデータを読
む限りでは、個人消費の減少分を政府支出が補ったことで 2020年の GDPの落ち込みを軽
減したことになってはいるが 24、こうした状況下にあってもロシア政府の財政・金融政策
は他国と比べて抑制的であった。そうしたなか、2021年 3月 19日に中銀が利上げに転じ
た 25ように、今以上の拡張的な財政・金融政策が採られるとは期待できず、経済政策によ
る景気刺激は限定的となるだろう。また、債務返還猶予を認めるなどこれまで行われてき
た政府の経済政策は問題を「先送り」するものであることから、コロナ禍収束後のロシア
経済はなんらかの形で「歪み」の調整を強いられることになるだろう。2020年のコロナ禍
においては比較的「上手くいった」ロシア経済ではあるが、中長期的な観点からはリスク
があると言わざるをえないだろう。
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ていないため、ロックダウンによる影響自体が小さかった。

11 Ушкалова (2020), с. 46.
12 2017–2019年の失業率はそれぞれ 5.2%、4.8%、4.6%であった。Ахапкин (2020) 参照。
13 Росстат (2020), с. 227-8.
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第 5章　コロナ禍でのロシア国民の窮状とプーチン政権の救済策

小林　昭菜

はじめに
本章はコロナ禍でのロシア国民の生活に注目する。2020年のロシアは、中国武漢が発生
源とされる新型コロナウイルス COVID-19の国内への流入を防ぐため、中ロ国境封鎖措置
をいち早く実施した（直通鉄道の運休は 2020年 1月 31日、航空旅客便の停止は 2月 1日
より実施）。当初ウラジーミル・プーチン大統領は、この COVID-19をアジアからやってく
る「脅威」であると認識していた。当時 COVID-19の脅威について、中国国内での感染拡
大に加え、日本の横浜港に停泊中の「ダイヤモンド・プリンセス号」内の感染拡大も世界
的に報じられていたから、大統領の認識もこれと一致していたと言える。しかし 2020年 2
月下旬以降、COVID-19はアジアからくる限定的な脅威の幅を超えて、周辺国イランやヨー
ロッパでの感染者増大の「火の粉」がロシアへも「飛び火」していった。この状況を受け
てプーチン大統領は、外国人のロシアへの入国禁止措置（3月 18日より）、給与を保障し
て国民に自宅待機を求める「非労働日」の実施（3月 28日より）、学校の休校、イベント
施設等の閉鎖、市民の行動制限を実施し、ウイルスの拡大を抑えようと試みた 1。
しかしながら、COVID-19の感染力は非常に強く、2020年 5月にはロシアの COVID-19
感染者数は世界第 2番目を占め、鬼気迫る状況となった。2021年 1月 24日現在、ロシア
の感染者総数は 3,719,400人と世界第 4番目である。他方、感染者数に対して死亡者数の少
なさで注目されていたロシアだが、最近の報道では実際の死亡者数が公式統計の 3倍以上
あり、世界第 3番目に当たると言われている 2（しかしながら、1月 24日のロシア政府の
公式サイト「ストップ・コロナウイルス」では、死亡者総数は 69,462人と低く見積もられ
ている 3）。タチアナ・ゴリコワ副首相は、2020年 12月 28日、ロシア国内の死亡者総数が
前年度と比較して 13.9%増加し（人口減少幅で見ると前年比 51万人減 4）、死亡者の 80%
以上が COVID-19を死因とするものであると発表した 5。経済成長が鈍化しているロシア政
府にとってこの状況は楽観視できるものではない。ロシアは、1990年前後の政治的混乱で
大きく出生率を低下させて以降、長いこと人口の自然減少に悩まされており、人口問題は、
経済発展を継続させたいプーチン政権の重要な課題の一つである。そのため COVID-19に
よる突如の死亡者数 13.9%増の状況は、ロシアの将来にとって大きな「痛手」である。

2020年のロシアの GDP成長率は、4年ぶりにマイナス（-4.3%）を記録し 6、すでにパン
デミックの影響が表れている。世界銀行の予測では、2021年下半期も COVID-19の感染者
が急増し続けた場合、2021年の GDP成長率はわずか 0.6%になるとしている 7。コロナ禍
でロシア国民の生活はどう変わったのか。以下本稿はコロナ禍のロシア国民の困窮状況に
ついて、その実態と政府の救済策を考察する。

1．国民生活に対する「コロナ・ショック」の現状
プーチン大統領が実施した、ウイルス拡大を抑えるための都市封鎖、ソーシャル・ディ
スタンスを保った働き方を含むライフスタイルの変更の要請は、苦渋の決断とはいえ、国
民生活に影響を及ぼし、収入面でそれは顕著に表れている（表 1）。自粛生活が始まってし
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ばらくした 2020年 5月から 6月のロシア国立研究大学高等経済学院の調査の結果では、回
答者の 23%がパンデミック発生後に給与が減額され、15%が報奨金やボーナスを完全また
は部分的に失い、9%が日給や週給の時短のパートタイムへ移行し、およそ 12%が強制的
休暇を取らされたという 8。

ロシア国民の実質可処分所得（表 1）は 2014年から 2017年にかけて減少しつづけ、
2018年にはほぼゼロ成長（プラス 0.1%）となり、2019年末には 1%へ若干の回復を見せ
ていたところ 9、今回のパンデミックが発生した。2020年 7月 17日、露国家統計局は、パ
ンデミックにより第 2四半期のロシア国民の実質可処分所得は、8.3%減で 1999年以来の
記録的な落ち込みとなったと報じた 10。他方で 2020年 9月 26日、ロシア国立研究大学高
等経済学院は露国家統計局よりも厳しい目で、ロシア国民の所得は 9.7－ 11.5%減であっ
たと報じている 11。より厳しい数字を提示したロシア国立研究大学高等経済学院の調査を
基にするならば、10%を超える所得の減少はプーチン政権 20年間の中で記録的な数値で
ある。世界的金融危機へつながったリーマン・ショック発生年の 2008年でさえ、第 4四半
期のロシア国民の実質可処分所得の減少は 6.1%であったことから 12、今回の所得減少幅は
リーマン・ショックを上回るものであり、国民生活のより厳しい現状がこの数字に表れて
いると言えよう。
所得の減少と同時に国民の購買意欲も減退している。9月 24日の『ロシア新聞』の報道
では、家族を持つ世帯の 79.5%が生活必需品の購入に困難さを抱え、うち 14.6%が生活上
の「大きな困難」に直面しているとの露国家統計局の調査結果を報じている。加えて、家
族を持つ世帯の 53%が、家の修繕や緊急時の医療サービスといった予期せぬ出費を支払う
余裕がなく、10%が肉や魚、野菜などの食品を 2日に 1回は購入できず、21.1%は年間を
通して果物を購入する余裕がないという 13。ロシア経済は国民の消費行動への依存度が高
いため、このような購買意欲減退の実態は、経済発展の脆弱化を意味する。購買意欲の減
退だけが原因ではないものの、ロシア全体の経済成長にもその影響は表れていると見え、
表 2の通り、ロシアは 2016年より GDPの若干の回復が見込めていたところに、今回の新
型コロナウイルス・ショックが発生し、4年ぶりにマイナスを記録している。
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ロシア経済の核となる中間層にも変化が起きている。2020年 9月 26日の RBCの調査に
よれば、ロシアの中間層の 8.7%が失業、3.9%が最低賃金以下のレベルでの労働を継続し、
6.1%が貧困層へと移行したという 14。拙論「プーチン政権の抱える内政の課題―貧困問題
の観点から―」では、RBCの調査から中間層の三極化（中間層の上層、中層、下層の分化）
が進行していること、中間層の下層にいる国民が貧困層へと容易に変動するものであるこ
とを指摘していたが 15、「コロナ・ショック」の影響で実際に 6.1%も中間層から貧困層へ
の移行が見られた。
生産年齢人口における失業者数も増加した。ロシアでパンデミックが始まった 3月から
夏までの間に、国際労働機関（ILO）の基準に従って算出された失業者の増加率は 36%（125
万人）にも達し、2020年 7月のロシアの失業率は、6.3%にも及んだ（失業者数は 2020年
7月時点で 473万 1000人に達し、2019年 7月の失業率と比較して 40.6%も増加した 16）。
増大した失業者は生活保障を求め、2020年 8月には失業手当受給者が 340万人に達した 17。
当然クレムリンにとっても失業者の増大は「耳の痛い」問題である。11月 16日、労働・
社会保障省のミハイル・キルサノフ住民雇用局長 18（2014年 3月より現職）は、2020年に
失業手当を受け取る国民の数は昨年比で 5倍増であったと発言し 19、プーチン大統領も 12
月 17日の年次記者会見で、国内の失業率が 4.7%から 6.3%に上昇したことについて触れ
ており 20、政権も失業問題に強い関心を示している（2021年 1月 15日の時点での失業者数は、
労働・社会保障省の公式発表では 270万 6000人である 21）。
ロシア国民が生活の豊かさをより身近なものとできるような国家プロジェクト「2020年
までのロシア連邦の長期的な社会経済発展のコンセプト」（2008年）では、貧困率を 2007
年数値の 13.4%から 2020年までに 6.7%へ減らし、国民の中間層を人口の半分以上に増
やすとの目標設定がされていたが、達成の兆しさえ見えていない（貧困率半減の目標は、
2018年 5月に 2024年へと延期されてはいる）。貧困層の現状は、2020年第 3四半期の時点
で人口の 12.8%にあたる 1880万人が最低生活水準以下の生活を送り 22、貧困層の 60%が
子供を持つ世帯で、子供の 40%が貧困に対応する社会的恩恵を受けられていないという
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（2020年第 2四半期は 13.5%23［1990万人］）。第 2四半期と比べて 110万人減少したが、高
止まりであることに違いはない）。また、貧困層には非正規雇用者が多いことも特徴であり、
パンデミックの前後では 600万人が非正規雇用で最低生活水準以下の賃金で働いているこ
とが分かっている。さらに貧困層の 700万人が中小企業で職を得てはいるが、収入が最低
生活水準以下と同等のレベルであり、彼らもコロナ下で益々生活苦を強いられていると思
われる 24。現時点で公式結果は出ていないものの、2020年の貧困率は 14.2%との予測も出
ている 25。

2．パンデミックの影響を受けた国民への救済策
2020年のプーチン政権は、COVID-19によるパンデミックに対応する国民救済策として、
子供手当、失業手当といった社会保障を一度となく実施した（プーチン政権は、これらの
申請を全てデジタル化し、複数回支援金を受け取る場合でも一度オンライン登録が完了し
ていれば、複雑な手続きは必要なく、迅速な受給ができるようにした）。以下に、繰り返し
クレムリンによる救済策が取られていることを述べるが、特に子供を持つ世帯の窮状に注
視している点が伺える。
まず、コロナ・ショック以前の 2020年 1月 1日にプーチンが署名した大統領令では、居
住する地域の生活水準の 50%分を、3歳から 7歳までの子供に毎月支給すると定めていた
が 26（およそ 5500ルーブル）、ちょうどパンデミック期間中の 6月 1日に支給が開始され
たため、事実上低所得者層のパンデミックへの救済策として機能した（下院のコロナ救済
策を紹介したサイトでも本件が救済策の一つとして紹介されている 27）。さらにコロナ・
ショックの影響で失業した 3－ 7歳の子供を持つ世帯にも、失業前に働いた期間の収入に
関係なく、子供手当の受給が追加で可能となった 28。プーチン政権による子供を持つ困窮
世帯への救済策はそれだけではない。5月 11日の大統領演説でプーチンは、6月 1日より
3歳から 16歳の子供に、子供 1人につき 1万ルーブルを一括払いで支給すると発表し、保
障の対象年齢を引き上げた 29。さらに、6月 23日、大統領は追加の法令に署名し、7月よ
り 16歳未満の子供 1人につき新たに 1万ルーブルを支給すると発表した 30。さらに 9月 8日、
ミシュスチン首相は、18歳未満の未成年の子供を持つ失業した親に対して、3000ルーブル
を支給する決議に署名した。資金拠出のための 85億ルーブルは連邦予算から割り当てられ、
受給対象者は 280万人であった 31。そして 10月 11日にも、ミシュスチン首相は 3歳から
7歳までの子供手当用に追加で 88億ルーブルを拠出すると発表し、これを受け取る低所得
世帯の対象者は 380万人であると述べた 32。
失業者への対策は、2020年 3月、コロナ・ショックによる失業者を支援するための一時
的な措置として、最大の失業手当支給額が 8,000ルーブルから 12,130ルーブルへと増額さ
れた。8月 31日までに、失業手当のため、予算の 83%以上に相当する 1,094億ルーブルが
使用されたが、さらに失業手当支給用に 353億ルーブルを追加で拠出する法令が 9月 13日
にミシュスチン首相によって署名された 33。10月 12日、アントン・コチャコフ労働・社
会保障相（2020年 1月 21日より現職）は、3月から 10月までで、公式に登録された失業
者数は、350万人から 480万人へ増加し、失業率は 6.4%であると発表した 34。その後、ミシュ
スチン首相は、2020年 12月 29日付の決議でパンデミックによる失業者の登録を 2021年 3
月 31日まで延長すること、3月に一時的に対応した失業手当の最大支給額を、12月 31日
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付の決議で据え置くことも承認した。その結果失業手当は最大で月 1万 2130ルーブル、最
小支給額が 1500ルーブルとなり、最初の 3か月間は最大支給額 1万 2130ルーブルを超え
ない範囲で受給者へ収入の 75%分を給付し、次の 3か月は収入の 60%分を給付するが、5,000
ルーブル以下となることが決定された 35。

3．ロシアの貧困とパンデミックとの相関関係
プーチン大統領は、新型コロナウイルスの感染拡大により目標の延期を余儀なくされた
とし、憲法改正の国民投票実施後の 2020年 7月 21日、ロシアの貧困を半減させる目標の
達成時期を再び延長し、その期限を 2024年から 2030年へと 6年さらに延長した 36。目標
達成年が延期された背景には、COVID-19感染拡大の収束が見込めない状態や、第 2四半
期の高い貧困率等が影響したと思われる。2020年の貧困率は第 2四半期が最もピークで
13.5%（1990万人）、国民の 1人当たりの最低生活費は、生産年齢人口が 12,392ルーブル、
年金受給者が 9,422ルーブル、子供は 11,423ルーブルであった 37。
しかしながら、表 3の通り、ロシアの貧困率はその割合を半減する目標を設定した 2008
年から、ほぼ横ばいで進んでおり、ここ 12年改善されてはいない。既述の通り 2020年第
2四半期は 13.5%が最低生活水準以下にあったというが、2019年第 2四半期は 12.7%であ
り 38、その差 0.8%増で横ばいである。

したがって、ロシアの貧困率は、COVID-19の感染拡大前から高い水準を保っていたわ
けであり、もともと貧困層にいた国民のより厳しい生活レベルへの低下はあったとしても、
「コロナ・ショック」の影響が貧困率に影響したかについては、データからほとんど証明で
きない。つまり、それだけ格差や貧困問題がロシア社会に深く根を下ろしていると言える。
プーチン大統領は、2018年 5月 7日に貧困を半減させる国家目標を自身の大統領任期の
終わりである 2024年へと延長する大統領令に署名していたことから 39、すでに目標の達成
が厳しいことを 2018年の時点で認識していた。既述のプーチン政権による、低所得者層へ
の子供や子供を持つ親への複数回にわたる救済措置は、貧困率半減目標が本来の 2020年ま
でに達成されていれば、支援対象者の限定や繰り返しの手当支給の回避は可能であっただ
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ろう。その分経済の核となる中間層、失業者、企業への支援の充実化に力を注ぎ、経済へ
のダメージを最小限に抑えることも可能であっただろう。しかしながら、今回のパンデミッ
クでは、それ以前から最低生活水準以下で暮らし、社会保障なしでは生活できない多くの
貧困層へ、連邦予算で繰り返し救済をし続けた。彼らへの支援についてプーチン政権はパ
ンデミックを理由にあげているが、これは貧困率を減少できなかった政権側の能力の問題
のしわ寄せを、「コロナ・ショック」に転嫁させただけと言えよう。2018年の調査結果では、
子供の 5人に 1人が貧困レベルにあるとの結果も出ており 40、パンデミックを理由とした
子供を持つ世帯への支援は、もともと政府の社会保障が不十分であったことへの「穴埋め」
的な作業、本気で貧困問題を解決しようとしていない政権側の「重い腰」がようやく動い
た結果としての本来取るべき貧困対策への措置、との側面が否めない。

4．今後も高いレベルに留まり続けるロシアの貧困率
12年にもわたり貧困率に変化が見られない状況を打開するには、経済回復を待つだけで
はなく、貧困層への税金減額や免除、医療サービスの補助、教育の格差是正、より支援が
必要な層への的を絞った対策など、長期的な政治的介入を強力に推し進める必要がある。
しかしながら、これらの支援を実施するには、その上の中間層以上にさらなる税負担を強
いる可能性も指摘され、パンデミックを経験した中間層に現段階では少なくともその余力
はなさそうである。
ところが、ロシア大統領科学アカデミー国民経済・公共行政研究所アレクサンドラ・ブ
ルジャク主任研究員は、パンデミックで中間層の 6.1%が貧困層へ移行したにもかかわらず、
この減少は一時的な現象であるとの楽観的な立場を取っている。その理由に、中間層が優
れた教育を受けた優秀な専門家であるため、2年ほどで所得水準を回復させる、と分析し
ているのである。経済が徐々に復活すれば、中間層の所得が回復し、それに応じて商品や
サービスの需要が高まり、小売業が成長し、企業の利益が増加するとの楽観論を提示した
ブルジャクだが、露アルファ銀行はパンデミックのおよそ 1年前にあたる 2019年 6月、過
去 5年間にわたってロシアは中間層を 20%失ってきたと述べている 41。同銀行の分析に従
えば、2019年よりも厳しい経済状況とパンデミック下の中間層は、一時的な苦しさの経験
に終わるどころか、より多くの貧困層への落ち込みや、そこでの長期的停滞も予想される。
貧困の削減目標は、2008年から度々延期を余儀なくされてきたところ、今回のパンデミッ
ク危機を理由とするさらなる延期で、今後も繰り返し何らかの理由をつけて延期を重ね続
ける可能性は十分ありうる。しかし、パンデミック後の景気回復が包摂的な道を歩むため
には、中間層の拡大が必要であるとのブルジャクの指摘 42には、筆者も賛同する。中間層
を国民の半分へ引き上げるとの目標を持つプーチン政権だが、彼らの安定化の問題は、貧
困率削減と併せて、パンデミック後のプーチン政権の試金石である。

5．おわりに
アレクセイ・クドリン元財務相は、2018年 6月 17日にロシアの第 1チャンネルテレビ
の中で「（ロシアの）貧困レベルが上昇し続けた場合、「社会的爆発」が起こりうる」と発
言していたが 43、現在クドリンの予想に近い状況がロシア各地で発生しつつある。2021年
1月末より、ロシアでは反体制指導者アレクセイ・ナワリヌイの釈放を求める抗議活動が
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全国で拡大し、2011年のソ連崩壊以降最大規模の抗議デモを上回る勢いとなっている。コ
メルサント紙によれば、抗議活動の参加者の大多数は 25－ 35歳（37%）や 18－ 24歳（25%）
であり、彼らが街頭に出て抗議する背景には、「ナワリヌイの釈放」要求の他、コロナウイ
ルスの感染流行、経済不況、長い政治的停滞による倦怠感の蓄積や、社会的問題への閉そ
く感という複数の理由が含まれていた 44。RBCによれば、パンデミックで最も犠牲になっ
たのは主に 30歳未満の労働者で、多くはまだ子供がいない層であると報道されている 45。
今回のデモの様子から、現時点で社会や生活に不満を持ち「爆発的」活動をする大多数は
単身の若年層のようであり、子供を持つ貧困層らのいわゆる社会的弱者を中心とした「社
会的爆発」ではないことは、プーチン政権にとって「禍を転じて福と為す」ものであろう。
貧困層は国からの支援なしでは生活が困難なため、今後も現在の救済策が打ち切られない
よう政権に寄り添うことが予想され、最低生活水準以下にいるおよそ 1900万人が今回の抗
議活動に参加し、プーチン政権に対して「NO」を突き付けることは現時点では考えにくい。
その意味で、パンデミックは、貧困問題を抱えた政権にとって「諸刃の剣」である。なぜ
なら COVID-19の拡大による経済停滞は政権運営には「痛手」だが、これを理由にそれま
での貧困対策の不備をカモフラージュし、貧困層に救済策としての「アメ」を与えて政権
への支持を獲得するよう努めることが可能だからである。
ロシアは、COVID-19のワクチン開発に世界でいち早く成功し、2021年 1月中旬には国
民全体への接種を開始した。プーチン大統領にとっては、ワクチン接種により、欧米のよ
うなパンデミックによる死亡者増大やロックダウンの長期化を回避し、国民生活が徐々に
元の状態へ戻り、経済の回復、雇用の回復、中間層の安定化へと進み、2024年の「退陣」
へ向けた足場づくりを行いたいところであろう。

―注―

1 伏田寛範「国問研戦略コメント（2020－ 6）ロシアにおける新型コロナウイルスの感染拡大と政府の
対策」https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/2020-6.html（2021年 1月 23日閲覧）

2 https://www.afpbb.com/articles/-/3323773（2021年 3月 10日閲覧）
3 https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/（2021年 1月 24日閲覧）
4 https://www.afpbb.com/articles/-/3329021?cx_part=search（2021年 3月 10日閲覧）
5 https://www.kommersant.ru/doc/4637002（2021年 1月 24日閲覧）
6 https://www.themoscowtimes.com/2021/01/07/russia-in-2021-will-the-economy-recover-a72455（2021 年 1 月

22日閲覧）
7 https://www.rbc.ru/economics/16/12/2020/5fd8ca6b9a79473851e6dbe4（2021年 1月 23日閲覧）
8 https://econs.online/articles/opinions/kovidizatsiya-rossiyskogo-rynka-truda/　ロシア国立研究大学高等経済
学院労働研究センターによる 18歳－ 75歳までの 2000人を対象に 2020年 5から 6月に行った調査結果。
（2021年 1月 29日閲覧）

9 https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/28/5f6dde659a79477e5967a9e9（2021年 1月 25日閲覧）
10 https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb 及 び https://rosstat.gov.ru/folder/13397
（閲覧日同上）

11 https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/28/5f6dde659a79477e5967a9e9　2020年末の露国家統計局の調査で
は、ロシア国民の実質可処分所得は 3.5%減少したとの報道もある。https://www.rbc.ru/economics/28/01/
2021/60129a749a7947cf1ca85d53（2021年 1月 28日閲覧）

12 https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb（2021年 1月 25日閲覧）
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13 https://rg.ru/2020/09/24/vyzhutovich-epidemiia-silno-udarila-po-blagosostoianiiu-rossiian.html（2021年 1月 22
日閲覧）

14 https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/28/5f6dde659a79477e5967a9e9
15 小林昭菜「プーチン政権の抱える内政課題―貧困問題の観点から―」日本国際問題研究所、2020年。
16 https://www.rbc.ru/economics/20/08/2020/5f3e9f4c9a794783bac54899（2021年 1月 25日閲覧）
17 https://rg.ru/2020/09/24/vyzhutovich-epidemiia-silno-udarila-po-blagosostoianiiu-rossiian.html（閲覧日同上）
18 Директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты
19 https://tass.ru/obschestvo/10016031（閲覧日同上）
20 http://www.kremlin.ru/events/president/news/64671（閲覧日同上）
21 https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/01/15/854258-mintrud-soobschil-o-27-mln-bezrabotnih-v-rossii（閲
覧日同上）

22 https://rg.ru/2020/09/24/vyzhutovich-epidemiia-silno-udarila-po-blagosostoianiiu-rossiian.html（閲覧日同上）
23 https://www.rbc.ru/economics/18/09/2020/5f64ba649a794707f1dd59d1（2021年 1月 29日閲覧）
24 https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/28/5f6dde659a79477e5967a9e9（2021年 1月 25日閲覧）
25 https://regnum.ru/news/economy/3144356.html（閲覧日同上）
26 https://www.dp.ru/a/2020/10/10/Pravitelstvo_odobrilo_vi（閲覧日同上）
27 http://duma.gov.ru/news/48314/（閲覧日同上）
28 同上
29 http://kremlin.ru/acts/news/63342（閲覧日同上）
30 http://www.kremlin.ru/events/president/news/63553（閲覧日同上）
31 http://government.ru/news/40367/（閲覧日同上）
32 http://government.ru/news/40591/（閲覧日同上）
33 https://rg.ru/2020/09/13/mishustin-napravil-dopolnitelnye-sredstva-na-podderzhku-bezrabotnyh.html（閲覧日同
上）

34 https://www.rbc.ru/economics/12/10/2020/5f842fec9a79477029a4c10d（閲覧日同上）
35 https://rg.ru/2021/01/05/kabmin-sohranil-povyshennyj-razmer-posobiia-po-bezrabotice-na-2021-god.html（2021
年 1月 27日閲覧）

36 https://www.interfax.ru/russia/718286（2021年 1月 23日閲覧）
37 https://tass.ru/ekonomika/9498117（2021年 1月 27日閲覧）
38 https://www.interfax.ru/business/727665（2021年 1月 25日閲覧）
39 http://kremlin.ru/events/president/news/57425（閲覧日同上）
40 https://www.rbc.ru/economics/04/08/2020/5f27c9789a794792daa29177（閲覧日同上）
41 https://thebell.io/alfa-bank-za-pyat-let-rossiya-poteryala-pochti-20-srednego-klassa（2021年 1月 30日閲覧）
42 https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/28/5f6dde659a79477e5967a9e9（2021年 1月 25日閲覧）
43 https://tass.ru/ekonomika/6558947（閲覧日同上）
44 https://www.kommersant.ru/doc/4670663#id2004826（2021年 1月 30日閲覧）
45 https://www.rbc.ru/economics/04/08/2020/5f27c9789a794792daa29177（2021年 1月 25日閲覧）
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第 6章　 欧州が進める脱炭素化の動き（水素戦略及び国境炭素税導入）
と改訂された新エネルギー戦略に見るロシアの対応

原田　大輔

はじめに
欧州委員会は 2020年 7月、「気候中立経済の強化：エネルギーシステム統合に関する EU
戦略（Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration／以下、
「エネルギーシステム統合に関する EU戦略」）」と「欧州の気候中立に向けた水素戦略（A 
hydrogen strategy for a climate-neutral Europe）」、所謂「欧州水素戦略」を発表した 1。後者は
2050年までに二酸化炭素排出量の正味ゼロ（＝気候中立／ climate neutral）を目指すべく、
2019年 12月 11日に発表された「欧州グリーン・ディール（The European Green Deal）」2によっ
て設定された目標に関連して、脱炭素化の解決策として再生可能エネルギーによって生産
される水素利用促進戦略を示すものである。同文書では、二酸化炭素排出量正味ゼロに到
達する取り組みの中で、水素は、使用時に二酸化炭素を排出せず、原料、燃料、エネルギー
キャリアとして活用でき、産業、輸送、電力及び建物といった様々なセクターでの活用可
能性を有しており、産業部門と経済活動を脱炭素化させるための潜在的な解決策を提供す
ることが指摘されている。他方で、水素を生産する際に二酸化炭素を全く排出しない再生
可能エネルギーによる電力からの水素等は化石燃料から生産される水素と比較した場合、
まだコスト競争力がない。そこで、再生可能エネルギーを用いた水素生産を促進するため
の指針として、欧州連合全体の戦略的アプローチをまとめたものが、「欧州水素戦略」であ
る。
これまでソ連時代から半世紀以上に亘り、最大のドル箱市場・欧州へ石油及び天然ガ
スを輸出し続け、石油天然ガス産業が国家財政の屋台骨となってきたロシアにとっては、
2006年と 2009年に発生したウクライナ危機によって欧州との溝が顕在化し、2014年のク
リミア併合と欧米の対露制裁発動へ派生しながら、ロシア離れを急速に進めてきた欧州と
の関係において、今回の新たな戦略はさらに頭痛の種が増えるものとなった。石油はもと
より環境負荷が石油・石炭に比べて相対的に低いと言われてきた天然ガスでさえ、いずれ
にせよ縮小されていくことを志向する戦略となっているからである。同戦略では、天然ガ
スについては、天然ガスの使用によって発生する二酸化炭素を回収・地中に貯留する技術
（CCS）と組み合わせることを前提とした利用を謳いつつも、CCSの役割を短中期に限定し、
その間に水素生産能力の増強とコスト競争力の強化を図るための、橋渡し的な役割を果た
すことが想定されている。同日公表された「エネルギーシステム統合に関する EU戦略（EU 
strategy on energy system integration）」3は全てのセクターで完全に脱炭素化に寄与すること
ができるように統合・最適化されたエネルギーシステムを構築するための戦略であり、「欧
州水素戦略」はエネルギーシステム統合戦略の中の重要な要素である水素にフォーカスし
たものであるが、その中では、石油天然ガス及び石炭の位置づけについてはっきりと「段
階的廃止を 3つのレベルで実現するためのロードマップ」と説明している 4。
図 1は過去 15年間のロシア政府の歳入の推移を石油ガス産業と非石油ガス産業別に示し
たものだが、過去平均で 3,000億ドル（日本の約 3分の 15）の国家予算規模の中で、石油・
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ガス産業からの歳入は 15年間平均で 45%を占める。また、原油価格の推移と石油ガス産
業からの歳入比率にも相関が見られ、油価が高ければ、石油ガス産業歳入は多くなり依存
度も高くなる。依存度自体は低油価の影響もあり、ここ数年は減少傾向にあるが、依然と
して「オランダ病」から抜け出せてはいないのが現状である。さらに、欧州における供給シェ
アを見ると、石油では 2019年に 28.2%、天然ガスでは同 35.3%と双方最大のシェアを誇り、
裏を返せば、ロシアにとっても欧州市場のウェイトがいかに重いかを示している。

図1　ロシア政府歳入に占める石油ガス産業からの収入と
欧州におけるロシア産石油天然ガスのシェア

注：2020年の通年歳入は上半期分から算出。原油価格及び為替は上半期実績ベース。
出典：ロシア政府財務省、ロシア中銀、BP統計等から筆者取りまとめ

2018年 11月に欧州委員会から発表された政策文書「全ての人のためのクリーンプラネッ
ト：繁栄的で現代的、競争力のある、気候に中立的な経済のための欧州の長期戦略的ビ
ジョン（A Clean Planet for all：A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy）」では、2050年時点の正味二酸化炭素排出量ゼロ
を実現する場合のエネルギーミックスを 9つのシナリオで試算している（図 2）。この中で
ベースラインケースでは 2017年時点と比較すると再生可能エネルギーのシェアは増加し
（13.9%→ 36.0%）、化石燃料需要は減少するが、それでも石油天然ガスは約半分の需要を
賄うことが見通されており（58.6%→ 49.8%）、ロシアとしても依然欧州市場はロシアから
の資源を必要とするだろうという楽観も成り立つものだった。
しかし、今般発表された「欧州水素戦略」によって、欧州が 2050年を見据えた今後 30
年間で石油天然ガスに代わるエネルギー源の候補として水素を選択し、水素社会の実現と
調達に本格的に動き出すことは、図 2のシナリオでは「H2ケース」に向けて進むことを意
味する（石油天然ガス需要は 29.4%へ低下する）。良かれ悪しかれ資源の呪いに囚われた
ロシアを否応のない変革に晒すことになるだろう。果たして、欧州水素戦略はどのような
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影響をロシアに与え、ロシアはどのように対応し始めているのか、以下にまとめる。

図2　2050年時点の欧州域内のシナリオ・エネルギー源別エネルギー消費量予想

出典：欧州委員会 6

1．欧州が進める脱炭素化の動き
（1）「エネルギーシステム統合に関する EU戦略」と「欧州水素戦略」の発表

2020年 7月 8日、欧州委員会は 2つのエネルギー戦略を立て続けに発表した。
「エネルギーシステム統合に関する EU戦略」は、2019年 12月 11日に発表された欧州グ
リーン・ディールの一環として、現在の分散したエネルギー供給網を見直し、エネルギー
効率の向上を図る諸政策をまとめたものであり、長期目標に掲げる 2050年までに二酸化炭
素排出量正味ゼロ（＝気候中立／ climate neutral）達成を可能な限り低コストで実現するた
めに、エネルギー分野への投資誘導を促進、雇用創出を実現し、クリーンエネルギーを調
達することを目的とする。同日発表された「欧州水素戦略」は「エネルギーシステム統合
に関する EU戦略」の実現のための一戦略とし水素にフォーカスしたものであり、同戦略
では後述の通り水素利用を「電化が経済的に実現できない、効率的でない、またはコスト
が高い最終消費者である重工業や輸送部門」に限定していることから、「欧州水素戦略」だ
けを取り出して論じることは欧州のエネルギー政策全体への考察を歪めてしまう恐れもあ
り留意が必要である 7。
同戦略で実現される統合されたエネルギーシステムとは、無駄なエネルギーは捕捉・再
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利用される、より効率の良い循環型（circular）システムであり、産業や建物の暖房、輸送
といった最終エネルギー使用者の更なる電化（direct electrifi cation）による、よりクリーン
な電力システムであり、重工業や輸送のような電化の難しい部門によりクリーンな燃料を
供給するシステムと説明されている。また、同戦略は、以下の 3点を柱とし、より統合さ
れたエネルギーシステム構築のために 38の具体的な行動計画を提示している。

①エネルギー効率性を重視した、より「循環型（circular）」のエネルギーシステムの構築
エネルギー集約型ではなく、できるだけ分散した選択肢を優先。最低限の廃棄物は再
利用され、相乗効果として部門を超えて利用される。これは今日、熱併給・発電併設
プラントや特定の廃棄物及び残留物の再利用により、既に一部実行されている。産業
分野、データセンターやバイオ廃棄物や廃水処理プラントで生成されたエネルギーか
らの廃熱を再利用することにさらなる可能性がある。

②再生可能エネルギーによる最終消費部門のより大規模な電化（direct electrifi cation）
再生可能エネルギーベースの発電容量の急速な拡大とコスト競争力の高さは、例えば、
暖房や低温産業プロセス用のヒートポンプ、輸送用の電気自動車や特定の産業におけ
る電気炉の使用といったエネルギー需要の拡大するシェアに対応できる。

③電化が難しいセクターへの水素を含む再生可能かつ低炭素の燃料（clean fuels）の使用
電化が経済的に実現できない、効率的でない、またはコストが高い最終消費者に対し
て、水素を含む再生可能エネルギー及び低炭素燃料の使用を促す。バイオマスから生
成されるガスや液体、または低炭素水素（※筆者：天然ガス起源の水素も含まれる）は、
さまざまな再生可能エネルギー源から生成されるエネルギーを貯蔵し、電力セクター、
ガスセクター及び最終消費者間の相乗効果を活用できる解決策を提供する。産業部門、

図3　「エネルギーシステム統合に関するEU戦略」が目指すコンセプト

出典：欧州委員会 8
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輸送（道路及び鉄道）での再生可能エネルギーベースの水素の使用、航空及び海上輸
送における再生可能エネルギーベースの電力から生成された合成燃料やバイオマスが
例として挙げられる。

「欧州水素戦略」は上述の「エネルギーシステム統合戦略」を補完し、実現していくため
に水素にフォーカスした戦略であり、統合戦略の中で謳われている電化が経済的に実現で
きない最終消費者である産業、輸送、発電、建物の各セクターの脱炭素化を進めるに当たっ
て（上記③）、具体的に投資、規制、市場創出、研究とイノベーションを通じて、実現する
方法を検討するものである。水素は、これらセクターに電力を供給し、貯蔵を通じて、再
生可能エネルギーフローのバランシングも実現できることが期待される。優先分野は、主
に風力と太陽エネルギーを使用して生産される再生可能なエネルギーをベースとした水素
（renewable hydrogen）を開発することであるが、短中期的には二酸化炭素排出を迅速に削
減し、水素市場の実現と発展をサポートするために、低炭素水素（low-carbon hydrogen）、
つまり、天然ガスや石炭等水素生産時に二酸化炭素を排出する水素（所謂グレー水素、ブ
ルー水素等）の必要性も認めている。

表1　欧州の供給ソース及び生成方法による水素のカラー分類
（ドイツ政府による国家水素戦略等より）

グレー水素 化石燃料、特に天然ガスから生産される水素。その生産にはかなりの
量の二酸化炭素排出が伴う。

ブルー水素 水素を製造する過程で生成される二酸化炭素を回収・地中貯留（CCS）
することで、二酸化炭素排出量正味ゼロを達成して生産される水素。

グリーン水素 再生可能エネルギー起源の電力を用いた水の電気分解によって生成さ
れる水素。

ターコイズ水素 メタンの熱分解によって生成される水素。炭素は生成されるが気体で
はなく固体となって生成される。条件として高温反応炉は再生可能エ
ネルギー起源の電力等二酸化炭素排出量正味ゼロのエネルギー源を用
い、生成された炭素を永久に封じ込めること。

参考：イエロー水素 原子力発電による電力を用いた水の電気分解によって生成される水素。

参考：ブラウン水素 石炭から生成される水素。グレー水素に分類されることもある。その
生産にはかなりの量の二酸化炭素排出が伴う。

参考：ホワイト水素 他の製品生産プロセスの中で副産物として生成された水素。生産量は
限定的。

出典：ドイツ連邦「国家水素戦略 9」／イエロー水素、ブラウン水素及びホワイト水素は筆者加筆

実現には、段階的なアプローチが想定されており、まず、2020年から 2024年までに、
EUで少なくとも 6ギガワットの再生可能エネルギー起源の電力を用いた水素電解槽の設
置とそこから生成される水素（グリーン水素）最大 100万トンの生産を支援する。2025年
から 2030年にかけては、水素は少なくとも 40ギガワットの再生可能エネルギー起源の電
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力を用いた水素電解槽の設置とそこから生成される水素（グリーン水素）最大 1,000万ト
ンを欧州域内で生産し、統合エネルギーシステムの中核へと発展させる。また、2030年か
ら 2050年にかけて水素生産技術を成熟させ、脱炭素化が困難な全てのセクターにエネル
ギー源としての水素を大規模に展開することが想定されている 11。
欧州委員会は 2030年までの数値目標を達成するために必要な投資額を、電解槽関連に
最大 420億ユーロ、電解槽と再生可能エネルギー源である風力・太陽光発電施設の接続及
び施設拡張に最大 3,400億ユーロ等、全体で 4,300億ユーロと試算している。そして、こ
れら巨額の投資を加速させる目的で、「欧州クリーン水素アライアンス（European Clean 
Hydrogen Alliance）」の立ち上げも同日発表し、産業界、EU加盟国政府・地方自治体、市
民社会などに広く開かれた水素関連の多様な投資事業のプラットフォームとして、投資に
関する協議事項を設定する等、欧州水素戦略の推進及び実施を支援することになる 12。

（2）「欧州水素戦略」における近隣諸国、特にウクライナとの協力推進を規定
同戦略では第 7章「国際的側面」（P19－ 21）にて、グリーン水素の開発は、近隣諸国や

図4　「欧州水素戦略」が目指すロードマップ
欧州水素エコシステムに向けた着実な道筋

出典：欧州委員会 10
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地域との間で欧州とのエネルギーパートナーシップを再構築する新しい機会を提供し、供
給の多様化を進め、安定した安全なサプライチェーンの設計を支援するものであり、特に
ウクライナ及び南欧近隣諸国（※旧ユーゴスラヴィア諸国・バルカン半島）を名指しして、
クリーンエネルギーの移行に貢献し、持続可能な成長と発展を促進する方法として、これ
ら近隣諸国とのグリーン水素に関する協力の新しい機会（天然資源、物理的な相互接続及
び技術開発）を積極的に促進する必要があることを謳っている。また、「アフリカ・ヨーロッ
パ・グリーンエネルギーイニシアティブ」の枠組みの中で 13、アフリカ連合との再生可能
エネルギー起源の水素開発に関する協力プロセスを設定していくことも行動計画に含まれ
ている。しかしながら、現在の最大の天然ガス供給国であり、今後天然ガスからの低炭素
水素（所謂グレー水素、ブルー水素等）や後述の通り、水素自体を自国で生産し、既存の
天然ガスパイプラインインフラで欧州へ輸送・供給することも検討され始めているロシア
についての言及は全く見られない。

（3）ドイツ政府による「国家水素戦略」の発表（2020年 6月 10日）
欧州委員会の「欧州水素戦略」に先だって、欧州最大のエネルギー需要国であり、また、
ロシア産ガスの最大輸入国であるドイツ政府も、6月 10日に「国家水素戦略（The National 
Hydrogen Strategy）」を閣議決定し、水素導入に向け大きく舵を切った。石炭及び原子力発
電が今後数年間で段階的に廃止され、経済の脱炭素化を進める中、二酸化炭素排出量を削
減するための水素導入戦略であり、「欧州水素戦略」と偶然にも同じ数の 38の行動計画か
ら成る。同戦略では水素生産実現のために、2030年までに 5ギガワット、2040年までに
10ギガワットの再生可能エネルギー起源の電力を用いた水素電解槽を構築することを提案
している。また、その支援策として 90億ユーロ 14の予算が計上されている 15。
なお、メルケル政権はもともと国家水素戦略を 2019年末までに閣議決定する方針だった
が、発表が遅れた理由は、経済エネルギー省と環境省の間で、グレー水素（化石燃料起源）
とブルー水素（化石燃料起源ながら CCS技術によって二酸化炭素を地中貯留）の扱いにつ
いて、意見が分かれたからと言われている。最終的にグレー水素については同戦略では、「行
動計画 17」で、その使用量が既に多い化学産業においてその代替（CCS等）について検討
していくという書き方に留まっている。ドイツではコスト面の問題から CCSの実用化の目
途が立っていないため、今後の課題として先送りされた形である。
独紙シュピーゲルは、この水素を巡る欧州及びドイツの戦略について、「ロシアの

Gazpromにとって、この動きは重大な結果をもたらす」と警鐘を鳴らしている。それは、
水素ブームによる欧州向けガス輸出の減少を恐れるだけではなく、Gazpromやドイツ企業
が 85億ユーロの巨額を投じ、まだ完成に至っていない天然ガスパイプライン Nord Stream 
2が使用できなくなる可能性があるためだ。
一方で、ロシアのエネルギー省も攻勢に出始めており、2024年までに輸出を視野に入れ
たロシアにおける水素製造業を立ち上げるべく、年末までに、その開発コンセプトができ
上がると言われている（後述）。Gazpromも今年、水素タービンを開発しテストしようとし
ており、国営原子力企業の Rosatomも 2024年までに水素で駆動する列車のテストサイト
建設を計画。Gazpromは生産した水素の一部を、Nord Streamを使って欧州に輸出すること
も考えていることが報道されている 16。
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2．EUによる国境炭素税導入の動き
「欧州水素戦略」の実現のために 2030年までに全体で 4,300億ユーロ、グリーン水素へ
の累積投資額は 2050年までに 4,790億ユーロに及ぶ可能性が指摘される中、これら巨額財
源をどこに求めるのか、そのひとつの方法として議論が進んでいるのが EUの国境炭素税
の導入である。
国際的なコンサルティングファームである Boston Consulting Group（BCG）は 6月末に、

「EUの国境炭素税は世界貿易にどのような衝撃をもたらすか（How an EU Carbon Border 
Tax Could Jolt World Trade）」というレポートを公開し、その適用による影響を特に二酸化
炭素排出量の多い鉄鋼産業及び石油産業にフォーカスし定量的に分析している 17。例えば、
国境炭素税の導入により、二酸化炭素排出量 1トン当たり 30ドルと仮定した場合の欧州へ
の原油輸入に対する課税は、原油価格がバレル当たり 30ドル－ 40ドルの範囲にある場合、
ロシア等外国の生産者の利潤を約 20%削減することになると試算（2018年実績ベースで、
2,800億ドルの原油を輸入した場合、課税される国境炭素税を2－7億ドルと想定）している。
また、国境炭素税はこれまでの市場における競争優位性に変化をもたらすだろうと予想
する。例えば、欧州の石油化学事業者はロシアの原油への依存を減らし、サウジアラビア
からより多くの原油を輸入するようになる可能性がある。ロシアは、その近接性から欧州
への最大の石油供給国であり、輸入の 4分の 1以上を占めているが、ロシア産原油の生産
プロセスでの二酸化炭素排出量は、サウジアラビア産原油の二酸化炭素排出量より 2倍近
く多いと考えられている（図 5）。これは主にロシアの原油埋蔵量がサウジアラビアの原油
埋蔵量よりも生産労力が必要（同じ量を生産する場合により多くのエネルギーを要し、二
酸化炭素排出量も多い）という事実による。カナダに至ってはサウジアラビアの 4倍もの
炭素排出量となる。つまり、サウジアラビアは他競合産油国よりも国境炭素税を 30%から
50%削減することができることから、欧州の原油輸入業者は供給先の多くをサウジアラビ
アに切り替えることになるかもしれないと指摘している。
なお、温室効果ガス排出量を削減するための経済的インセンティブを企業に提供する手
段として、二酸化炭素排出量に課税するという概念は、欧米を中心に何十年に亘って議論
されてきたが、これまでのところ、国境炭素税は殆ど実施されておらず、実際にどのよう
に機能し、どのような効果があるのかも明確ではないのも事実である。課税方法に関する
問題（WTO規則に準拠し、欧州域内・域外の利害関係を調整できるのか）、税額の基礎に
なる輸入品に含まれる炭素量をどう計測するのか、また、国境炭素税の導入により輸入品
が値上がりし、欧州域内の消費者を直撃する可能性があるか等、実際の課税に当たっては
いまだ複数の課題を抱えていると BCGは分析している。

3．欧州の脱炭素化の動きに対するロシアの対応
（1）新たな「2035年までのエネルギー戦略」発表と水素エネルギーの登場
ロシアでは時前後して 2020年 4月、ノヴァク・エネルギー大臣が「ロシアにおける

2035年までのエネルギー戦略（ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ：Российской Федерации 
на период до 2035 года）」を政府会議で公表し 18、その後若干の修正を受けて、最終的に 6
月 9日、ミシュースチン首相が承認した 19。
ソ連解体後、新生ロシアでは 1995年に最初のエネルギー戦略が出されてから、2003年
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に ｢2020年までのロシアのエネルギー戦略」、2009年に ｢2030年までのロシアのエネルギー
戦略」が出されてきた。従って、今回政府が承認した「2035年までのロシアのエネルギー
戦略」は 11年ぶりの改訂となる。プーチン首相（当時）が 2013年に次期戦略策定を命じ、
本来であれば 2014年から 2015年に発表されるはずだったが、2014年のウクライナ問題と
クリミア併合、欧米による対露制裁や原油価格の下落を受けて棚上げとなり、2015年に草
案がまとめられるも公表はされず、草案公表は 2017年 2月になってからだった。更にその
後も 2019年 10月そして 12月の再改訂版発表まで主だった動きはなかった。この背景につ
いてノヴァク大臣はアジア・太平洋諸国のエネルギー資源需要増加、拡大するシェールオ
イル・ガスの生産・LNGの生産・ガス市場の規模、国内経済成長率の低下（国内エネルギー
資源需要増の停滞）、エネルギー資源分野への税制改革等（※更に 2016年からの OPECプ
ラス協調減産の開始と 2020年 3月の崩壊と復活）、長期戦略を立案するのに今後の見通し
が想定しにくい状況が重なっていることを挙げている 20。
まず、今回政府が承認した「ロシアにおける 2035年までのエネルギー戦略」では、正に
これまで述べてきた欧州での動きを敏感に反映し、「水素エネルギー」という新たな項目が
出てきたことが注目される。
また、本文では「水素エネルギー」の項目（注 21参照・P47 ※容量は 1ページのみ）で、

2035年に向けて水素の生産・消費の発展、そして、ロシアが水素の生産・輸出のリーダー
的地位を得るために次の課題及び対策が提案されており、また戦略実現の指標として、水
素の輸出量を掲げ、2024年に 20万トン、2035年に 200万トンを目指すとしている。その
水素はやはり豊富な天然ガス資源を中心にしながら（グレー水素）、再生可能エネルギー（グ

図5　主要産油国の炭素集約度（縦軸）と欧州石油市場におけるシェア（横軸）

出典：Boston Consulting Groupによる分析
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図6　ソ連解体後、ロシア政府が発表してきたエネルギー戦略の変遷

出典：筆者取りまとめ

表2　「ロシアにおける2035年までのエネルギー戦略」におけるポイント

石油 新規鉱床での開発困難な割合や既存鉱床での枯渇率が上昇するため、石油の生
産コストの増加が課題。そのため、石油の生産水準を維持していくため、生産
中の老朽鉱床の開発促進の他、小規模鉱床、石油産出量の低い坑井や水含有率
の高い坑井、開発困難な埋蔵量（バジェノフ層を含む）の商業化が必要。少な
くとも 2025年までは大手企業の活動が中心と見込まれるが、国産イノベーショ
ン技術や市場変動への柔軟な対応を担う中小石油ガス企業の役割も高まってい
く。

天然ガス 国内ガス需要の充足を図り、世界的なガス市場へ柔軟に対応すべく、Gazprom
の透明性を確保しつつ独占を維持。また、新たな発展分野として LNGを位置付
け、ヤマル半島及びギダン半島における LNG開発に加えて、ロシア領北極圏に
おいて、LNG積替え・備蓄・貿易の拠点（ハブ）の創出、カムチャツカ及びムー
ルマンスクにおけるターミナル建設を進める。その実現には北極海航路の通年
航行の確保を含むインフラ開発が密接に関連。
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石油化学 ガス化学製品による国内需要の充足と国際市場における競争力の向上、石油ガ
ス化学原料の効果的利用の向上が課題。そのため、プラスチック・ゴム・有機
化学合成生産物の生産、それらの半製品への加工、最終製品生産を行う複数の
クラスター地域形成を目指す。また、東シベリア及び極東のヘリウムを含有す
る鉱床開発の開始に伴い、アムール州でのガス精製工場の操業開始、極東にお
ける液体ヘリウム輸送インフラ、長期貯蔵及び国際市場への供給を目指す。

石炭 伝統的なロシア中西部の生産地での生産継続と共に、東シベリア及び極東や北
極圏等の新たな炭田開発を推進。新規炭田開発と石炭生産地がロシア東部に移
動することは、国内の石炭消費地への接近、アジア太平洋諸国の市場における
ロシアのプレゼンス強化に寄与。他方、ロシアの石炭輸出の競争力は輸送イン
フラに大きく依存するため、鉄道・港湾インフラの整備や輸送ロジスティクス
の効率化が課題。

電力 既存の発電・送電設備に加えて、ウラジオストク（2012年の APECサミット）、
ソチ（2014年オリンピック）、クリミア半島への電力網、中国への電力輸出を行
う送電線等を建設。地域への熱供給と一体で行われる発電所の経済性を持ちつ
つ、エネルギー供給の信頼性と質を引き上げることが課題。また、電力取引所
のヘッジ手段も活用しながら、長期的な電力設備への投資の効率化を促す。

原子力 熱中性子炉及び高速中性子炉の並行運用や核燃料サイクルの構築を進める。ウラ
ン燃料について、ロシア国内（クルガン州、ブリヤート共和国、ザバイカリエ地
方等）でのウラン生産に加えて、生産原価が低い外国の鉱床でのウラン生産の共
同プロジェクトを拡大。また、外国での原子力発電所建設に積極的に参加（イン
ドのクダンクラム原子力発電所 1、2号機、中国・田湾原子力発電所 3、4号機等）。

水素エネル
ギー

ロシアが水素の生産・輸出における世界での主導的地位を得るため、水素及び
水素混合エネルギーの輸送インフラ及び消費創出に向けた国家支援や法的支援
の整備を行うと共に、天然ガスからの大規模な水素生産の拡大を目指す。また、
外国技術のローカライズも含めて、変換・メタン高温分解・熱分解等の手法に
よる国産の水素生産の技術開発を目指す。

再生可能エ
ネルギー

ロシアの主要な再生可能エネルギーの一つは水力発電（ロシアの発電の約 2割）。
また、太陽光発電に関しては、ロシア技術をベースとして、太陽電池の有効係
数 23%以上の効率の高いヘテロ接合型の太陽光発電モジュール等の生産や輸出
を開始。他方で、他電源に比べて経済的な競争力に欠けることが課題。

気候変動へ
の対応

地下資源利用における環境規制の厳格化、随伴石油ガスの効果的利用を促進、
国際基準に合致した自動車燃料の生産・利用の促進、石炭産業再編の枠内での
土地回復、等を実施。また、2017年時点では、ロシアにおける温室効果ガス排
出量は、1990年の水準と比べて、67.6%（森林吸収量を算定しない場合）、50.7%（森
林吸収量を算定する場合）。

国際協力 国際エネルギー市場におけるリーダーの一国としての地位の維持・強化、燃料
エネルギー産業のロシア企業の対外経済活動のリスク縮小と効率向上を目指す。
そのため、OPECプラス会合、ガス輸出国フォーラム（GECF）、二カ国間の政
府間委員会等へのロシアの積極参加やロシアのエネルギー企業の外国への進出
を支援。

出典：政府発表文書から筆者取りまとめ
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リーン水素。但し、ロシアでは水力発電がメイン）や原子力による電力から生成される水
素（イエロー水素）も視野に入れて、欧州の脱炭素化への対応策を暗に示唆する内容となっ
ている。

＜「水素エネルギー」にて指摘されている課題及び対策＞
※下線は筆者。

・ 水素及び水素混合エネルギーの輸送インフラ及び消費創出に対する国家支援策の立
案及び実行。

・ 水素生産に対する法的支援の提供。
・ 天然ガスからの大規模な水素生産の拡大。これには、再生可能エネルギーや原子力
その他のエネルギー利用を含む。

・ 変換・メタン高温分解・熱分解等の手法による、国産の水素生産の低炭素技術の開発。
これには、外国技術のローカリゼーションを含む。

・ ロシアの輸送における水素及び天然ガスをベースとする燃料電池の国内需要及び集
中エネルギー供給システムの効率向上のため、エネルギー蓄積・変換装置としての
水素及び水素ベース混合エネルギーの利用促進。

・ 水素エネルギーの安全に関する法的基盤の整備。
・ 水素エネルギー発展における国際協力の強化と外国市場への進出。
・ 戦略実現の指標として、次の定量的目標を設定。

2024年目標 2035年目標

水素輸出量 20万トン 200万トン

注：2017年に発表された経済産業省による「水素基本戦略」では、2017年時点の日本の水素供給量 0.02
万トンを、2020年に 0.4万トン、2030年に 30万トンに増加する計画が示されている 21。

2020年 4月 2日、エネルギー省が政府会議で公表した戦略案と 6月 9日にミシュースチ
ン首相が承認・セットされた戦略を比較した場合の最も重要な違いのひとつは、冒頭に「エ
ネルギー省は、関連連邦行政機関とともに、6カ月以内に戦略実現のためのアクションプ
ラン草案をロシア政府に提出する」という文言が付け加えられた点である。年内にエネル
ギー省は各分野の課題及び対策を実現するための具体的な方策を政府に対して示すという
宿題を負ったが、「水素」に関しては、翌 7月下旬に「水素開発ロードマップ」案を発表し
ている。奇しくも「欧州水素戦略」の発表に呼応する形でロシアが進める具体的な水素戦
略も明らかになりつつあるが、そこには欧州とその市場の変化に対するロシアの関心の高
さの表れを見ることができるだろう。

（2）エネルギー省による 2024年までの水素開発ロードマップ
7月下旬、エネルギー省は 2020年から 2024年までの水素開発ロードマップを作成した
ことを明らかにした 22。これはロシアが長期的に水素の主要輸出国の 1つになることを想
定した上述の 2035年までのエネルギー戦略を受けたものであり、次のようなマイルストー
ンが想定されている。
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＜2024年までの水素開発ロードマップ＞

2020年： 政府はロシアでの水素生産コンセプト、パイロットプロジェクトの支援策を策
定する。

2021年： Gazpromがメタンと水素で稼働する発電タービンを開発し、テストを実施する。
Gazpromと Rosatomがロシアで最初の水素生産を実現し、2024年にパイロッ
トプロジェクト（水素生産のための天然ガス処理センターまたは原子力発電所）
を稼働させる。

－ 2024年： Gazpromはガス設備（ガスタービンエンジン、ガスボイラー等）及び輸送分野
におけるモーター燃料としての水素及びメタン水素燃料の使用を検討する。

2024年： Rosatomは水素燃料を使用した鉄道輸送のテストサイトを建設する。

Gazpromが生産しようとしている水素は、天然ガス起源のグレー水素だけではなく、ド
イツ連邦国家戦略で指摘されているターコイズ水素（ガス起源ながら、メタンの熱分解に
よって生成される水素。二酸化炭素ではなく副産物としての固体の煤の生成を伴うもの）
の生産も念頭に置いていると考えられる。また、Gazpromは既に欧州関係国との間で水素
生産と供給に関するパイロットプロジェクトについて協議していることも示唆しており、
ロシアで水素を生産し、天然ガスに混合・輸送することも検討されている模様だ。天然ガ
スパイプラインへの混合輸送については、2019年の段階で既に、Gazpromがソ連時代に建
設された既存ガスパイプラインに最大 20%、Nord Streamタイプの新たに建設されたガスパ
イプラインに最大 70%の水素を混合して輸送できることを示したという情報もある。

Rosatomは、原子力発電からの電力による水の電気分解で生産するイエロー水素の生産
を模索する。2019年 9月、日本で第二回水素閣僚会議が開催された際に、経済産業省資源
エネルギー庁と Rosatomの子会社である Rosatom Overseas社は、水素サプライチェーンに
関する実現可能性調査を行うことについての協力覚書を締結しているが 23、これは今回の
ロードマップの中で、原子力発電からの電力を用いた水の電気分解による水素生産プログ
ラムを立ち上げ、2020年から 2021年には実際に水素を輸出するための実現可能性調査を
実施するための布石とも考えられるだろう。
また、今回のロードマップで明示的に言及されていないが、他社の動きでは、NOVATEK
も水素生産に関心があり、同社ギャトヴェイ副社長が、同社は水素生産の商業的側面を検
討しているとコメントしたことがある。さらに、Rosneftは長期的な炭素戦略を年内に明ら
かにすることを発表した 24。大株主である BPは今後石油ガス生産を 40%縮小し、2050年
までの二酸化炭素排出量正味ゼロの実現に向けて、次の 10年で低炭素エネルギーへの支出
を 10倍に増やす計画を発表していることも同社に影響を与えていることが垣間見える 25。
上述の通り、Gazpromは既存天然ガスパイプラインへの混合輸送により、生産された水
素を欧州市場へ輸出することを検討しており、このことは莫大な費用が必要となる新規水
素パイプラインの建設を回避し、天然ガスに加えて更に高価となると想定される水素を欧
州に販売し、脱炭素化を進めてもロシアのドル箱を維持できるかもしれないという点で、
ロシアにとっては極めて有利な選択肢である。他方で、ウクライナのガス輸送システム社
のマコゴン CEOはウクライナ国内のガス輸送ネットワークを介して水素を輸送できるかど
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うかを検討しているとコメントしている反面、「ウクライナの天然ガスパイプラインは非常
に古く、水素を輸送することを可能にするかどうか十分な検討が必要。金属パイプの内側
にプラスチックパイプを挿入する技術により輸送の可能性はあり得るが、水素は攻撃的な
ガスであり、鉄の腐食を引き起こす可能性がある」と問題視もしている 26。

（3）国境炭素税の導入に対するロシアの反応
欧州の国境炭素税に関する議論を受けて、国際会計事務所の KPMGは 7月初旬、ロシ
アの産業家・起業家連合とのワーキンググループで EUによる国境炭素税導入の 3つのシ
ナリオを提示した。ベースケースは、2025年に国境炭素税が導入されることを想定してお
り、これは直接的な温室効果ガス排出（生産プロセス）にのみ適用されると想定したもの
で、この場合、ロシアの関係する全ての輸出業者に課税される税額は、2025年－ 2030年
で 333億ユーロに上ると試算。楽観ケースでは、2028年に同税が導入された場合、2028年
－ 2030年の間に 60億ユーロに達する。悲観ケースでは、2022年に同税が導入され 2022
年－ 2030年にかけて 506億ユーロの納税を求められるというものだ。KPMGは、パラメー
タはまだ承認されていないため、この段階では EUの国境炭素税がロシアの輸出業者に与
える影響を正確に評価することは困難であるという前置きで、対象物品は、石炭、非鉄金
属、ニッケル、銅及びその製品、窒素肥料、天然ガス、プラスチック、エラストマー（ゴム）
が最大の影響を受けるだろうと分析している。
ロシア科学アカデミーの経済予測研究所副所長のシロフ氏は、「EUに国境炭素税が導入
されれば、ロシア政府は企業に税制上の優遇措置を提供することで企業を支援できるだろ
う。EUの炭素税の影響を受ける可能性のある企業を支援するための提案を 10月 1日まで
に提出するよう、各省庁にすでに指示が出されている」と述べている 27。また、レシェト
ニコフ経済発展大臣は、「国境炭素税の導入はWTO規則に違反すると信じている。気候変
動問題を利用して新たな障壁を作り出そうとする試みを懸念する」と欧州の国境炭素税導
入の動きを牽制している 28。
また、ロシア政府はパリ協定に基づく排出量モニタリングシステムに関する法制度を年
内に構築することを目指しているとの情報も出ている 29。ロシアは 2030年までに 1990年
レベルから 25－ 30%の排出量削減を目指しているが、実際にはロシア政府はソ連直後の
高い排出量レベルを基準にした結果、既に目標を達成しているというのが政府見解である。
今回のシステム構築にはロシア独自の排出量算定を進めることで、国境炭素税導入に際し
てのロシア企業を守るための理論武装への活用を想定しているのかもしれない。

4．現状認識とまとめ
「欧州水素戦略」が正式に出るまでのロシア政府及び石油天然ガス企業の認識は、「2050
年までに二酸化炭素正味排出量ゼロを目指しても、天然ガスは移行期のエネルギー源とし
て必要なはずであり、産油ガス国との競争に対しては本意ではないが、価格で対抗し、シェ
アを維持していく。2050年二酸化炭素排出量正味ゼロと言っても化石燃料の使用が全く無
くなるわけではない（化石燃料はベースケースで 2050年時点過半を占める）。いずれにし
ても欧州需要は既に縮小に入っているから、その分を中国（原油・ガス共パイプライン稼働）
やアジア諸国（LNG）で攻めて行く」というものだった。
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そこに水素に対する関心が国際的にもここ 3年で高まり、コロナウィルスが欧州加盟国
の団結を生み、復興予算に対する合意を取り付け、経済回復の起爆剤として遂に水素戦略
が出された結果、ロシアの長期エネルギー戦略にも水素エネルギーが俄かに組み込まれる
こととなった。但し、ロシアは水素を石油天然ガスに置き換わる敵と見ているよりは、欧
州が望む気候中立な水素（ターコイズ水素やイエロー水素）を生産するプロセスの研究
（Gazprom及び Rosatom）を進めて行き、当然天然ガスより高く売れる水素をプラスアルファ
の商機として、捉えようとしている。
他方、この水素導入が欧州で大々的に計画通り進む場合、欧州市場の化石燃料需要は

2050年時点でベースケースの過半から 30%を切るシナリオになる。また、欧州が新たな
水素インフラを構築するための莫大な財源となり得るかもしれない国境炭素税導入を生産
者にも課すという情報は、ロシアの危機感を高めているのも事実である。
ロシア政府が進める水素ロードマップでは、水素を現実に生産・輸送できるという観点
から Gazprom（ソースとしての天然ガスとパイプラインインフラ）と Rosatom（原子力発
電によるカーボンフリーの水素生産）が選ばれた結果、ロシアの主力産業である石油企業
はこのブームから取り残されていることは、今後のロシアの将来に影響を与える要因とし
て留意が必要であろう。石油会社は水素潮流に対して防御態勢を取ろうとしており、「再生
可能エネルギーは世界のエネルギー需要をすぐには満たせない。エネルギー需要は増加す
るが、再生可能エネルギーが高いため。欧州が化石燃料を排除するには理論的に 50兆ドル
の投資が必要。それは EUの GDPの三倍以上の規模となる。再生可能エネルギーの拡大は
レアメタル不足を招く。長期的なエネルギー需要は新たな技術、経済発展と CO2排出量目
標の間の矛盾によって決まるだろう。再生可能エネルギーへの加速的シフトは化石燃料の
投資縮小を招き、結果として急激なエネルギー価格高騰を招く。世界の石油ガス産業は新
技術開発の主導的地位にあり、依然巨大なポテンシャルを持っている。次の数十年は在来
型エネルギーと再生可能エネルギーが共同で努力し、気候変動に対応し、人間が享受でき
るエネルギーを齎すシナジー効果を見ることができるだろう」（セーチン Rosneft社長）30

や「ロシアは 2025年までに炭素貿易システムを導入するべきである。それにより欧州の炭
素調整システムとのオフセットが可能となる。石油会社は CCSプロジェクトを推進し、政
府は森林による二酸化炭素吸収容量を正確に測定し、EUの国境炭素税の動きに対応してい
くべき。ロシアの石油会社は代替エネルギー技術を開発するという高額で意味のないこと
に没頭するより、森林吸収と CCSに注力すべきである」（フェドゥン LUKOIL副社長）31

という過激な発言も出てきている。
今後、欧州で実装されていく水素戦略の動きや欧州における国境炭素税導入に向けた議
論（課税対象と具体的な方法）の双方は、ソ連時代から安定的に続いてきた欧露エネルギー
関係に大きな変化をもたらすものであり、その一挙手一投足はロシアにとって重要なト
ピックとなっていくだろう。

―注―

1 「欧州の気候中立に向けた水素戦略」原文：https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fi les/hydrogen_strategy.pdf
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2 「欧州グリーン・ディール」に関する情報：https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_en

3 「エネルギーシステム統合に関する EU戦略」に関する情報：https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en

4 「エネルギーシステム統合に関する EU戦略」Q&A：この戦略は化石燃料の段階的廃止を 3つのレベル
で加速するためのロードマップである。①エネルギー効率と循環性（Circularity）及び地域の再生可能
資源の使用。②可能な限り電化し、ガス、石炭、石油の使用、再生可能エネルギーから生産された電
力の直接使用に置き換える。③電気に置き換えられない工程における化石燃料（の使用）を再生可能
エネルギーベースの新しい燃料に置き換える。なお、ガスに関しては、天然ガスを水素や合成メタン
といった再生可能資源をベースとした持続可能で再生可能なガスや新しい合成ガスに置き換える道筋
を提案する。https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1258

5 2020年の日本の一般会計総額が 102兆 6580億円（時事）。
6 「全ての人のためのクリーンプラネット：繁栄的で現代的、競争力のある、気候に中立的な経済のた
めの欧州の長期戦略的ビジョン」https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/fi les/docs/pages/com_2018_733_
analysis_in_support_en_0.pdf

7 「ジオポリティクスからレジリエンスへ：次世代のエネルギー安全保障」（蓮見雄氏／世界経済評論
IMPACT No.1835／ 2020年 8月 3日）※再生可能エネルギーで作り出した電力を熱、ガス、水素など
に転換し、貯蔵・配送・利用するセクター・カップリングの一要素として、水素の役割を評価する必
要がある。

8 「エネルギーシステム統合に関する EU戦略」に関する情報：https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/fs_20_1295

9 ドイツ連邦「国家水素戦略」https://www.bmbf.de/fi les/bmwi_Nationale%20Wasserstoffstrategie_Eng_s01.
pdf

10 「欧州の気候中立に向けた水素戦略」に関する情報：https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-
integration/hydrogen_en#eu-hydrogen-strategy

11 エネルギーシステム統合に関する EU戦略」に関する情報：https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/ip_20_1259

12 「欧州クリーン水素アライアンス」に関する情報：https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-
clean-hydrogen-alliance_en

13 「アフリカ・ヨーロッパ・グリーンエネルギーイニシアティブ」：2007年のリスボンサミットで採択
されたアフリカと EUの共同戦略に基づくパートナーシップの 1つ。知識の共有、政治的優先事項
の設定、主要なエネルギー問題に関する共同プログラムの開発を目的とした対話による協力を図る
長期戦略枠組み。アフリカのエネルギーインフラへの投資増加に特に焦点を当て、欧州とアフリカ
双方に安全で経済的な価格での持続可能なエネルギーへのアクセスを改善する。https://ec.europa.eu/
energy/topics/international-cooperation/key-partner-countries-and-regions/africa/africa-eu-energy-partnership_
en#:~:text=currently%20under%20evaluation.-,Access%20to%20affordable%2C%20reliable%2C%20
sustainable%20and%20modern,energy%20for%20all%20in%20Africa&text=This%20Africa%2Downed%20
and%20led,towards%20low%2Dcarbon%20economic%20development

14 電気自動車の購入助成金：21億ユーロ、環境配慮型技術を搭載したユーティリティ車購入助成金：9
億ユーロ、同バスの購入助成金：6億ユーロ、電気生成の燃料、灯油及び高度なバイオ燃料生産のた
めの設備開発と資金提供：11億ユーロ、大型道路輸送車両、車両の公共交通機関、地元の旅客鉄道サー
ビス等車両のニーズに基づく燃料補給インフラストラクチャの建設助成金：34億ユーロ等（ドイツ連
邦「国家水素戦略」より／注 8参照）。

15 ロイター（2020年 6月 10日）
16 独シュピーゲル（2020年 7月 27日）
17 BCGサイト：https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-tax-could-jolt-world-trade
18 エネルギー省 HP：https://minenergo.gov.ru/node/17491
19 ロシア政府 HP：http://government.ru/en/docs/39847/最終的エネルギーな戦略：http://static.government.ru/

media/fi les/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf
20 「ロシアの 2035年までのエネルギー戦略」（酒井明司著）ロシア NIS調査月報 2020年 6月号
21 METI「水素基本戦略」：https://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171226002/20171226002-2.pdf
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22 Lambert（2020年 7月 29日）
23 経済産業省：https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190927003/20190927003.html資源エネルギー庁：

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suisokakuryokaigi2019.html
24 IOD（2020年 8月 14日）
25 Rosneftは 2020年 12月 21日、2035年までの気候目標を発表。https://www.rosneft.com/press/releases/

item/204427/成長計画に固執した 2035年炭素目標を設定。ロシアメジャーでは初めて。欧米企業に比
べて野心さに欠けるが、ロシア企業も気候変動問題における化石燃料に対する懸念を示し始めたこと
になる。Rosneftの目標は自らのオペレーションから直接・間接に生じるスコープ 1（事業者自らによ
る温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス））及びスコープ 2（他社から供給された電気、熱・
蒸気の使用に伴う間接排出）の排出を対象としている。他方、スコープ 3（スコープ 1・2以外の間接
排出（事業者の活動に関連する他社の排出）／上流・下流）については水素やバイオ燃料のようなよ
りクリーンなエネルギーの評価について短く触れられているだけに留まる。2019年の Rosneftのスコー
プ 1・2の排出量はそれぞれ 5940万トン・2180万トン（BPは合計で 5500万トン）であり、2030年ま
でに 30%削減する目標。また、上流における排出量を 2019年の 27kg／ BOEから 20kg／ BOEへ削
減させる目標だが、低炭素石油生産のトップを走るサウジアラムコの現在の排出量は 10kg／ BOEで
ある。また、複数の欧州企業がコミットしている長期的なゼロエミッションについては「2050年まで
に達成するための追加機会を模索する」としてコミットしていない。更に BPが現在の生産量（260万
BD）を 2030年までに 150万 BDまで減少させ、再生可能エネルギー開発目標を立てているのとは対
照的に、Rosneftは増産を目指している。

26 Lambert（2020年 7月 29日）
27 Lambert（2020年 7月 8日）
28 Interfax（2020年 7月 24日）
29 IOD（2020年 7月 23日）
30 Prime（2020年 10月 22日）
31 POG・IOD（2020年 11月 24日）
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第 7章　2020年のロシア外交

廣瀬　陽子

1．はじめに
ロシアの 2020年の外交を振り返ってみると、新型コロナウイルス感染症（以後、コロナ）
問題により、全体として限定的になった。コロナ問題がロシアで深刻になる 3月末くらい
までは、「コロナ外交」ともいうべき支援などによって影響力を強める動きに出ていたが、
その後は自国のコロナ対策に追われた。だが、8月 11日にコロナ対策のワクチン「スプー
トニク V」を承認してからは、ロシア製ワクチンを売り込んだり、海外で製造するネットワー
クを拡大しようとしたりする「ワクチン外交」を展開した。
他方で、欧米との関係は、特に 8月以降、主に 3つの原因、すなわちベラルーシでの抗
議行動、野党指導者アレクセイ・ナヴァルヌイの暗殺未遂事件、ロシアのサイバー攻撃・
サイバー諜報により悪化の一途を辿った。
そして、2020年後半に旧ソ連諸国での相次いだ混乱はロシアの頭痛の種になったが、そ
れがロシアの求心力低下によるものかどうかは、単純には結論づけられないと思われる。
本稿では、そのような 2020年のロシア外交を振り返り、その評価を行いたい。

2．コロナ外交
2020年、コロナ問題は世界を震撼させたが、ロシアは特に自国がパンデミックに陥る 3
月以前、コロナ外交ともいうべき、援助攻勢を展開した。多くの国が苦境に陥るなか、支
援物資や医療物資、軍関係者、医療従事者などを様々な国に送り込んでいるが、その「支
援外交」の陰には「ロシアの下心」があるとも言われていた。
具体的には、①情報収集（ロシアでパンデミックが起きた際の対応を考えるうえでの材
料集め、NATO軍の動き）、②支援によってロシアが現在発動されている経済制裁を解除・
ないし弱めてもらうという目的、③ EUや NATO加盟国・加盟候補国などへの支援と宣伝
による欧州分断、④友好国との関係深化や友好国の拡大、などがその目的だとされ、また、
本稿 3節で述べるように、フェイクニュースの拡散などもあったことから、欧米、特に
NATOはロシア（及び中国）の支援外交を「ハイブリッド戦争である」として警戒した。
例えば 2020年 4月 15日に、イェンス・ストルテンベルグ NATO事務総長は、「ロシア
による軍事活動が続いているが、NATOの軍および作戦を保護するためのあらゆる必要な
措置をとる」と述べ、また、ロシアと中国による攻撃的な宣伝活動への対応を問われると、
ハイブリッド戦争への準備の必要性および偽情報には自由で透明なプレスが最善の対抗策
であると発言した。また。NATO米代表部のケイ・ベイリー・ハッチソン大使は 4月 14日
の会見で、「ロシアや中国が主張している偽情報を懸念している」と表明したうえで、それ
らはすべて、中露によるハイブリッド戦争の一部だと主張していた。
とはいえ、これらすべてをハイブリッド戦争ということは適切ではないだろう。ロシア
にも良心があったかもしれないし、ロシア兵・ロシア軍医療部隊が大規模に支援に参入し
たセルビアなど、実際にロシアの支援に助けられ、ロシアに感謝している国々も少なくな
いからだ。ロシアの影響力が拡大した側面は少なからずあったはずである。
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また、前述の通り、世界で初めてコロナ対策ワクチンを承認してからは、第 2、第 3の
ワクチン開発を進めながら、諸外国への輸出、また、海外でのワクチン製造をより広く行
うための外交工作を幅広く展開した。ロシアの友好国が次第に、ロシアのワクチンを採用
するようになり、また韓国がロシアのワクチン製造を行うことになった。ロシアのワクチ
ンは、臨床試験（治験）の不十分さなどもあり、ロシア国内外であまり人気がなかったが、
安価であるのみならず、英医学誌が 2021年 2月 2日に 91.6%の感染予防の有効性を確認
したという論文を掲載した上に、凍結乾燥粉末に加工した上での輸送の簡素化も進められ
ている。さらに 2021年 2月末時点で、ロシアはスプートニク Vの他に 2つのワクチンを
開発・承認しており、ロシアのワクチン開発への熱意は極めて高い。今後、それらロシア
製ワクチンの効果・利便性が広く確認されていった場合は、ロシア外交の切り札になる可
能性も皆無ではないだろう。

3．欧米との関係悪化
2020年は、後述の通り旧ソ連地域で混乱が相次いだが、ロシアのウラジミル・プーチン
大統領は、それらの混乱の背景に欧米の影があるとして、対欧米批判を繰り返した。たと
えば、ベラルーシの抗議行動についても、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大
統領、およびプーチン大統領が揃って欧米の内政干渉を批判し、欧米との溝は深まった。
また、8月 20日に野党指導者アレクセイ・ナヴァルヌイが、神経剤「ノビチョク」系の
毒物を盛られた事件である。ナヴァルヌイは昏睡状態になり、ドイツの病院への移送後、
意識を取り戻したが、かなり深刻な状況になった。ロシアの国家レベルの関与が疑われる
ものの、攻撃の合理性が低いことから、プーチン大統領の指示とは考えられず、特務機関
などが忖度する形で実施したと思われる。ノビチョクは、2020年 6月から化学兵器禁止条
約で正式に禁止されており、その所持・使用は、国際法違反だ。欧米は激しく反発し、欧
米が追加制裁をチラつかせ、独露を結ぶ天然ガスのパイプライン「ノルド・ストリーム 2」
にも影響が出る可能性も注目された。
また、ロシアの国家レベルの関与が問われる大規模なサイバー攻撃・サイバー諜報など
が相次いで発覚したという事実も、ロシアと欧米の関係を悪化させた 1。
サイバー攻撃については、全てが把握されているわけでは決してないが、数回にわたり、
ロシアの国家主体によるとされるサイバー攻撃・サイバー諜報に対して批判が展開された。
主たるものを紹介すると、4月 15日には英国家サイバーセキュリティセンター［NCSC］
は、米国の米連邦捜査局［FBI］や米国土安全保障省［DHS］と合同で、コロナ禍に乗じ
たロシア政府によるサイバー攻撃への注意を喚起した。

7月 16日には、NCSCが、新型コロナウイルスのワクチンを開発している研究機関や大
学、製薬会社、シンクタンク、政府機関などに対して、ロシアのハッカー集団・APT29（ロ
シア連邦保安庁［FSB］、ロシア対外情報庁［SVR］が主体となっているとされる）がワク
チン情報や知的所有権を盗み出すためにサイバー攻撃を仕掛けていると注意喚起し、攻撃
中止を警告する声明を、カナダ通信保安局［CSE］と米国家安全保障局［NSA］との連名
で発表し、4月より状況が深刻となっていることが明らかになった。そのサイバー攻撃は、
新型コロナウイルスのワクチン開発及びテストとウイルスそのものに関する情報収集やそ
の IPを窃取する目的で行われたとされている。この声明に併せ、NCSCはレポートも公開
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したが、コロナ禍におけるロシアのサイバー攻撃では、APT29がそれまで使ってこなかっ
た「WellMess」と「WellMail」と呼ばれる、任意のシェルコマンドの実行やファイルのアッ
プロード・ダウンロードを可能にするよう設計された軽量なマルウェアで、世界の多くの
組織が狙い撃ちされたという。加えて、個人をターゲットにしたフィッシング攻撃やスピ
アフィッシング攻撃で、ログイン認証情報を取得し、情報を搾取する手法も多用されたと
いう。

9月 10日には、米国大統領選挙を前に、ロシアの政府系ハッカーが 2016年の時とは異
なる手段で主にバイデン陣営に対し、大規模にサイバー攻撃を行っていることが明らかに
なった。マイクロソフト社が報告書を発表し、米財務省も選挙への介入疑惑でウクライナ
議員と 3人のロシア人に制裁を課した。

10月 19日には、英外務省が、ロシア連邦軍参謀本部情報総局［GRU］が東京五輪・パ
ラリンピックを狙う目的で、関係各所にサイバー攻撃を行っていたと発表した。ドーピン
グ問題でロシア選手の参加が拒否されたことへの報復ともみられた。
また、11月 13日には、ロシアと北朝鮮の国家による支援を受けたハッカー集団が、新
型コロナウイルスのワクチン開発を行うアメリカ、カナダ、フランス、インド、韓国の著
名な 7つの企業のシステムにサイバー攻撃を仕掛けていたことがマイクロソフト社のブロ
グによって明らかにされた。ロシアについては APT28（GRUに関連するとされる）がパス
ワードスプレーとして知られる、ブルートフォースアタック（総当たり攻撃）を行ったと
される。それは、複数のアカウントに対して数千回あるいは数百万回もの攻撃を連続して
行い、侵入を試みるもので、攻撃は一部成功したとされる。
最後に年末に衝撃を与えたのが、ロシアが 3月から大規模なサイバー攻撃・サイバー諜
報を米国に行っていたという情報だった。2021年 1月現在、詳細はまだ明らかになってい
ないものの、SVRの関与が濃厚だと分析されている。米ソーラーウィンズ社のソフトウェ
ア・オリオンが攻撃に遭い、複数の政府機関や地方政府の他、主要な民間企業等の重要情
報が想像を絶する規模で窃取されたという。被害は米国史上最悪レベルで、全容解明には
数年を要するとも言われる。
これらのことから、ロシアと欧米の関係は極めて厳しいものとなった。とりわけ、2021
年 1月から始動する米国のジョー・バイデン政権の対露外交は、かなり厳しいものになる
ことが予測され、2020年末に明らかになったロシアによるサイバー攻撃・諜報に対する制
裁発動の可能性も高いだろう。

4．旧ソ連地域の混乱 2

旧ソ連地域では夏以降、4つの混乱が続いた。ベラルーシでの大統領選挙の結果をめぐ
る抗議行動、キルギスにおける政変、アゼルバイジャンとアルメニアの間のナゴルノ・カ
ラバフ紛争再燃、モルドヴァでの親欧米大統領の誕生などが起き、それらの発生の理由を
「ロシアの影響力の低下」に見る向きも多かった。実際、プーチン露大統領も 2020年 12月
に「域内の状況に問題がないわけではなく、全体として落ち着かなかった」と認める一方、
「欧米の干渉によって旧ソ連の混乱が引き起こされた」と何度も発言しており、複雑な思い
を抱いているのは間違いない。
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（1）ベラルーシ抗議行動
ベラルーシでは、8月 9日に大統領選挙が行われ、長年、事実上の独裁体制を敷いてき
たアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が 6選を決めると、選挙に大きな不正があったと
して、大規模な抗議行動が発生した。抗議行動は、政府に厳しく弾圧され、多くの逮捕者
が出たため、欧米からは激しく非難されており、10月、11月には制裁も発動された。
ベラルーシとロシアは政治的にも、経済的にも、民族的にも、極めて近い関係にある。
機能不全になっており、事実上、凍結されているものの、2000年には「ロシア・ベラルー
シ連合国家創設条約」も発効していたほどだ。だが、近年、ベラルーシとロシアの関係に
は綻びが目立つようになっていた。特に、ベラルーシが近年の中国との関係強化を図って
いることや、ロシアとのエネルギー価格をめぐる係争などの出来事に影響され、ロシアと
距離を取って西側に接近する姿勢を見せるような八方美人的な態度を取っていたことで、
ロシアとは溝ができていた。
だが、政変が起きると、ルカシェンコはロシアに急接近し、ロシア側も支援を約束した。
とはいえ、ロシアが軍事支援を行う可能性は著しく低いと考えられた。何故なら、第一に、
すでに欧米から制裁を受けているロシアにとって、軍事侵攻は大きなリスクだからだ。特
に、ベラルーシの動きは反露・親欧米的な要素がなかったことから、ロシアが影響圏を喪
失する可能性も低く、リスクを犯す必要はなかった。第二に、プーチン大統領がルカシェ
ンコをもはや見限っているということがある。ロシアにとっては、ルカシェンコに代わる
親露的かつ国民を統合できる指導者がいるならば、そちらを支援したいのが本音だが、そ
のような人物がいないというのが実情である。第三に、抗議行動が長期化していると言っ
ても、ベラルーシ政権が転覆される可能性が著しく低かったということも大きい。国民の
抗議行動が行われる際、それに軍部や警察が加わると、政権転覆につながるケースが極め
て高いが、ベラルーシの場合は、現在に至るまで、政権が軍及び警察をしっかり掌握して
いる。第四に、ベラルーシの抗議行動がロシアに波及する様子が見られないことも大きい
だろう。以上のことから、ロシアはベラルーシの抗議行動をあえて黙認しているといえ、
ベラルーシの抗議行動がロシアの求心力の低下によるものとはいえまい。逆に、ベラルー
シが政権維持のためにロシアへの依存度を高めるようになれば、事実上棚上げになってい
る「連合条約」での譲歩など、ベラルーシがロシアの属国的な状況に陥る可能性が高まり、
ロシアがむしろ旧ソ連圏に対する影響力を誇示できる展開にもなりうるのである。

（2）キルギス政変
キルギスでは 10月 4日に議会選挙が行われたが、与党の圧勝が発表されると、選挙が不
正に行われたとして、野党支持者による抗議行動が発生した。
デモ隊は、大統領府と議会議事堂を占拠して大統領辞任を要求し、汚職で 2019年 8月に
逮捕されていたアルマズベク・アタムバエフ前大統領を含む多数の政治犯を刑務所から解
放した（アタムバエフらは 10月 10日に再び拘束）。ソオロンバイ・ジェエンベコフ大統領
は 14日にサディル・ジャパロフを首相に任命し、15日に混乱を収拾できないことを理由
に辞任を表明した（任期［－ 2023年まで］前の辞任は同国初）結果、ジャパロフが首相兼
大統領代行に就任した。

10月 4日の議会選挙については、選挙管理委員会が 12月 20日にやり直し選挙を行うと
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発表したが、その後、延期が発表され、大統領選挙については 2021年 10月 10日に実施さ
れ、ジャパロフが当選した。

2020年の政変はキルギス独立以来、2005年、2010年に次ぐ 3度目の政変であり、相次
ぐ政変の背景には、根深い南北の地域対立があると通俗的には言われてきたが、実際の対
立構図は個人を核として細分化されていて、政治は数十人の有力政治家たちの力関係で動
いているという。同国に根深く存在する汚職の取締りもショーと化しているという 3。だが、
最初の 2度の政変では、都市での大量略奪や混乱、大量の流血の事態が生じ、ロシア軍が
安定回復・人道支援を行ったが、今回は混乱に至らなかったことは特筆に値する。
キルギスは中国の影響力を強く受けており、「債務の罠」の負債も多く抱えているが、か
なりの親露国でもあり、ロシア語の普及率が高いだけでなく、国民のロシアに対するシン
パシーもかなり強い 4。
今回の政変に関し、プーチン大統領は双方と連絡を取っており、情勢の早期安定を望む
と表明したものの、ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官がキルギスへの資金援
助の当面の見合わせを発表するなど、ロシア政府は情勢を見極めている状況である。ジャ
パロフは 10月 14日に、ロシアは重要な戦略パートナーで、軍事協定も見直さないとして、
対露関係重視の方針を示したが、キルギスは経済面などで中国やトルコへの依存を高めて
おり、ロシアがキルギスに対する消極的姿勢を長期化させれば、ロシアの影響力が低下す
る可能性もあるだろう。とは言え、本政変自体は、ロシアの影響力とは無関係で、キルギ
スの国内問題として考えるのが適当だろう。

（3）ナゴルノ・カラバフ紛争再燃
9月 27日には、アゼルバイジャンとアルメニアの間で「ナゴルノ・カラバフ紛争」5が
再燃した。「ナゴルノ・カラバフ」は、ソ連時代、アゼルバイジャン領内にありながら、ア
ルメニア系住民が多い自治州であった。ソ連末期のペレストロイカの渦の中で、アルメニ
アへの移管（やがて、分離独立）を求める運動が起こり、やがてアゼルバイジャン人・ア
ルメニア人間の民族浄化、そして武力紛争に発展した。
ソ連解体後はアゼルバイジャン、アルメニア両国間の全面戦争に発展したが、ロシアの
支援も得たアルメニアが勝利する形で、停戦が合意された。アルメニア系住民は、ナゴル
ノ・カラバフおよびその周辺地域を占拠した状態で、「ナゴルノ・カラバフ共和国」を宣言
し、未承認国家（国家の体裁を整えながらも、諸外国から国家承認を得られていない自称
国家）として最近まで事実上の独立を維持してきた。その間、OSCEミンスクグループ（共
同議長国は、露・仏・米）が和平の調停を担ってきたが、和平交渉は停滞し、当地では小
競り合いが絶えず、2016年には 4日間戦争という比較的大きな戦闘も起きた。
そのような中で起きたのが、2020年の第二次ナゴルノ・カラバフ紛争 6である。
アゼルバイジャンが先制攻撃を仕掛けたと考えられているが、その背景として 6つのポ
イントを指摘できる。第一に、新型コロナウイルス問題で社会不安が起きていたこと、第
二にアゼルバイジャンが 2018年の政変でアルメニアの最高権力者に就任したニコル・パシ
ニャン首相に対する鬱積を募らせていたこと、第三に兄国・トルコが軍事面も含む全面的
支援を行ったこと、第四にベラルーシの抗議行動（アゼルバイジャンも権威主義国家であ
るため、抗議の波及を危惧）、第五に欧米社会が新型コロナウイルス問題や米国大統領選挙
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で混乱する中で戦闘に干渉することがないという判断があったことが挙げられる。そして、
最後にロシアの求心力低下に加え、ロシアもパシニャン首相に不信感を持っていること、
またアゼルバイジャンの国際的地位向上によって、ロシアの参戦がないと判断したことが
あろう。
戦闘はアゼルバイジャンがイスラエル製やトルコ製の最新鋭の軍用無人機（UAV）を
効果的に用い、サイバー戦・情報戦なども用いた「現代戦」を、トルコのアドバイスや
NATOの戦闘方法の研究などで培った優れた戦術により圧倒的優位で進めた。途中、ロシ
アが 2度、米国が 1度仲介した人道的停戦が瞬時に破綻したことは、ロシアの影響力低下
を印象付けることとなった。
だが、11月 10日にロシアの仲介により完全な停戦が成立した。この背景には、アゼル
バイジャンが要衝のシュシャを陥落させたこと、また 9日のアゼルバイジャン軍によるロ
シアの軍用ヘリコプター誤射事件が停戦受諾の取引材料にされたことがあると考えられて
いる。
この停戦により、アルメニアはそれまで占拠していた緩衝地帯の全てとナゴルノ・カラ
バフの約 4割をアゼルバイジャンに返還し、残ったナゴルノ・カラバフ領にロシアの平和
維持部隊が展開することとなった。また、アルメニア側がアルメニア本土とナゴルノ・カ
ラバフの州都ステパナケルトを結ぶ輸送を、アゼルバイジャン領を経由して得られるのと
引き換えに、アゼルバイジャンはアルメニア領を通過する形で、アゼルバイジャン本土と
飛地のナヒチェヴァンを結ぶ輸送路（露 FSBが平和維持を行う）を獲得できることになっ
た。後者については鉄道敷設も計画されており、トルコがアゼルバイジャン本土のみなら
ず、カスピ海を経由して陸路で中央アジアにまでつながることを意味する。
また、アゼルバイジャンの圧勝によりトルコの UAVの世界における評価が極めて高まり、
ロシアと緊張関係にあるウクライナがクリミアや東部の奪還を目論み、UAV購入にとどま
らず、トルコとの軍事協力を深化させるようになった。今後、トルコの旧ソ連における影
響力拡大が予想される。
とはいえ、ロシアは今回の紛争で、最終的には停戦を主導し、紛争の仲介役としての欧
米の面目をつぶし、南コーカサスにおける欧米の影響力を著しく低下させることができた。
また、旧ソ連の未承認国家では唯一影響力を及ぼせていなかったナゴルノ・カラバフに、
また言い換えれば本来は国内法により外国軍の駐留を禁じているアゼルバイジャンに、駐
軍できるようになったこともロシアの存在感を高めることになるだろう。だが、他方で、
アルメニアの敗北の要因として同国の防空システムが破壊されたことがあるが、それがロ
シア製であったこと、またロシアがアルメニアを事実上見放し、集団防衛の義務を果たさ
なかったことは、ロシアの軍事的立場を貶めることになった。加えて、平和維持軍の展開
にかかるコストが、ベネフィットに見合うのかという議論もある。
全体的に、本紛争はロシアにとってプラス・マイナスの両方の意味があったが、トルコ
の影響力拡大は確実だと考えられ、今後のロシア・トルコの両国関係や双方の動きが気に
なるところである。

（4）モルドヴァでの親欧米大統領誕生
また、モルドヴァでは 11月 15日に、大統領選挙の決選投票が行われ、親欧米・親ルー
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マニアの野党候補であったマイア・サンドゥが、親露派の現職イゴル・ドドンを破って初
当選した。彼女は同国で初の女性大統領となる。
モルドヴァは親欧米路線をとり、EU加盟を目指してきたが、ウクライナ、ジョージアと
は異なり、ロシアが特に厭忌する NATO加盟を指向したことはない。だが、モルドヴァに
はロシアが支援し、軍基地も置いている「沿ドニエストル」という未承認国家の問題があり、
ロシアとは常に微妙な関係であった。
独立後のモルドヴァは汚職が蔓延り、国内の政治闘争も深刻で大統領不在の時期も長く、
政治が不安定な時期が多かった。2019年 2月の議会選挙後も、過半数に達した政党はなく
連立協議は難航し、また、憲法が定める議会選挙後の組閣準備期間の解釈をめぐって連立
政権と憲法裁判所が対立した結果、ドドンが任命した首相と、憲法裁判所が任命した大統
領代行が並び立つ混乱が続いた。なお、憲法上の規定により、首相と議会が国政運営の実
質的な権限を握り、大統領権限は弱い。それでも政治のねじれは、同国の国政を停滞させ
てきた。
そのような背景において、親欧米路線のサンドゥが親露派のドドンを破ったことは、ロ
シアの旧ソ連諸国における影響力低下によるものだとする分析が目立った。
プーチンが 11月 16日に祝電を送るなど、ロシアはサンドゥに融和的な姿勢を見せたも
のの、サンドゥは同月末に沿ドニエストルに駐留するロシア軍は撤退すべきだと述べる
など、ロシアに敵対的な態度をとった。また、サンドゥはドドン政権下のモルドヴァが、 
2018年にロシアが主導する「ユーラシア経済連合」のオブザーバー参加国の資格を得たこ
とについても合法的な手続きの有無の確認を含めた同連合との関係の見直しを示唆した。
このような流れを見ると、ロシアがモルドヴァにおける影響力を喪失したかのように見
えるかもしれないが、その見方は単純すぎると考える。まず、ロシアはドドンの再選を支
援しなかったどころか、見放したという現実がある。支援する候補を当選させるためなら、
ロシアは外国の選挙時にありとあらゆる手段をとってきたが、ドドンに対してはそのよう
な行動を起こさなかった。実際、ロシアは次第にドドンから距離を取るようになり、最近
はドドンの要求・希望を受け入れない傾向にあった 7。つまり、ドドンの敗北はロシアにとっ
ては既定路線だといえ、それはロシアの敗北を意味しないだろう。

むすびに代えて
以上、論じてきたように、2020年のロシア外交は多様な評価ができると考える。
まず、時期は 3月末までと短期に限定されるものの「コロナ外交」は一定の成果を残し
たと言える。そして、「ワクチン外交」は、2021年に大きな成果をもたらす可能性がある
といえるだろう。
次に、欧米との関係は特にナヴァルヌイ暗殺未遂事件やサイバー攻撃・サイバー諜報に
より極めて悪化したが、ロシアの脅威認識を世界に広く浸透させたことは間違いない。だ
が、米国がバイデン政権になり、対露政策がより厳しくなることを考えれば、2020年のロ
シアの行動が、今後の世界におけるロシアの立場をさらに苦しいものにする可能性がある
ことには留意すべきである。
最後に、旧ソ連で相次いだ混乱については、ロシアの影響力の低下が背景にある事例も
間違いなくある一方、ロシアがあえて突き放した事例もあれば、最終的にロシアの影響力
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を見せつけた事例もあったといえ、様々な事例を用いた今後のさらなる分析が必要である
と考えている。旧ソ連における近年の中国の影響力の拡大や今後さらに影響力を増すと思
われるトルコの動きなども総合的に判断する必要があるだろう。

2021年もウイズ・コロナ、そして米国バイデン政権の誕生など、新たな要素の中で、ロ
シアの外交も様々な変容を迫られることと思う。2020年との連続性にも注目しながら、今
後の動きを注意深く検討し続けるべきだろう。

―注―

1 ロシアのハイブリッド戦争およびサイバー攻撃については、拙著『ハイブリッド戦争：ロシアの新し
い国家戦略』講談社現代新書、2021年 2月刊行、を参照されたい。

2 旧ソ連の混乱とロシアの関係については、拙稿「ロシア周辺諸国の混乱：ロシアの求心力は低下した
のか」『治安フォーラム』2021年 3月号を参照されたい。

3 宇山智彦「人民の要求か、裏切られた革命か　― クルグズスタン (キルギス )の 2020 年政変―」（スラブ・
ユーラシア研究センターウェブサイト［http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/center/essay/20201030.pdf］）。

4 拙稿「中国「一帯一路」の影響：キルギスの事例から」『国際情勢』第 90号（2020年 3月）を参照されたい。
5 本紛争のソ連時代からの経緯、今回の再燃の概略については、拙稿「ナゴルノ・カラバフ紛争　再燃
の構図」『外交』Vol.64（Nov./Dec. 2020）を参照されたい。

6 第二次ナゴルノ・カラバフ紛争という呼称は、一般化されているわけではないが、ソ連末期－ソ連解
体直後の紛争と便宜的に区別するために、2020年に勃発した戦闘を第二次としたい。

7 Vladimir Socor, “Moldova’s Presidential Election: Geopolitics Take a Back Seat for Now,” Eurasia Daily 
Monitor, Vol.17, Issue.152 (2020).
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第 8章　 2020年の露中関係
―「一帯一路」と中印国境紛争をめぐって―

熊倉　潤

はじめに
2020年は新型コロナウイルス感染症の流行によって、市民生活から国際情勢に至るまで
巨大な変化が生じた一年であった。世界各国が感染症に翻弄されるなかで、一足早く封じ
込めに成功した中国が、国際的な影響力をいっそう強めている。中国の影響力拡大、さら
には大国化に伴い、ロシアが近い将来、中国の「衛星国」と化す可能性も指摘されている 1。
しかし現下の露中関係、とりわけ政治的なパワー・バランスを見たときに、ロシアが中
国の「衛星国」に直ちに成り下がろうとしているとは言い難い。むしろ注目されるのは、
経済的な非対称性にもかかわらず、政治的にはロシアが中国になかなか呑み込まれようと
しないことである。国際社会において、民主、人権などの問題で中国と共同歩調をとるこ
とが多いロシアだが、いくつかの点では独立した立場を見せることがある。
ここでは「一帯一路」構想と中印国境紛争をめぐる点を中心に考えてみたい。中国の主
導する「一帯一路」に対し、ロシアはこれまでどおり友好的、協力的な姿勢を示しつつ、
実際には独立した、対等な立場を崩さないでいる。2020年に再燃した中印国境紛争に関し
ては、ロシアは中国を一方的に支持せず、中立的な見地から調停役を果たしている。もっ
とも、そうしたロシアの姿勢にはリスクもあろう。本報告書ではこれらの点について、若
干の検討を加えたい 2。

1．「一帯一路」をめぐって
2020年 6月 18日、中国が主催する「一帯一路」国際協力ハイレベル会議（オンライン）
が開かれた。このとき 24カ国の外相らが参加したにもかかわらず、ロシアのセルゲイ・ラ
ブロフ（Sergey Lavrov）外相が出席しなかったことが注目された。ラブロフ外相の欠席は、
「一帯一路」に対するロシアの不満の表れであるとの臆測も一部でなされている 3。もっとも、
外相の欠席はセルビア訪問によるものであり、また会議に書面でメッセージを寄せてもい
ることから、従来のロシアの姿勢にどれほどの変化が生じたと言えるかは、全体の動向を
踏まえて考える必要があろう。
これまでロシアは、いわゆる「露中蜜月」を演出し、「一帯一路」に対しても、友好的、
協力的な姿勢を示してきた。このことは露中首脳会談におけるプーチン大統領の発言等か
ら直接に窺われる。こうした態度の背景には、中国からの投資を呼び込む経済的狙いの他
に、かつての中ソ対立の経験から中国との対立を避けたい心理がはたらいていること、ま
た「露中蜜月」を演出することで米欧を牽制する政治的狙いなどもある。
一方、露中両国の間には熾烈な主導権争いがあり、「一帯一路」をめぐっても認識のギャッ
プがあることは、これまでの研究から明らかにされている。中国では一般に、ロシアが「一
帯一路」の沿線国であることは自明のものとされている。しかし、ロシアの国際政治専門
家からしばしば聞かれるのは、ロシアは「一帯一路」の一部でないという認識であり、ロ
シアは独立した立場から、ロシアの利益に適う範囲で、中国のグローバルな活動を支援し
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ているに過ぎないという見方である。これは中国の認識よりも露中間の距離を感じさせる
という意味で、無視できないものがある。
こうした認識のギャップは、両国が 2015年 5月の首脳会談時に発表された共同声明以来、
中国の「シルクロード経済ベルト」とロシアが率いる「ユーラシア経済同盟」（EAEU）が
「接合」ないし「連携」（中国語：対接、ロシア語：сопряжение）するという公式見解をとっ
ていることに由来する 4。ひと口に「接合」「連携」といっても、何をもって「接合」「連携」
とするかについて、異なる解釈がありうるからである。この公式見解はその後も基本的に
維持されており 5、ロシアは中国主導の構想に対する独立性、そして両国の対等性を、少
なくとも公式見解の上では確保していることになる。
他方、中国からみた場合、中国はロシアとの政治的関係を相当慎重に扱う姿勢を示して
いる。中国主導の構想に対するロシアの独立性、また両国の対等性は、その文脈で尊重さ
れている。2020年は世界各地で、中国の外交官による好戦的なレトリックで知られる「戦
狼外交」が話題を呼んだが、これとロシアはまるで無縁であった。ロシアが経済制裁に喘
いだ 2014年にしばしば聞かれた、「一帯一路」を通じて今後中国がロシアを援助するという、
やや恩着せがましい論調も、最近はさほど表に現れなくなった 6。
中国はまた、2020年春に新型コロナウイルス感染症の世界的拡大を受けて、「一帯一路」
構想と各種医療物資の提供をリンクさせ、「健康シルクロード」という概念を打ち出した。
感染拡大の初期においては、ロシアが中国への支援を行ったが、その後中国で感染が抑え
込まれ、逆にロシアにおいて感染が広まると、中国が支援する側に転じ、医療物資、診療
の経験の提供を開始した。3月には、中国の富豪ジャック・マーこと馬雲がマスクや新型
コロナウイルス検査キットをロシアに寄贈したという「美談」も話題を呼んだ 7。
しかし、こうした支援の動きは国家間関係に直接つながるものではない。ワクチン開発
の面では、ロシアは自国製ワクチンのスプートニク Vの開発を進めてきた。ロシアは医療
分野での援助国として一日の長があり、ある面では中国の協力相手であっても、また別の
面では競争相手でもあることから、直ちに一方的な被援助国に成り下がるとは考えにくい。
冒頭で言及した 2020年 6月 18日の「一帯一路」国際協力ハイレベル会議では、中国がワ
クチンの供給を含め、新型コロナウイルス対策の面で各国に支援及び協力策を打ち出した
が 8、そこにラブロフ外相が出席していなかったことは示唆的である。
「一帯一路」に関して、ロシアにとってむしろ問題となるのは、この数年で中国が、「一
帯一路」関連プロジェクトの採算性、また質の向上をいっそう重視するようになったこと
である。この傾向は、2017年以降顕著になり、2020年にはかなり定着している。ロシア関
連のプロジェクトも見直しの例外でなく、2020年に過去最多本数を更新した「中欧班列」
なども、今後は採算性がいっそう厳しく問われると予想される 9。その意味ではロシアは、
中国主導の「一帯一路」に呑み込まれる危険性は別として、中国に後退されるリスクに直
面しているとも言えよう。

2．中印国境紛争をめぐって
2020年 6月中旬、中印両軍が国境付近の係争地で衝突し、45年ぶりに死者が出る事態と
なった。紛争の再燃を受けて、調停に乗り出したのがロシアである。早くも同月 23日には、
ロシアのラブロフ外相が主催して、インド、中国の外相との間で電話協議を開催した。協



第 8章　2020年の露中関係

̶ 81 ̶

議後にラブロフ外相は、3カ国の国防当局による協議を年内に開く見通しを述べていたと
ころ 10、実際にそのとおりになった。
衝突から 2カ月が過ぎた 9月 4日、上海協力機構の関連会議に出席するためにモスクワ
を訪問した中印両国の国防相が、紛争後はじめて顔を合わせ、会談を行った。10日には、
露中印外相会談が同じくモスクワで開催された。会談は「双方の国境部隊は対話を続け、
早期に撤退して距離を保ち、緊張を緩和すべきだ」という認識で一致した 11。
このようにロシアが中印紛争の調停役を果たしたことは注目に値する。その前提として、
ロシアが中印両国に対し中立性、等距離性を保ってきたことが挙げられる。換言すれば、
ロシアは中国との友好を維持しつつも、中印紛争に際して一方的に中国の側に立たなかっ
たということである。
従来、プーチン政権は上海協力機構へのインドの加入を支持するなど、インドとも良好
な関係を培ってきた。歴史的経緯をたどれば、露印関係は 1990年代に低迷したが、ソ連時
代は概して友好関係を構築していた。1950年代末以降、ソ連は中印国境の問題に対し中立
的立場をとり、社会主義の兄弟国であった中国の側に立たず、インドに理解を示した。こ
のことが、中ソ対立を激化させる一因となった経緯もある。
近年でも、中国が近隣諸国と抱える問題に対し、ロシアが中立的態度をとることは、南
シナ海問題などで見られた。もっとも、2020年に再燃した中印紛争に対し、ロシアは傍観
者的な立場をとるだけでなく、さらに一歩進んで調停役を担った。これは上述の中ソ関係
悪化の経緯を彷彿させるものであり、その意味では相当踏み込んだ対応でもあった。こう
した対応に出た背景には、露印関係がロシアの戦略にとって重要であることはもちろん、
国際社会における調停者としてのプレゼンスを強めることで、中国に対するバランスをと
る狙いがあったと考えられる。
もちろん今回の一件をもって、ロシアが今後も、ユーラシア国際政治の舞台で調停役と
して存在感を高めるとの保証はない。中印間にも対話があり、また一方でインドはアメリ
カとの関係を重視している。インド国内にはロシアに対し複雑な見方があり、友好一色と
は言えない 12。露印間の経済的つながりは露中間のそれに比べ遥かに小さいこともあり、
露印関係を過大評価することはできない。

まとめ
最後に改めて 2020年の情勢を概観したい。この 1年で、プーチン政権をとりまく政治
的状況は概して厳しさを増したと見られる。内政面での支持率低下はもちろん、外政面で
も旧ソ連諸国における一連の政情不安が深刻なリスクとなった。西側との関係では、野党
政治家アレクセイ・ナヴァリヌィ（Alexei Navalny）の毒殺未遂事件に対し、非難が強まっ
たことなどもあり、関係改善の見通しは直ちに立ちそうにない。対米関係ではトランプ大
統領再選の可能性がなくなり、バイデン新大統領はロシアに対し厳しい見方をとっている
とされることから、関係好転の兆しは見えない。他方、対中関係では、これまで頻繁に行
われてきた首脳会談が、新型コロナウイルス感染症拡大以来、電話会談に形を変えたが、
2020年末までに 5回行われ、両国の連携が絶えず確認されている。こうした状況は、一部
で指摘されるように、ロシアが中国の「衛星国」と化す日が近づきつつあるとの説を間接
的に補強するかのようである。
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しかし、露中関係はそれ自体の進展を見る限り、目下のところ大きな変動を来していない。
ロシアは依然として国際社会において中国と共同歩調をとり、中国の理解者として振る舞
い、「露中蜜月」の演出に努めているが、その実、あくまで独立した立場を維持し、また中
印間の調停役として存在感を高めている。つまりロシアは、中国を利用し続ける一方、露
中印三国のバランスを確保することで、大国化する中国に呑み込まれずに、多極世界の一
角を占め続けようとしている。そうしたロシアの取り組みが功を奏するか、今後の動向を
注視する必要がある。

附表：習近平国家主席就任以来の露中関係 13

2013年 3月 14日 習近平、中国国家主席就任
3月 22日 習訪露、習・プーチン間としては初の首脳会談
3月 27日 BRICs・サミット（南アフリカ）
9月 5日 G20サミット、習訪露
9月 7日 習、カザフスタンにおいて「シルクロード経済ベルト」を提唱
9月 13日 上海協力機構サミット（キルギス）
10月 7日 APEC首脳会議（インドネシア）

2014年 2月 6日 ソチ・オリンピック、習訪露
5月 20日 露中首脳、「露中全面的戦略協力パートナーシップ新段階の共同声明」

署名・発表
7月 14日 BRICs・サミット（ブラジル）
9月 11日 上海協力機構サミット（タジキスタン）、露中蒙首脳会談。習、「露中蒙

経済回廊」を提案し 3国首脳が合意
10月 モスクワ・カザン間「高速鉄道協力覚書」共同署名
11月 10日 APEC首脳会議（中国）、プーチン訪中
12月 20日 王毅「露側が必要であれば、我々は可能な限り必要な協力を提供する」

と発言
2015年 5月 8日 習訪露、「シルクロード経済ベルト」とユーラシア経済同盟の「接合」

の共同声明。9日、赤の広場で戦勝記念軍事パレード
6月 18日 張高麗訪露、「モスクワ・カザン高速鉄道プロジェクト調査設計契約」

締結
7月 8日 BRICs・サミット、習訪露。9-10日、上海協力機構サミット（ロシア）。9日、

露中蒙首脳会談、露中蒙三国協力のロードマップと備忘録等に署名
9月 3日 プーチン訪中、北京で閲兵式に参加

2016年 6月 23日 上海協力機構サミット（ウズベキスタン）、露中蒙首脳会談、「露中蒙経
済回廊建設の計画綱要」に署名（同綱要は同年 9月 13日に国家發改委
が公表）

6月 25日 プーチン訪中
10月 15日 BRICs・サミット（インド）
11月 19日 APEC首脳会議（ペルー）
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2017年 5月 14日 第 1回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラム（北京）、プーチン訪中、
インド欠席

6月 8日 上海協力機構サミット（カザフスタン）、インド、パキスタンの上海協
力機構加盟

7月 4日 習訪露、「氷上のシルクロード」を提唱
9月 3日 BRICs・サミット（中国）
10月 中国共産党第 19回全国代表大会
11月 10日 APEC首脳会議（ベトナム）
11月 29日 李克強訪露、プーチンと会談

2018年 1月 26日 中国、北極海航路「氷上シルクロード」建設に向けた白書「中国の北極
政策」を発表

5月 17日 中国・ユーラシア経済同盟（EAEU）経済貿易協力協定締結
6月 9日 上海協力機構サミット（中国）
7月 26日 BRICs・サミット（南アフリカ）
7月 29日 ロシア『独立新聞』、中国企業の進出が中央アジアで中国脅威論を引き

起こしているとの報道
9月 11日 ロシア東方経済フォーラム、習訪露。ロシア連邦史上最大規模となるロ

シア軍秋季大演習「ヴォストーク 2018」開始、中国軍も参加
11月 30日 G20サミット（アルゼンチン）

2019年 4月 26日 プーチン訪中。27日、第 2回「一帯一路」ハイレベルフォーラム（北京）、
インド欠席

6月 5日 国交樹立 70周年を記念し、習訪露、「中露新時代全面的戦略協力パート
ナーシップ」の表明

6月 13日 習キルギス訪問、「中国・キルギスの全面的戦略パートナーシップ関係
の更なる深化に関する連合声明」発表。14日、上海協力機構サミット（キ
ルギス）、露中蒙首脳会談

6月 28日 G20サミット（日本）、露中印首脳会談
11月 13日 BRICs・サミット（ブラジル）
12月 2日 「シベリアの力」による中国へのガス供給、運用開始

2020年 1月 31日 ロシア、中国との陸上国境を通行制限
3月 19日 2020年 1回目の露中首脳電話会談、感染症対策における相互支持を確認
4月 8日 中国、ロシアとの陸上国境を閉鎖
4月 16日 2回目の露中首脳電話会談、経験の共有、医療物資購入の面での協力を

確認
5月 8日 3回目の露中首脳電話会談、感染症問題における中国批判への反対を確

認
6月 18日 「一帯一路」国際協力ハイレベル会議（オンライン）、ラブロフ外相欠席
6月 23日 中印間の武力衝突を受けて、露中印外相電話協議
7月 8日 4回目の露中首脳電話会談。プーチン、香港国家安全維持法へ支持を表

明
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9月 4日 ロシアの仲介による中印国防相会談、10日、露中印外相会談（ロシア）
11月 10日 上海協力機構サミット（ロシア、オンライン）
11月 17日 BRICs・サミット（ロシア、オンライン）
11月 21日 G20サミット（サウジアラビア、オンライン）
12月 28日 5回目の露中首脳電話会談、バイデン政権発足を見据えて連携確認

―注―

1 こうした「衛星国」化に関する言説の例として、カーネギー財団モスクワセンターのシニアフェロー
であるアレクサンドル・ガブエフ（Alexander Gabuev）の議論が知られる。その要点を日本語でまとめ
たものとして下記のインタビュー記事がある。池田元博「ロシア、中国の衛星国化も　アレクサンドル・
ガブエフ氏」『日本経済新聞』、2020年 12月 10日 <https://www.nikkei.com/article/DGXKZO67155220Z01
C20A2TCT000/>2021年 1月 20日アクセス。

2 本報告書は、日本国際問題研究所ホームページに掲載された研究レポート「2020年の露中関係：『一
帯一路』と中印国境紛争に対するロシアの姿勢を中心に」「大国間競争時代のロシア」研究会 第 4号
に加筆したものである。

3 Ankur Shah, “Russia Loosens Its Belt,” Foreign Policy, July 16, 2020. <https://foreignpolicy.com/2020/07/16/
russia-china-belt-and-road-initiative/ >, accessed on January 20, 2021.

4 2015年 5月の首脳会談と「一帯一路」をめぐる両国間の公式見解に関しては、以下の拙稿に掲載した
表 4-1と本文を参照されたい。「中ロ蜜月の主導権――『一帯一路』構想と新疆問題のもたらす影響」
松本はる香編『〈米中新冷戦〉と中国外交――北東アジアのパワーポリティクス』（白水社、2020年）
144-146頁。

5 最近では 2020年 12月 28日の露中首脳電話会談関連報道に、「一帯一路」と「ユーラシア経済同盟」
の接合という表現が見られる。「習近平同俄羅斯総統普京通電話」新華網、2020年 12月 28日 <http://
www.xinhuanet.com/politics/2020-12/28/c_1126918563.htm>2021年 1月 20日アクセス。

6 たとえば王毅外相は 2014年 12月、「ロシア側が必要であれば、我々は可能な限り必要な協力を提供する」
と発言したとされる。王毅外相の発言に関しては、「外交部長王毅：在力所能及範囲内助俄度困」人民
網、2014年 12月 21日 <http://pic.people.com.cn/n/2014/1221/c1016-26246592.html>2021年 1月 20日アク
セス。あわせて拙稿「中ロ蜜月の主導権」142頁参照。

7 “Russia thanks 'real friend' Jack Ma for gift of a million masks,” Reuters, March 27, 2020. <https://www.reuters.
com/article/us-health-coronavirus-russia-china/russia-thanks-real-friend-jack-ma-for-gift-of-a-million-masks-
idUSKBN21D2TA>, accessed on January 20, 2021.

8 中華人民共和国外交部「“一帯一路 ”国際合作高級別視頻会議連合声明」2020年 6月 19日 <https://
www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1790078.shtml>2021年 1月 20日アクセス。

9 服部倫卓「一帯一路の沿線国としてのロシア・ユーラシア諸国の経済的利害―鉄道部門を中心に―」『ロ
シア・東欧研究』第 48号、2019年、31頁。

10 Министерство иностранных дел Российской Федерации, “Выступление и ответы на вопросы СМИ 
Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам 
видеоконференции министров иностранных дел России, Индии и Китая, Москва, 23 июня 2020 года,” 23 
июня 2020 года. <https://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/
content/id/4171520>, accessed on January 20, 2021.

11 一連の経緯に関しては、Artyom Lukin, “How Russia emerged as key mediator in the China–India dispute,” 
Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacifi c, October 23, 2020. <https://www.eastasiaforum.
org/2020/10/23/how-russia-emerged-as-key-mediator-in-the-china-india-dispute/>, accessed on January 20, 2021.

12 インド国内の対露世論に関して、参考になる最近の論考として、Rajeswari Pillai Rajagopalan, “India-Russia 
Relations Face More Trouble,” The Diplomat, December 31, 2020. <https://thediplomat.com/2020/12/india-
russia-relations-face-more-trouble/>, accessed on January 20, 2021.

13 2013年から 2019年までの部分は、拙稿「中ロ蜜月の主導権」144-145頁の表 4-1をもとに作成。
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第 9章　新 START延長後の軍事力整備

岡田　美保

はじめに
2011年 2月 5日に発効した「戦略攻撃兵器の一層の削減及び制限のための措置に関する
米国及びロシア連邦の間の条約」（以下、「新 START」）については、条約の期限延長に関
する米ロ間の協議が難航していた。新 STARTは、第 4条第 2項において、両国の合意に
よる 5年以内の延長を規定しているが、合意が成立しない場合には、2021年 2月 5日に 10
年の有効期間の満了により失効する運びとなっていた。ところが、2021年 1月 20日に就
任したばかりのバイデン（Joseph R. Biden）米国大統領が、翌 21日に延長方針を明らかに
したことで、事態は急展開を遂げた。1月 26日にバイデン大統領とプーチン（Vladimir V. 
Putin）大統領との電話会談が行われ、新 START延長の合意が成立すると、ロシアはかつ
てない速さで延長法案を可決（連邦議会両院を 27日のうちに通過）、成立させた（プーチ
ン大統領が 29日に署名）。米国では、延長は議会の承認を要せず成立、2月 3日、米ロ両
国政府は、新 STARTを 5年間延長させる旨の声明を発表した。これにより、新 STARTの
数的上限に関する規定や検証メカニズムが、2026年 2月 5日まで有効に機能し続ける法的
基盤が確保されたことになる。
以下では、新 START延長問題の経緯、延長の意義、延長後の軍事力整備課題について概
観した上で、今後の見通しを述べる。

1．新 START延長問題の経緯
2014年 7月、米国政府が「中射程及び短射程ミサイルを廃棄するアメリカ合衆国とソビ
エト社会主義共和国連邦の間の条約」（1987年12月8日署名、1988年6月1日発効、以下、「INF
条約」）上の義務にロシアが違反しているとの、かねてより存在していた疑惑を公的に提起
して以降、新 STARTの後継条約交渉の先行きを見通すことは困難となった。ロシアの違反
疑惑が解消されないまま、米国は、2019年 2月 2日に INF条約からの離脱と履行停止を表
明し、規定に沿って 8月 2日に INF条約が終了することとなった。
トランプ（Donald J. Trump）政権は、新 STARTについて、ロシアに対して一方的に有利
である、戦術核兵器やロシアの新型運搬システムが規制対象となっていない、などとして
もとより批判的であり、延長にも消極的な姿勢をとっていた。そして、ロシアと二国間の、
しかも一部の核兵器ないし特定の射程のミサイルのみを対象とするアプローチは有効では
ないとして、中国の参加を要求した。このような要求の背景には、核軍備管理への参加に
否定的な中国の参加を要求することで、新 STARTの拘束を回避する狙いもあったと考えら
れる。
その後、米ロ間では、延長期間の短縮、延長に際しての査察の範囲と対象の拡大、延長
の前提となる枠組み合意の是非、規制対象とする核兵器の範囲と凍結の可否、中国参加に
対するスタンス等をめぐって議論が続けられた。米国は、新 START延長の前提条件として、
将来的な核軍備管理の枠組みに関する共同声明方式を提案するとともに、新 STARTの査
察システムを、生産施設への現地査察を含むより介入的なものとすること、ロシアが核兵
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器及びミサイルの制限に中国を加えることに公的に同意することなどを求めた。ロシアは、
そのような法的拘束性のない枠組み合意は、戦略的安定性の強化というロシアの要求に応
えるものではない、米ロ間の信頼関係が低下している状況においてそのような介入的な査
察を受け入れることはできない、中国の参加に反対はしないが参加するよう圧力をかける
立場にもない、としてこれを拒否したのである 1。
他方、ロシアは、米国が批判している新型運搬システムの配備が進んでいることを誇
示して米国との交渉を有利に進めようと試みた。11月 24から 26日にかけて行われた新
STARTに基づく査察の際、ロシアは、米国の査察官に対して初めて、新型の Avangard極
超音速滑空飛翔体（HGV）を配備に先立って視察させた。戦略ロケット軍の元参謀長によ
れば、これは「米国による条約延長に追加的な刺激を与えるもの」であった 2。だが米国は、
2020年に入ってからも、制限への中国の参加に関する要求を繰り返し、議論は収束しなかっ
た。米国がこの問題を提起し続けた背景には、中ロの分断を図る狙いもあったと見ること
ができるが、ロシアの姿勢は、中国への圧力行使を拒否する点では一貫していた。
ロシアは、新 STARTをそのまま 5年間延長することを強く主張しつつも、延長期間の点
では譲歩する姿勢を見せ、2020年 11月 3日に実施される米国大統領選挙を目前に、延長
期間を 1年とすること、そして、米国が他の要求を持ち出さないことを条件に、すべての
核戦力の 1年間凍結に関する政治宣言に同意する、という大幅な譲歩を行った 3。しかし
ながら、選挙結果をめぐる混乱の中で、米国はこの提案を拒み、新 STARTの失効が懸念さ
れる状況となっていたのである。

2．延長の意義
新 STARTは、発効の 2011年 2月 5日から 7年以内に、現地査察を含む検証措置の下で、
米ロが配備する大陸間弾道ミサイル（ICBM）、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）及び戦
略爆撃機（以下、「戦略運搬手段」）の総数を 700基・機以下に、配備・非配備を合わせた
戦略運搬手段を 800基・機以下にすること、並びに配備 ICBM・SLBMに搭載される弾頭
及び配備戦略爆撃機に搭載される核弾頭（以下、「弾頭」）の総数を 1,550発以下にするこ
とを義務付けていた。弾頭数について、新 START発効後、最初に交換されたデータと、当
初の条約有効期間における最終数値である 2020年 9月時点のデータを比較すると、米国は
1,800発から 1,457発へ、ロシアは 1,537発から 1,447発に削減され（図：「新 START上の
米ロの核戦力の推移」参照）、一定期間内に条約の設定した上限以下に弾頭数を削減すると
いう意味での核軍縮は、小幅ながら進んだことになる。
むろん、今回実現したのは、あくまでも新 STARTの単なる延長であって、向こう 5年間
について「新 SATRTの上限を超える増加はない」ことを意味するに過ぎず、すでに達成さ
れた削減実績からのさらなる削減を保証するものではない。とはいえ、新 STARTの延長が
かろうじて実現したことは、核軍備管理体制が動揺する中で、軍備競争の急速な不安定化
を緩和する意味でも、また当座の予見可能性を確保する上でも重要である。
また、新 START延長は、核軍縮の領域においては久しぶりの、前向きな動きであ
る。2017年 7月 7日、「核兵器の禁止に関する条約（Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons）」が署名され、2021年 1月 22日に発効した。このことは、INF条約の失効に象
徴される、核兵器国による核軍縮義務履行の著しい停滞に対する非核兵器国（核兵器国の
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図：新START上の米ロの核戦力の推移

（出典：米国国務省 HP  “New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms of the United States 
and the Russian Federation, February 2011 – September 2020,” March 5 2021, <https://www.state.gov/new-start-
treaty-aggregate-numbers-of-strategic-offensive-arms-of-the-united-states-and-the-russian-federation-february-2011-
september-2020/＞より転記。）
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拡大抑止の下にある諸国を除く）の不満と不信の高まりを反映したものである。新 START
の失効が回避されたことは、核軍縮をめぐる国際社会の分断を緩和しないまでも、促進の
歯止めにはなるであろう。
他方で、新 STARTの延長による米ロ関係の改善効果は限定的なものに留まる。リャプコ
フ（Sergei A. Ryabkov）外務次官は、新 STARTの延長は、「ロシアの安全保障を確保しな
がら戦略的安定の問題を協議する時間を与えるもの」ではあるが、「米ロ関係を改善するも
のではない。多くの問題における深刻な懸隔によって米国との関係はすでに行き詰ってい
るからだ」と述べた 4。

3．新 START延長後の戦力整備
ロシアは、新 STARTの有効期間中に 2つの目標を達成しようとしていた。その第 1は、
旧式ミサイルの退役に伴う配備戦略核弾頭数の縮減を、新規装備の生産によって補い、数
的側面における米国とのおよその均衡を維持することにあった。戦略核戦力における近代
化装備の比率は、2019年末時点で 82%であり、2020年末時点には 86%となっている 5。
つまり、この目的はすでに概ね達成されており、5年間の延長によって達成率がさらに高
まることになる。2020年 11月 10日に行われた国防省拡大幹部会合の場で、プーチン大統
領は、戦略ロケット軍の部隊の約半数は、新型の Yarsを装備していること、SS-18の後継
ミサイルである Sarmatの開発実験が引き続き行われていること、戦略ミサイル原子力潜水
艦については、Borey級の改良型である Borey-A級の最初の 1隻が 2020年 6月 12日に就
役したことを特筆した 6。
ただし、この種の会合では、達成されたことが強調される一方、達成されなかったこと
には触れられない点に注意が必要である。Sarmatの開発に関しては、本来、最初の飛翔実
験を 2019年初頭に実施する計画であったものが 2020年末に先延ばしされていた 7。さら
に 2020年末、クリヴォルチコ（Aleksei Y. Krivoruchko）国防次官は、近いうちに最初の飛
翔実験が実施されると述べたが 8、依然として飛翔実験は行われていない。
戦略爆撃機については、Tu-160 2機の近代化改修については実施されたものの、計画さ
れていた 2機の新規生産・飛行試験は、コロナウイルス感染拡大の影響で延期されている 9。
また、Borey級戦略ミサイル原子力潜水艦については、2020年 6月に実現した改良型（4番艦）
の就役は、2019年末に予定されていたものであるし、5番艦以降の工程にも遅れが見られる。
第 2の目標は、戦略攻撃兵器と戦略防御兵器の相関関係や通常弾頭搭載の戦略攻撃兵器
など、新 STARTでは限定的にしか扱われなかった安全保障上の懸念事項に対処する戦力
整備を進めることであった。プーチン大統領は、2018年 3月 1日、教書演説で「米国によ
る対弾道ミサイル制限条約からの一方的な脱退に対抗するもの」だとして、6種の開発段
階の異なる戦略兵器体系を紹介していた 10。このうち、戦力化が最速で進められているの
は Avangardであり、2018年 12月 26日に発射実験が行われ、これを装備した最初の連隊
が 2019年 12月 27日に戦闘任務に就いている。Avangardは、最終的には Sarmatに搭載さ
れる計画であるが、配備を急ぐために、当面は既存の SS-19に搭載され運用されている。
また、プーチン大統領が紹介した兵器体系のうち、高速長距離潜航能力を持つとされる
原子力推進型の核魚雷 Poseidonを搭載する新型原子力潜水艦 Belgorod（Poseidon 6基を搭載
可能）については、2019年 4月に進水したものの、さらなる試験航行期間を要する状況と
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報じられており、計画されていた 2020年末までの海軍への引き渡しは行われていない 11。
2隻目の Khabarovskについても、2020年 6月に進水することが予定されていたが実現して
いない 12。短期的には、開発・実験・生産活動へのコロナの影響をどれだけ抑え、工程遅
延を回避できるかが、重要な政策課題となるであろう。
現時点においては、戦力整備の最優先課題は引き続き戦略核戦力にあるとされているが、
ロシア経済が低成長を続ける中、財政収入・国防費の大幅な伸びを期待することはできな
い状況である。各種の経済的制約がある中で、ロシアにとってどのくらいの国防費が適正
なのかという問題は、とりもなおさずロシアの国家としてのあり方、あるべき姿、軍事力
をどう位置付け、そこにどれだけの資源を投資するのかという問題である。だが、現時点
において、資源配分の前提となるべき国家像に関するコンセンサスが成立しているわけで
はない。資源依存度の高いロシア経済は、構造的に改革されるべきであるとし、付加価値
の高い産業の定着を図る欧米型の経済立国を志向する立場からは、諸外国との対立を避け、
連邦軍の規模も装備品も最小限に抑える方針が示されることになる 13。その一方で、ロシ
ア社会一般には、軍事力こそが自律的な主権国家、大国の基盤であるという価値観も根強
く存在しており、現状程度の負担は問題とならない、との声もある 14。
プーチン大統領は、2018年 3月の大統領選挙に際して、「もちろん、国防力強化に必要
な注意は払っていかなければならないが、軍拡競争には巻き込まれない」と述べ、国防費
の適正水準を維持していく方針を示していた 15。この発言は、ロシア政治指導部内において、
ウクライナ危機後の国際的な孤立や、対外強硬路線を続けることの経済的なリスクという
問題が、何らかの形で議論されていることを示唆している。さらに、2018年 7月に公布さ
れた年金受給開始年齢引き上げ措置に対する反対運動は、ロシア社会が、政府の提示する
資源配分に無批判であり続けるわけではないことを示唆するものであった。この反対運動
では、直接的に国防費と社会保障費とを結びつけた議論が展開されたわけではないが、予
想外に広汎で強い反対運動の展開を見たプーチン大統領が、自ら国民に呼びかけ、緩和策
を提示する事態に発展した。これと同時に国防省は、国防費の内訳の概要に関して説明す
る異例の報道発表を行った 16。また、大統領府も、国防費の規模・内容は，現在の国際情
勢に照らして適正であるとの声明を発した 17。政権の側から先に、国防費増額批判への予
防線を張ったのである。プーチン政権は、今後、少なくとも社会保障費を犠牲にして国防
費が増額されているという印象を回避していく必要に迫られている。
従って今後、何らかの要因によってロシア経済がマイナス成長に陥る場合、限られた資
源を軍事力整備計画の中でどのように配分していくかが課題となりうる。このようなケー
スでは、第 1に、新 START後の軍備管理を見据えたポジション強化という観点から、ミサ
イル防衛への対抗戦力と位置付けられている兵器体系の開発・生産への重点移行が起こり
うる。これらの兵器体系の生産・配備が一定程度進んでいることは、これを規制対象に加
えようとする米国との交渉で、有力な取引材料となるからである。
第 2には、抑止任務の維持・強化の観点から、精密誘導攻撃能力を中心とする通常戦力
整備への重点移行が、より明確になりうる。グルジア（ジョージア）戦争、ウクライナ
危機を経て、ロシアの核依存はそれまで以上に高まっていた。だが、シリア空爆を受け、
2017年 11月以降、使用可能な兵器体系への抑止任務付与の方針が示されるに至っている。
この方針への移行の過程が、どのくらいの速度でどの程度進行するか、またそれがどのよ
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うな形で軍事力整備に反映されるかは、ロシアによる武力行使を伴う地域紛争の発生状況
や、それをめぐる大国間関係、米中競争の動向に左右されながら決まっていくことになる
であろう。

おわりに
ブリンケン（Anthony J. Blinken）国務長官は 2月 3日、新 STARTの延長は、「軍備管理・
不拡散分野における米国のリーダーシップ回復に向けた第一歩」であると述べた 18。米国が、
軍備管理の問題においてリーダーシップを発揮する方針へ転換を図ることは歓迎されるこ
とである。だが、INF条約後、新 START後の軍備管理の在り方について、対象となる国及
び兵器体系を拡大した新しい枠組みへの移行を図ることの必要性では合意できても、関係
諸国の利害を収束させ、何らかの合意を形成することは、もとより極めて困難である。
米ロ二国間の枠組みが成立しえたのは、戦力組成に一定の対称性があり、双方が合意で
きるレベルの対等性や相互性を確保することが可能であったためでもある。対象国を米ロ
中の 3か国に絞る場合でも、3か国間の核戦力は非対称であり、いかなる状態を適切な、
あるべきバランスと捉えるのかについて、認識を共有すること自体にかなりの時間を要す
ることになる。他方で、この問題を先送りにしつつ、何らかの形で規制対象を限定しよう
にも、何をどのように規制するかの合意形成もまた容易ではない。新 START延長は、こう
した問題を議論する上でのタイムリミットを提示したに過ぎないのである。

※本稿は、2021年 3月 25日時点のものである
※本稿に述べられた見解は、執筆者個人のものであり、所属機関を代表するものではない。

付表：INF条約に関する違反疑惑表面化後の米ロ関係

年月日 事　　項

2014年 7月 31日 米国国務省、軍備管理・不拡散・軍縮遵守報告書で違反疑惑を提起

2015年 9月 30日 ロシア軍によるシリア空爆開始

2017年 1月 28日 トランプ大統領、プーチン大統領との初の電話会談で新 STARTにつ
いて、「それはアメリカよりもロシアに有利な、オバマ政権による悪
い合意の 1つだ」と発言

 2月 14日 違反疑惑が提示されているミサイルが配備されたと報じられる

 11月 10日 ロシア国防省高級幹部会合において、ゲラシモフ参謀総長が「精密誘
導兵器の整備と極超音速兵器の開発により、戦略抑止任務の付与を非
核戦力へ移行することが可能になる」と発言

2018年 2月 2日 米国国防総省、核態勢見直し（NPR）を公表

 2月 3日 ロシア外務省、NPRにおけるロシアの核使用原則の記述に関する反対
意見を表明

 2月 5日 新 START上の義務履行に関する共同声明

 3月 1日 プーチン大統領、教書演説でミサイル防衛に対抗する兵器体系を紹介

 3月 18日 ロシア大統領選挙
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 10月 18日 プーチン大統領、「ロシアは、ロシアに対する攻撃への反撃としての
み核兵器を使用する」と発言

 10月 21日 トランプ大統領、INF条約からの離脱の意向を表明

 10月 22-23日 ボルトン大統領補佐官訪ロ

 11月 21日 ロシア上院防衛・安全保障委員会、国家安全保障会議に対して非核戦
略兵器を始めとする新たな軍事技術の登場に対応し、核兵器の使用基
準を見直すべきであると要請

2019年 2月 2日 米国、INF条約からの脱退と履行停止を通告

 8月 2日 INF条約の終了

2020年 6月 2日 ロシア、「核抑止の分野における国家政策の基礎について」を公表

 10月 22日 ロシア、米国に新 START延長に関する譲歩案を提示

 10月 26日 ロシア、米国に INF条約に代わる配備・検証制度を提案

 11月 3日 米国大統領選挙

2021年 1月 20日 バイデン大統領就任

 1月 26日 米ロ両国、新 START延長で合意

―注―
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第 10章　 ロシアの核・非核エスカレーション抑止概念を巡る議論
の動向

小泉　悠

はじめに
本稿は、近年、ロシアの軍事戦略として注目を集める「エスカレーション抑止」概念に
ついての議論の動向をまとめた上で、筆者独自の分析を加えたものである。
「エスカレーション抑止」とは一般に、①進行中の紛争においてロシアが劣勢に陥った場
合、敵に対して限定された規模の核攻撃を行って戦闘の停止を強要する、②進行中の紛争
ないし勃発が予期される紛争に米国等の大国が関与してくることを阻止するために同様の
攻撃を行うものと理解されている。後述するように、このようなロシアの限定核使用戦略
は西側諸国の安全保障コミュニティにおいて 1990年代から懸念を呼んでいた概念であり、
2018年に公表された米国の『核態勢見直し』（NPR2018）でも一つの焦点となった。
他方、この概念をめぐっては、懐疑的な見方も根強く持たれている。そのような概念は
存在していても実際の核運用政策としては採用されていない、あるいはこうした概念を示
唆することで恐怖惹起を狙う心理戦であるという見方がそれである。今後、米国のバイデ
ン新政権下では核抑止のあり方についての議論が進むと思われるが、米国の拡大抑止に安
全保障の根幹を依存する我が国としても、ロシアの核戦略が実際にどのような構想の下に
組み立てられているのかを理解することは少なからぬ重要性を有すると言えよう。
そこで本稿ではまず、ロシアにおいて議論されてきた核兵器による「エスカレーション
抑止」概念について紹介した上で、以上のような懐疑論の妥当性について検証してみたい。
また、「エスカレーション抑止」概念は現在においても発展の過程にある。ここで重要な
役割を果たしているのが、精密誘導兵器（PGM）や極超音速兵器、レーザー兵器といった
新世代の軍事テクノロジーである。本稿の後半では、これらの要素を加味した非核「エス
カレーション抑止」概念についても紹介した上で、今後の研究課題を展望してみたい。

1．核兵器による「エスカレーション抑止」
（1）概要
まずは「エスカレーション抑止」とはいかなる概念であるのかについて改めて見ていこう。
前述のように、この概念は進行中の戦闘停止を敵に強要することと、未参戦国の参戦を阻
止することを念頭に置いたものとされている。したがって、「エスカレーション抑止」のた
めの核使用は、敵に対するダメージを最大化して戦闘を優位に進めることを目的としたも
のではなく、むしろ軍事行動の継続（または開始）によるデメリットが停止（または参戦
回避）によるメリットを上回ると判断する程度の「加減された損害（tailored-damage）」の
惹起を図る点に最大の特徴があるとされる 1。その具体的な実施形態については様々に想
定されるが、例えばロシアを代表する軍事評論家アレクサンドル・ゴリツの談話は一つの
参考となろう。2008年に実施された「スタビリノスチ 2008」演習に際して、同人は次のよ
うに述べている 2。
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「（前略）戦略的な性格を持つロシアの指揮・参謀部演習は、1999年頃から行われるよ
うになりました。現在まで、それらは全て一つのシナリオの下に行われています。侵
略者がロシアの同盟国かロシア自体を攻撃するという想定です。通常戦力は相対的に
劣勢であるため、我々は防勢に廻ります。そしてある時点で、我が戦略航空隊がまず、
核兵器によるデモンストレーション的な攻撃を仮想敵の人口希薄な地域に行います。
我が戦略爆撃機はこれを模擬するために、通常、英国近傍のフェロー諸島の辺りを飛
行しています。これでも侵略者を停めることができない場合には、訓練用戦略ミサイ
ルを 1発か 2発発射します。その後はこの世の終わりですから、計画しても無意味で
すね」

ゴリツの描く「エスカレーション抑止」型核使用に関して注目されるのは、デモンストレー
ション的な核使用（ほとんど被害が出ないように行われる核攻撃）と、それよりは大規模
だが依然として限定された核攻撃とが区別されている点であろう。米海軍系のシンクタン
ク、海軍分析センター（CNA）がロシアの膨大な軍事出版物の分析を通じて描き出してい
るように、ロシアの核戦略家たちの議論では「エスカレーション抑止」がこのように幾つ
かの段階を踏んで実施されると想定されることが多いためである。表 -1はその一例を示す
ものであるが、ここからは軍事力行使の決意に関するデモンストレーションからごく小規
模な核攻撃、さらには「適度な損害」の惹起までかなりの幅が想定されていることが読み
取れよう。

（2）懐疑論
前述した CNAの報告書や、これと同時に公表されたもう一本の報告書 3が明らかにして
いる通り、ロシア軍の内部で核兵器による「エスカレーション抑止」がかなりの長期間、
しかも活発に議論されてきたことは間違いない。
ロシアの国防政策コミュニティがこうしたオプションを考慮せざるを得なくなった背景
としては、1999年 4月に開始された NATOのユーゴスラヴィア空爆の影響が指摘できよう。
1991年の湾岸戦争を上回る密度で精密攻撃兵器の集中使用が行われたこの作戦は、地上軍
を投入することなくユーゴスラヴィアの継戦意思を挫き、戦略目標を達成した「非接触戦
争」であるとしてロシアの国防政策コミュニティに深いショックを与えた。ソ連崩壊によっ
て防空システムが壊滅状態に陥ったロシアがこのような攻撃を受けた場合、対処のしよう
がないという懸念が、「ある鮮明な、ありうべき将来シナリオのイメージ」として国防コミュ
ニティの中で広く共有されるようになったためである 4。2000年版『ロシア連邦軍事ドク
トリン』において、現代の軍事紛争の特徴として非直接的・非接触的手段の広範な活用が
指摘され、「航空宇宙攻撃の撃退」が軍事政策上の重要課題に数えられたことはその余波の
一つと言えよう。また、2006年には、米国の核・通常戦力とMDシステムを組み合わせれ
ばロシアの核抑止力を無効化して「MAD（相互確証破壊）の終わり」が訪れるという主張
が現れ 5、これに対してドヴォルキンらロシアの核専門家が「PGMでロシアの核戦力を大
幅に弱体化させることは不可能である」と反論するなど 6、西側の技術優越がロシアの戦
略核抑止との関連でも問題視されるようになった 7。
つまり、ハイテク非核戦略の劣勢に対するロシア側の回答が核兵器による「エスカレー
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ション抑止」であったわけだが、しかし、このような核兵器の使用方法が実際に運用政策
として採用されているかどうかは別問題である。
例えば CSISのロシア専門家であるオリガ・オライカーは、2016年の論文において、ロ
シアは「エスカレーション抑止」を運用政策として採用しているわけではないと主張する 8。
オライカーの論拠をひとことで要約するならば、核兵器による「エスカレーション抑止」
が宣言政策に含まれていないことは矛盾である、ということになろう。「エスカレーション
抑止」が機能するためにはロシアの仮想敵がそのような攻撃を受ける可能性を認識してい

表 -1 「エスカレーション抑止」の諸段階

平時

・ グローバル
な軍事・政
治的状況の
監視
・ 非軍事的性
格を有する
政治・情報・
経済的施策
への関与

軍事的脅威事態

・ 軍の即応態勢
の上昇
・ 新兵器のデモ
ンストレー
ション的なテ
スト
・ 軍の戦略的展
開とデモンス
トレーション
的な行動
・ 死活的に重要
な目標に対す
るダメージ惹
起の脅し
・ 特定の目標に
対する単発の
PGM攻撃

局地紛争

・ 一般任務戦
力の行動
・ 敵領域内の
目標に対す
る複数の精
密誘導兵器
を用いた攻
撃
・ 核使用の脅
し
・ 敵の戦略核
戦力の戦闘
ポテンシャ
ルを減少さ
せないがロ
シアのそれ
を増大させ
るような目
標に対する
PGMその他
を用いた損
害惹起

地域戦争

・ 多数の PGM
を用いた敵
の目標に対
する攻撃
・ 敵部隊に対
する単発ま
たは複数の
戦術核兵器
の使用
・ 戦略核兵器
または戦術
核兵器のデ
モンスト
レーション
的な使用
・ 単発の核攻
撃につなが
ることを確
信させる行
動

大規模戦争

・ 敵部隊に対
する戦術核
兵器の大量
使用
・ 敵の軍事・
経済目標に
対する単発
及び（また
は）複数の
核兵器（戦
術核兵器及
び戦略核兵
器）の使用

核戦争

・ 敵の軍事・
経済目標に
対する戦略
核兵器及び
戦術核兵器
の大量使用

軍事力のデモ
ンストレー
ション

力の行使に関す
る直接・非直接
の脅し

探りを入れる
ための軍事力
行使

中規模の（限
定された）力
の行使

激しい力の行
使

デモンストレーション 適度な損害の惹起 報復

（出典）A.V.スクリプニクの論文を元に CNAが作成したもの（Michael Kofman, Anya Fink, and Jeffrey 
Edmonds, Russian Strategy for Escalation Management: Evolution of Key Concepts, CNA, 2020, p. 20. <https://
www.cna.org/CNA_fi les/PDF/DRM-2019-U-022455-1Rev.pdf>）を筆者が日本語訳した
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なければならない（戦略的コミュニケーションが成立していなければならない）にも関わ
らず、『ロシア連邦軍事ドクトリン』に記載された核使用基準にはこのような文言が一切含
まれていないためである（表 -2）。また、オライカーは、「エスカレーション抑止」型の核
戦略を採用する声が絶えないのも、むしろこれが公式の核運用政策として採用されていな
い証拠であると見る。

表 -2 『ロシア連邦軍事ドクトリン』に記載された核使用基準

文書 主な記述 付随する記述

1993年版軍
事ドクトリン
「基本規定」

本文書は、限定的なものを含め、一
方の側が戦争において核兵器を使用
すれば核兵器の大量使用を引き起こ
し、破滅的な結果につながるとのテー
ゼを含む。

2000年版軍事
ドクトリン

ロシア連邦は、自国及び（又は）そ
の同盟国に対する核兵器及びその他
の大量破壊兵器に対抗して、並びに
ロシア連邦の国家安全保障に危機的
な通常兵器による大規模侵略に対抗
して核兵器を使用する権利を留保す
る。

ロシア連邦は、核兵器を保有しない核
不拡散条約加盟国に対しては核兵器を
使用しない。ただし、ロシア連邦、ロ
シア連邦軍又はその他の部隊、その同
盟国、安全保障上の関係において義務
を有する国家に対して核保有国が攻撃
を行う際、非核保有国がこれと共同し
て、あるいは同盟上の義務に従って参
加又は援助する場合は除く。

2010年版軍事
ドクトリン

ロシア連邦は、自国及び（又は）そ
の同盟国に対して核兵器及びその他
の大量破壊兵器が使用された場合並
びに通常兵器を使用したロシア連邦
への侵略によって国家の存立が危機
に瀕した場合に核兵器を使用する権
利を留保する。

核兵器の使用に関する決定はロシア連
邦大統領が行う。

2014年版軍事
ドクトリン

同上 同上

（出典）一連の『ロシア連邦軍事ドクトリン』より筆者作成

また、ポーランド国際関係研究所（PISM）のヤツェク・ドゥルカレチが指摘するように、
それがいかに限定的なものであったとしても、ひとたび核兵器を使用すれば敵がどのよう
な反応を示すのかはかなり不確実であると言わざるを得ない 9。その時の政権の性格や国
民の気分次第では、限定核使用を受けても矛を収めず、それどころかはるかに苛烈な核反
撃に訴えてくるといった事態は十分に想像しうるためである。実際、ロシアの「エスカレー
ション抑止」型核使用を懸念する米国は 2017年、ロシアが在独米軍基地に限定核使用を行っ
たらどう対応すべきかをテーマとした図上演習を国家安全保障会議（NSC）内で実施したが、
その際、あるチームが限定核使用による報復をベラルーシに行うことを選択し、もう一つ
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のチームが通常兵器による報復を選んだとされる 10。

（3）恐怖惹起戦略としての「エスカレーション抑止」
したがって、オライカーやドゥルカレチは、ロシアの「エスカレーション抑止」を実際
の核運用戦略というよりも、核攻撃の恐怖を引き起こすことで西側の行動を抑止する心理
戦、すなわち「恐怖惹起」戦略であると位置付けている。
このような見方を裏付けるのが、2020年 6月に公表された『核抑止の分野におけるロシ
ア連邦の国家政策の基礎』と呼ばれる文書である。同名の文書は 2010年版『ロシア連邦軍
事ドクトリン』と同時に承認されていたが、その内容はこれまで機密とされてきた。ここ
で注目されるのは、核抑止の全般的な性質について記述した第 1章において「軍事紛争が
発生した場合の軍事活動のエスカレーション阻止並びにロシア連邦及び（又は）その同盟
国に受入可能な条件での停止を保障する」ことが核抑止の目的の一つに数えられたことで
あろう。一見、これはロシアが「エスカレーション抑止」で核使用戦略を公式に認めたよ
うにも見える。しかし、具体的な核使用基準を列挙した第 4章にはこのような目的での核
使用に関する言及は見当たらない。
前述のオライカーは、このような記述ぶりを、核兵器の「使用」戦略（運用戦略）と核
兵器による抑止戦略を意図的に混同させようとしたものであると評価している。つまり、
仮に「エスカレーション抑止」が具体的な核使用戦略ではないのだとしても、現実にロシ
ア側にはそのようなアイデアが存在し、そのための手段も保有している以上、「可能性」と
しての「エスカレーション抑止」型核使用は常に排除できないということになるためであ
る 11。あるいはウィーン軍縮不拡散センターのウルリヒ・クーンが述べるように、ロシア
の狙いは、核運用政策を敢えて曖昧なままにしておくことで「エスカレーション抑止」の
ような核使用が実際にありうるかもしれないと西側に「思わせる」ことにあると考えられ
よう 12。

2．非核「エスカレーション抑止」への発展
（1）PGMによる非核「エスカレーション抑止」
しかし、デモンストレーションや損害惹起を目的とするならば、その手段は何も核兵器
に限らず、通常弾頭型の長距離 PGMでも同じ効果が得られる、と考えることもできよう。
しかも、これならば通常戦力の敗北が核使用に直結せず、両者の間にもう一段階、エスカ
レーションの梯子（エスカレーション・ラダー）を設けることができる。こうした考えに
基づいて、近年のロシア軍においては通常兵器を用いた「エスカレーション抑止」戦略が
盛んに議論されるようになった。前述した CNAの研究チームによると、現在のロシアに
おいて主流となっているのは、こうした非核「エスカレーション抑止」論であるとされる。
実際、現行の 2014年版『軍事ドクトリン』では、その第 29パラグラフに「軍事的な性
格を有する戦略的抑止力の実施枠組みにおいて、ロシア連邦は精密誘導兵器の使用を考慮
する」という一文が初めて盛り込まれた。核兵器による「エスカレーション抑止」につい
ては曖昧な態度を取りつつも、非核「エスカレーション抑止」については、それがロシア
の軍事政策に含まれることが非常に明確な形で宣言されたことになる。
しかも、非核「エスカレーション抑止」論は、単なる理論ではない。2010年代を通じて
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巡航ミサイル等の長距離 PGMに集中的な投資を行った結果、現在のロシア軍は米国に次
ぐ巨大な通常型 PGM戦力を保有するに至っているからである。
この意味では、「ツェントル 2019」に続いて実施された「グロム 2019」演習が非常に興
味深い。軍管区大演習の後に実施される通常の戦略核部隊演習とは異なり、「グロム 2019」
の訓練項目には「長距離精密誘導兵器の使用に向けた訓練」が含まれており、カリブル艦
艇発射型巡航ミサイル（SLCM）や 9M728地上発射型巡航ミサイル（GLCM）など、多様
な非核 PGMの実弾発射訓練が実施された。非核 PGMの増強が、ロシアの「エスカレーショ
ン抑止」戦略を新たな段階に推し進めたことを如実に示して見せたのが「グロム 2019」で
あったと言えよう。
また、2020年 11月 10日の 1時 53分には、アゼルバイジャンの首都バクーの郊外で大
規模な爆発が発生しているが、米国の『ニューヨーク・タイムズ』紙は、これがロシアに
よる通常型「エスカレーション抑止」攻撃であったという見方を紹介している 13。9月 27
日に勃発したアゼルバイジャンとアルメニアの全面戦争において前者は圧倒的な優勢に立
ち、停戦直前には、係争地域であるナゴルノ・カラバフの完全制圧が視野に入っていた。
したがって、アゼルバイジャン内にはあくまでも戦争を継続すべきであるとの意見が存在
していたが、プーチン大統領は停戦を遵守しなければロシア軍が介入するとの警告をアゼ
ルバイジャン側に行い、ダメ押しとして限定攻撃を行ってみせたというのが『ニューヨー
ク・タイムズ』の描くストーリーである。ただ、この件については全ての当事者が沈黙を守っ
ているため、真偽は明らかでない。

（2）極超音速兵器とレーザー兵器
しかも、ロシアの非核「エスカレーション抑止」戦略は現在も発展の過程にある。現在、
ロシアの軍事思想家たちの関心を集めているのは、その手段として極超音速兵器を用いる
ことである。
極超音速（hypersonic）とは一般的にマッハ 5以上の超高速領域をいい、これほどの速度
を発揮できる兵器は従来、大気圏外を飛行する弾道ミサイルに限られてきた。だが、近年、
米中露をはじめとする世界の主要国では、大気圏内でも極超音速を発揮できる兵器の開発
が熱心に進められており、2018年のプーチン大統領による教書演説では二つの極超音速ミ
サイルが紹介された。ICBMで加速され、マッハ 20以上の速度で飛行するとされるアヴァ
ンガルドと、戦闘機から発射される射程 2000km、最大速度マッハ 10のキンジャールである。
ただ、同じ極超音速ミサイルといっても、両者の性格はかなり異なる。前者の利点は、
従来の核弾頭よりも遥かに低い高度を飛行することで地上のレーダーからは探知しにくい
ことと、大気圏再突入後に複雑に飛行軌道を変化させることでミサイル防衛（MD）シス
テムの迎撃をかわす能力を持つこととされている。要は従来型の核弾頭をより迎撃されに
くいよう改良したものであって、どちらかと言えは古典的な戦略核抑止力に関わる兵器と
見ることができよう。
一方、キンジャールも在来型の空対地ミサイルに比べて速度と機動性の高さが強調され
ている点では同じだが、その弾頭は基本的に通常型（非核）であり、核弾頭を搭載しなく
ても目標を高い精度で攻撃できるとされている。在来型の防空システムを突破する能力を
持ったこの種のミサイルによれば、低速の巡航ミサイルよりもはるかに高い確度で非核エ
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スカレーション攻撃を遂行することができる、という見込みが立てられよう。
また、米国は 2017年と 2018年にシリアに対する巡航ミサイル攻撃を行っているが、そ
の政治的インパクトはさておき、実際の軍事的効果はごく限られたものであった。2017年
のそれについて言えば、シリア空軍のシャイラート基地は 60発近いトマホークの集中攻撃
を受けながら、数日後には機能を回復してしまった。いかに射程が長く、誘導が精密であ
ろうと、着弾してしまえばその威力は 1発の 500kg爆弾と変わらないからである。目標が
堅固に掩体されていたり、分散化されている場合には、やはりその効果は大幅に減殺され
よう。
だが、超高速で落下してくる極超音速兵器ならば、滑走路に深い穴を穿つなどして目標
の機能をより長期間に渡って機能不全に陥れうる。非核兵器の弱点である破壊力の弱さを、
極超音速のもたらす運動エネルギーがある程度カバーするということである。したがって、
キンジャールのような極超音速兵器は、通常弾頭型であっても「エスカレーション抑止」
の有力な手段となることが期待され得る。
このような意味で、ロシア軍参謀本部軍事戦略研究センターの紀要『軍事思想』に掲載
された論文「戦略的抑止を確保するための新たな兵器の役割について」14は示唆に富む。
同論文によると、敵の防空網を掻い潜って目標を精密に打撃できるキンジャールは、「政治
的、倫理的、その他の理由」で核兵器が使用できない状況においても使用できる有力な打
撃手段であると同時に、デモンストレーション使用によって軍事紛争の烈度や範囲を限定
する効果を見込めるという。海軍向けに開発が進められているツィルコン極超音速対艦ミ
サイルについても、今後、対地攻撃バージョンが開発されれば同様の効果を発揮すること
ができよう。
また、同論文は地上配備型レーザー兵器ペレスウェートも、敵の人工衛星に限定的な損
害を与えることで同様の役割を果たすとしており、こうなると「エスカレーション抑止」
は核戦略という狭い範疇には収まりきらない概念に発展しつつあることになる。

おわりに
ソ連崩壊によってロシアの軍事力は質量ともに大幅に低下し、軍事力の回復が進んだ現
在においてもその通常戦力は NATOに対して劣勢であるとされている。こうした中でロシ
アが頼ったのが核兵器であり、戦略核戦力によって大規模戦争を抑止しつつ、仮にそのよ
うな事態に至った場合でも全面核戦争へのエスカレーションを回避しながら戦術核兵器を
用いて通常戦力の劣勢をカバーしながら戦うという「地域的核抑止戦略」、すなわちロシア
版「柔軟反応戦略」が採用された。
こうした中で、ロシア軍が温め続けてきたとされるもうひとつの核戦略が本稿で扱った

「エスカレーション抑止」戦略であったわけだが、その実態は 気楼のように掴み所のない
ものであった。そのような概念がロシア軍内部で議論されているらしいこと自体は西側に
も漏れ伝わっており、実際にそのための核戦力整備が行われている兆候も把握されてはき
たが 15、それが本当に核運用政策として定式化されているかどうかについては甚だ曖昧で
あったためである。
これに対して本稿が提示した構図は、ロシアは核兵器による「エスカレーション抑止」
を心理的な「恐怖惹起」戦略として用いる一方、よりエスカレーションの蓋然性が低い方
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法として極超音速兵器やレーザー兵器をも含む非核手段によって遂行しようとしていると
いうものである。核使用という一線を超えない範囲で行われるこの種の「エスカレーショ
ン抑止」は多分に冒険的な要素を含んだ核兵器によるそれよりも遥かに信憑性が高く、こ
の点は我が国の防衛戦略を構築する上でも改めて考え直す必要があろう。我が国が現にロ
シアとの領土紛争を抱えており、それが軍事衝突にエスカレートする可能性は（蓋然性と
しては低くとも）存在するためである。ロシアが近年、極東においてもカリブル等の長距
離 PGMを増強し、今後はキンジャールの配備も予定しているとされる現在の状況におい
ては尚更である。
また、非核「エスカレーション抑止」の可能性は対ロシア以外の局面においても重要性
を有する。同じく日本との領土紛争を抱える中国はやはり長距離PGMの増強を続けており、
ここにはいずれ極超音速ミサイルが加わろう。経済的・技術的に大きな制約を抱える北朝
鮮でさえ、近年では巡航ミサイルの配備を宣言しており、朝鮮半島有事のシナリオを構想
する上ではこれを考慮に入れる必要が出てくると思われる。
ただ、非核「エスカレーション抑止」もまた万能ではない。前述した CNAの報告書に
おいても指摘されているとおり、敵が戦闘の停止や参戦の見送りを決断するに足るダメー
ジのレベルを見積もることはもとより極めて困難であり、これが（核兵器ほどの心理的衝
撃をもたらさない）通常戦力によるものであるとすればその複雑性はさらに増加するため
である。ジョンソンが指摘するように、この意味で非核手段はロシア軍においても核兵器
のそれを代替し得るとはみなされておらず、両者の関係性についての議論は現在も進行中
である 16。この点は今後の研究課題となろうことを指摘して本稿を終わることにしたい。
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第 11章　 ロシアをめぐるサイバー問題
―ロシアの情報セキュリティ概念と SolarWinds社事案 ―

山添　博史

はじめに
2020年 12月、米国でサイバー情報窃取を可能にするマルウェア（ウイルスを含む、悪
意のソフトウェア）SUNBURSTが、SolarWinds社のネットワーク管理ソフトウェアを利用
する多くの組織に拡散した事案が公になり、ロシアによる深刻なサイバー攻撃として大き
く報道されている。しかし米国もロシアも事態の全容を明らかにするとは限らず、世界の
サイバーセキュリティの実態を理解するのは困難を極める。サイバーセキュリティ問題に
ついて安全性を高めていくには、公的組織が発表する事案の状況に限らず、多様な場面で
論じられているサイバーセキュリティの動向や過去の事例も交えて、厳密ではなくても趨
勢を理解し、必要な措置を講じる継続的な努力が必要だろう。本章では、ロシアのサイバー
セキュリティの考え方の手がかりとして「情報セキュリティドクトリン」の概要を検討し、
その理解を交えつつ、SUNBURSTの事案で生じている問題を取り扱う。

1．ロシアの情報セキュリティの概念
2016年 12月、ロシアのプーチン大統領は「ロシア連邦情報セキュリティドクトリン」（以
下、「情報セキュリティドクトリン」）に署名した 1。これは、2000年の文書を更新したもので、
事前に草案を公表して意見を聴取したうえでの決定であった。大きな変化の一つは、外国
による情報空間の操作により社会の安定が脅かされるという脅威認識を書き込んだことで
ある。
その変化は、2014年の危機を経て国家安全保障の脅威認識が先鋭化した動向に沿ったも
のと言える。2014年 12月の「ロシア連邦軍事ドクトリン」の更新では、「軍事的危険」と
して、ロシア国内の愛国的伝統を損なう宣伝など、軍が本来対処するものではないような
情報空間における問題を挙げている。2015年の「ロシア連邦国家安全保障戦略」でも同様
の趣旨の記述が追加された 2。2016年の「情報セキュリティドクトリン」も、この「ロシ
ア連邦国家安全保障戦略」を根拠文書の一つに挙げており、上記 2つの文書と同様に、国
家の安全を守るための重要な場として情報空間を論じている。

2014年 12月の「ロシア連邦軍事ドクトリン」では、非核抑止システムとして、「ロシア
連邦への侵略を非核手段で予防するための、対外政策・軍事・軍事技術手段の複合物」を
用いると定めている。これは、2014年のウクライナ政変を外国によるロシアの国益への攻
撃とみなし、それに対する手段として核抑止は有効ではなく、非核手段によるべきだとい
う議論があったからである。2011年のリビアにおいて政権反対運動が広がり、外国による
軍事介入につながり、その結果政権が崩壊し国家が分裂したという理解がロシアでは有力
であり、ロシア軍は非軍事手段と軍事手段を交えたものが現代の戦争だと認識している。
そして、このような軍事に限らない脅威に対して抑止を行うことを「戦略的抑止」と述べ
るようになってきた 3。
「情報セキュリティドクトリン」も、このような戦争観において国益を情報空間で防衛す
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るという趣旨が強いものである。これは第 3部「脅威」の構成からも見えてくる。まず第
10条で、地政学的目的、テロリズム、犯罪で国際平和と戦略的安定性を損なうものを脅威
としている。以下、脅威として挙げるのは、外国が軍事目的のために情報インフラに影響
を与えること（第 11条）、外国諜報機関が主権を侵害し伝統的価値や若者に悪影響を与え
ること（第 12条）、テロ・過激派組織の情報空間利用（第 13条）、個人情報犯罪（第 14条）
などである。このように、テロ組織や犯罪者よりも、外国がロシアの情報セキュリティに
脅威を与えていることが主要な問題として扱われている。
ロシア政府による「情報セキュリティ」（информационная безопасность）の用語の選択も、

「サイバーセキュリティ」（кибербезопасность）の語とは異なり、このような考え方を背景
に持っていると考えられる。サイバー空間において不正アクセスの脅威からいわゆる CIA、
すなわち機密性（confi dentiality）、完全性（integrity）、可用性（availability）を守って情報
システムを運用するという論点よりも、ここでの「情報セキュリティ」は広く政治・社会
に影響する情報空間全般を対象とし、一方で政府が社会を管理するという立場に強く結び
ついている。合法的手段を用いた情報通信であっても、「情報セキュリティ」への脅威には
なりうる。
第 4部「情報セキュリティ保障のための戦略目的」が挙げる対策では、まず第 21条に軍
事政策を記載している。第 22条で国家、社会、人権、情報インフラを守る行動を挙げる。
第 23条ではイデオロギー、外国エージェントに注意する。第 25条で、経済分野として技
術向上、外国依存の減少を目指す。第 29条は、戦略的安定性と戦略的パートナーシップ、
主権の確保、脅威から守るための国際協力、国際法を挙げる。
このようなロシアの情報セキュリティ観でいえば、民間企業や一般行政機構をサイバー
犯罪から守り社会のサイバー空間利用の安全性を高めるよりも、外国による政権転覆につ
ながる情報空間全体の管理が重要課題になる。それに関連して、国内でのテロ組織のみな
らず、野党の組織的運動を制御するための情報空間の管理・活用にロシアの政権は取り組
んでいる。
「情報セキュリティドクトリン」第 29条に挙げている国際協力として、ロシアは上海協
力機構加盟国、特に中国との協力を重視している。国連では中国、ロシア、タジキスタン、
ウズベキスタンが「テロリズム、分離主義、過激主義を助長し政治、経済、社会の安定を
損なう情報の流布」をとどめるための規則づくりを提案している。2015年に習近平国家主
席とプーチン大統領が「情報セキュリティ協力」の文書に署名した。両国は共通の脅威認
識を示し、協力枠組みの構築に努めている一方、サイバー攻撃手段におけるノウハウを共
有せず、互いに対する諜報活動は続けていると見られる 4。

2．サイバー攻撃をめぐる米露関係
（1）SolarWinds社製品を通じたサイバー攻撃事案

2020年 12月 8日、セキュリティ企業 FireEye のケヴィン・マンディア（Kevin Mandia）
CEOが、訓練用のサイバー攻撃ツールに対する不正アクセスを発見し、最高レベルの政府
組織能力によるサイバー攻撃だとみなして、米国政府やマイクロソフトと協力して調査中
と発表した 5。発見のきっかけは、不正ユーザーが FireEye社の多要素認証メカニズムにお
いてアクセスを許可する端末として自分のものを新たに登録したとき、管理者に警告が通
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知され、正当なユーザーに確認したところ本人ではないと判明したことだった 6。
同社は調査を継続し、12月 13日に続報を発表した。SUNBURSTと名づけたマルウェアが、

SolarWinds社が提供し幅広く使われているネットワーク管理ソフトウェア Orion Platform
の更新ファイルの形をとって全世界の多数のシステムに広がり、バックドア（侵入のた
めの裏口）をつくって慎重に情報窃取を行っていたというものだった 7。同日、米国国土
安全保障省のサイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA: Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency）が緊急通達を出した 8。日本の内閣サイバーセキュリティセ
ンター（NISC）も 14日に政府機関に注意喚起を行い、また一般への注意喚起を公表した 9。
SolarWinds社によるその後の調査により、2019年 9月に不正アクセスがあり、2020年 3月
から SUNBURSTマルウェアの拡散が始まっており、18,000件程度の更新ファイルのダウ
ンロードがあったという 10。最大で 9ヶ月ほど、見つからずに情報窃取が進んでいた可能
性がある。
さらに、SolarWinds社への侵入経路も調査されている。その可能性の一つとして、『ニュー
ヨーク・タイムズ』紙は JetBrains社のソフトウェア開発ツール TeamCityを報じた。それ
が事実なら全世界で SolarWinds社のようなバックドアを何千も設置することを可能にする
という 11。しかし、SolarWinds社の調査でも TeamCityが侵入の原因になってはいないと、
JetBrains社は説明している 12。
いずれにしても、何らかの入り口から、SolarWinds社の Orion Platformという広く使われ
ているシステムにバックドアが設置され、それを利用する多くの組織が情報窃取の被害を
受ける可能性があるため、「サプライチェーン攻撃」と呼ばれることが多い。攻撃者は、認
識されるような損害を多く出せば発覚のリスクが増えるため、対象を絞って慎重な情報収
集をしてきたようである。それでも、最終目的に関する情報を持つ関連企業は情報窃取の
対象になる。このように、サプライチェーンを狙う今回の事案の特徴として、米国政府機
関のみならず多くの関連企業が窃取の被害を受けることになり、多くの組織で対策をとら
ねばならないことになる。政府の立場からは、オンプレミス（組織敷地内に設置するシス
テム）だとしても、それを運営するためのソフトウェアを提供する企業や、その開発の過
程のすべてからバックドアを排除し続けなければ、窃取できる出入り口を許してしまうこ
とになる。
しかも Orion Platformの中に仕込まれたバックドアとして、SUNBURSTは気づかれず
に活動できる立場をもっていた。通常、被害を出したマルウェアはセキュリティ企業に分
析され、そのシグネチャー（署名）が広く出回る。各システムにおけるマルウェア対策ソ
フトウェアがマルウェアのシグネチャーリストを更新し、新たなリストに合致するソフト
ウェアがあればマルウェアと判断し排除する。もし未知のマルウェアが、「ゼロデイ」と
呼ばれる未知の脆弱性を利用して侵入した場合は、EDR（Endpoint Detection and Response）
の機能を持つセキュリティソフトウェアが稼働していれば、データの流れなどを監視し、
不審な大量送信や特殊データへの不審なアクセスを検出し、マルウェアの存在の特定に
つなげる。しかし Orion Platformの正規のデジタル署名を持つアップデートの中に潜む
SUNBURSTは、正規の Orionが行うと認知されている広範なネットワーク監視の行動（例
えば Orion上のモジュール Network Performance Monitorはネットワーク上の通信状況を把
握する 13）の中に紛れて情報を収集するため、Orionが不審な行動をとっていると判定する



『大国間競争時代のロシア』研究プロジェクト報告書

̶ 106 ̶

のは非常に難しいという特徴がある。しかも SUNBURSTは、端末セキュリティツールの
多くを無効化していた 14。このように SUNBURSTは、従来の手段と比べても非常に巧妙
に開発され運用された高度な攻撃であり、マイクロソフトのプレジデント、ブラッド・ス
ミス（Brad Smith）は、これは史上最も広範で洗練された攻撃で、1,000人以上のエンジニ
アを必要とすると推測している 15。
トレンドマイクロ社によると、SUNBURSTが検出されたと 12月 16日までに通知してき
た事例のうち、米国が 53%、カナダが 9%、アルゼンチンが 7%、英国が 6%、オーストラ
リアが 4%で、その他 21%のうち少数だが日本のものもあった 16。
報道では、米国政府機関として財務省、商務省、国防総省、国土安全保障省、国務省、司法省、
エネルギー省などが被害を受けた組織のリストに挙がっている 17。機密情報が盗まれたこ
とを確認したとは明らかにされていない。攻撃者や報道機関などによる機密情報のリーク
も確認されておらず、本当に重要な機密情報が盗まれたとはまだ言えない。また、政府機
関が FireEye社よりずっと早く攻撃内容を把握していたが秘匿していたという可能性も低
い 18。もし秘匿していたのであれば、政府機関が多くの民間企業、しかも政府機関に関わ
る企業への被害拡大を許していたことになるので、考えにくいだろう。

（2）ロシアの関与に関する言説
2020年 12月に SolarWinds社製品を通じたサイバー攻撃が知られるようになってすぐ、
これはロシア政府によるものと報道されるようになったが、米国政府機関はその根拠を明
確に示していない。そのような具体的な情報源を秘匿するのは通例のことである。
マイク・ポンペオ国務長官はロシアによる攻撃と発言したのに対し、ドナルド・トラン
プ大統領は中国の可能性もあるとツイートした 19。2021年 1月 5日の連邦捜査局（FBI）、
サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）、国家情報長官室（ODNI）、国
家安全保障局（NSA）の合同声明によれば、最大で 18,000の組織が影響を受けた可能性が
あるが、ごく少数の組織で実際の諜報活動があってその内容をなお調査しており、加害者
は「高度で持続的な脅威」（APT）で、ロシア起源の可能性があると述べている 20。

APTとは “Advanced Persistent Threat”であり、技量が高く組織的な成果でサイバー攻撃を
行う集団のことである。未知の脆弱性を発見し、それを利用する方法を開発し、露見しに
くいよう慎重に運用するには、相当の組織力が必要である。組織力があり、犯罪の利益よ
りも特定の国益に整合する動機の一貫性があることで、このような APTの多くは政府の指
示を受けた組織によるものと考えられている。FireEye社は主要な APTの紹介として、イ
ラン、中国、北朝鮮、ロシア、ベトナムの政府によると考えられる組織を挙げている 21。
実際に SUNBURSTは、最大 9ヶ月もの間検出されずに広範囲に侵入し、少数特定の組
織において情報窃取を行っており、相当の技術力を投入して実現したもので、一般のサイ
バー犯罪集団より格段に高い水準の攻撃である。報道では、SUNBURSTはAPT29別名 “Cozy 
Bear”、ロシアの対外諜報庁（SVR）に所属するサイバー攻撃集団によるものとされてい
る 22。セキュリティ専門家のドミトリー・アルペロヴィチ（Dmitri Alperovitch）は、状況証
拠は SVRによることを示唆しており、破壊活動よりも諜報活動に特化した集団だと述べて
いる 23。ほかに、ロシアの軍参謀本部諜報総局（GRU）に属するとされる APT28別名 “Fancy 
Bear”によるサイバー攻撃も複数知られている。ロシアでの報道では概して、米国におけ
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るロシア関与の言説や米露関係の悪化について報じているが、ロシアの関与を否定するた
めの主張はそれほど強くない 24。当の APT28や APT29も、発覚した際には自らが何者か
を示す痕跡を残しており、民間のセキュリティ企業が秘密の情報源なしに攻撃者を特定で
きた 25。互いに競争して実績を示しているか、あるいはロシアの能力への恐怖を煽る趣旨
が考えられよう。
しかし我々が公開情報で得られる根拠だけで、ある APTが特定政府の指揮下にあると確
信することは難しい。また、ある単一の集団が脆弱性を利用して攻撃するとも限らない。
2021年 2月 3日のロイターの報道によると、SolarWinds社製ソフトウェアの別の脆弱性を
利用して米国政府機関に侵入した事案が見つかり、これは侵入の特徴から中国のものであ
るとされているという 26。

SUNBURSTが特定組織に限定した情報窃取を目的とするものだとして、その被害の重大
性を検証するのは難しい。もし、広範囲の被害が想定されうる攻撃にもかかわらず、米国
の民間セキュリティ企業と政府組織がこれを発見し、機密情報の窃取や基幹システムの破
損に及んでいないのが事実であれば、米国のサイバー防御能力が高いことを示していると
も言える。逆に、米国政府機関が確認できない、あるいは確認しても公表しない、甚大な
機密情報窃取が行われた可能性もあり、この場合は SUNBURSTが米国政府を打ち負かし
たことになろう。1940年代にソ連はワンタイムパッド（1回限り暗号表）を用いた高度な
暗号通信を利用し、長らく誰にも破られていないとされていたが、実は米国の VENONA
プロジェクトが暗号を解読し活用したことを秘匿していたことが、1990年代に明らかに
なった 27。このように秘密諜報活動でどちらがどのように上回ったのか、明らかになるま
で長い時間がかかる、あるいは明らかになることがないという可能性もある。
米国ではロシアへの報復が議論されている。米国政府がこれをロシアによる諜報活動と
みなし、ロシアに対して同様に諜報活動を行うのが報復だとすれば、これはすでに行って
いるはずであり、それを報復の証として公表するとは限らない。実際に、2020年 10月に
FBIがサイバー攻撃の犯人としてロシア GRUの職員の顔写真を公表したが、これはロシア
に対する諜報活動あるいは対諜報活動（カウンターインテリジェンス）の成果の一部であ
ろう。あるいは諜報員と疑われる外交官を追放するという古典的な報復手段がある。さら
に、損害を目に見えるようにサイバー破壊活動を行うことは、分かりやすい報復の選択肢
になるが、このようなエスカレーションでは反撃を覚悟する必要がある。サイバー空間で
反撃を受ける脆弱なところは米国に無数にあり、米国社会が受けるダメージが大きいため、
これを覚悟して報復することは相当難しい 28。
攻撃者が情報窃取を行っていたとして、情報空間での攻撃がそこで終わっているとは限
らない。他国政府に内情を知られる以上に、政治・社会に損害をもたらす方法がある。例
えば、2014年のウクライナ問題に際して、米国務省のヴィクトリア・ヌーランドは電話の
会話で、自らの断固たる外交姿勢に対応が追いついていない EU側の姿勢を非難する表現
を用いた。彼女はロシアが盗聴しうることを認識していたが、それで米国の本気の態度を
ロシア当局が確信するなら構わないと考えていた。しかし問題は、プーチン政権がヌーラ
ンドの率直な会話の内容（すでに公になっている政策）を知ったことではなく、その音声
が加工されて YouTubeに現れ、米国が下品な言葉で EUを罵り、ウクライナをめぐって無
様な仲間割れをしている印象が広まったことだった。これはロシアの「積極工作」の転機
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だった 29。
すなわち、秘密であるべき空間の情報が関係者以外に知られたという問題のみならず、
それを根拠として公開空間で信頼性を損なう言説が猛威を振るうという現象が深刻さを増
してきたのである。捻じ曲げているとはいえ、そこに根拠があるために、米国のような公
開空間では「捏造されたプロパガンダである」という主張が通りにくく、やはり信頼性は
損なわれてしまう。
類似例で著名なのは、2016年の大統領選挙における民主党内部情報の暴露である。民主
党選挙対策本部のメールが盗まれ、7月 22日にウィキリークスから公開された中の一例に
よると、選挙スタッフがバーニー・サンダース候補に不利になるような質問を用意する謀
議をめぐらせており、ヒラリー・クリントン候補陣営による不正の印象が広まった 30。す
なわち、政府中枢の最高機密情報でなくても、秘密の通信から公開空間に持ち出す内容と
方法によっては、政治プロセスに重大な被害が及ぶのである。そのあと 2017年 1月、米国
情報機関はロシアが行った工作だと断定したが、それでも米国の大統領選挙が歪められた
という認識は消え去るものではなく、米国の民主プロセスが受けた損害は大きかった。さ
らに、根拠のない「フェイク・ニュース」でも、恐怖や怒りの感情を利用して広まってい
けば、社会言論空間に大きな混乱をもたらすことが可能である。
上記のような事例が、ロシアが意図して実行したものとするならば、それは第 1節で述
べたような、ロシアの情報セキュリティにおける脅威の概念と整合性が高いものである。
すなわち、国際関係において対象国を圧迫し、あるいは政情不安や軍事紛争を引き起こす
手段として、その社会の政治プロセスに大きく作用する形で情報空間を操作するというも
のである。もしクレムリンが、2011年のロシア国内反政権デモの広がりや 2014年のウク
ライナ政変を、情報セキュリティへの脅威を通じた米国によるロシア攻撃とみなし、それ
を繰り返させないための手段の一環として、米国社会の情報セキュリティの脆弱性を利用
した攻撃を実行しているとすれば、それは「非軍事手段による戦略的抑止」としても理解
しうるものである。攻撃がロシア発であるという認識が広まる根拠を攻撃者が残している
ことも、それと整合する。それであれば、サイバー／情報空間における重大な事件がさら
に発生していくことを、我々は予期せねばなるまい。

おわりに
サイバーセキュリティ上の脅威は日々高まっており、本章で見たように非常に巧妙な手
法も現れている。これらの問題は日常生活を脅かすのに加えて、国際関係を複雑化させ、
大きな危険もはらむものである。サイバー脅威を根絶することができなくても損害を低減
するために重要なのは、サイバー攻撃を行った側が得られる利益が少なく、要するコスト
が大きくなることであろう。2019年頃から猛威を奮っているマルウェアEmotetに関しては、
ウクライナやオランダの警察機関が自国内の攻撃拠点を物理的に制圧し、そこのサーバー
を通じて Emotetマルウェア除去の措置をとったため、かなりの程度損害の拡大は止まり、
また加害者が利益を得ることも妨げられた 31。このような犯罪組織も政府系集団も、安価
に利益を得るか損害を与えられるのであればサイバー攻撃を頻発させるが、それが難しく
なれば頻度は下がるだろう。
ロシア政府も情報セキュリティへの脅威を減らすため、外交手段も用いている。冷戦
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時の核軍備管理や保健問題のように、対立する国際関係においても協力が成立する余地
はあり、サイバー問題についても可能性は慎重に検証していく必要があろう。ロシア
は、最近ではフランスや日本と情報／サイバーセキュリティの協議を行っている。2019
年 11月の日本との第 3回サイバー協議では、ロシアのアンドレイ・クルツキフ（Андрей 
Владимирович Крутских）情報セキュリティ国際協力担当大統領特別代表・外務省特任大
使や日本の赤堀毅外務省総合外交政策局参事官兼サイバー政策担当大使らが、情報空間に
関する互いの戦略、多国間協力、テロ・犯罪組織対策、重要インフラ防護などについて話
し合った 32。
米国に対しては、ロシアはプーチン大統領の声明を発表し、情報セキュリティ分野での
ハイレベル対話の再開、1972年の米ソ海上事故防止協定（INCSEA）に類似した行動規範
の合意、国内問題への相互不干渉の合意などを呼びかけた 33。一方、2021年 1月に成立し
た米国のバイデン政権は、新 START条約の延長は速やかに進めたものの、ロシアとの重大
問題の一つにサイバー問題を挙げている。米露間において、情報／サイバーセキュリティ
をめぐっての立場の相違や互いの行動に対する不信感は根強く、国際協力の実体化はまだ
まだ難しいだろう。
国際協力が進みにくい間は、セキュリティ脅威を発見し共有して各組織が強靭性を高め
ていく努力が一層重要になろう。いくら防御を高めていても、サイバー攻撃は日常的に行
われてその手法は極めて速く高度化していく。本章で扱った SolarWinds社の事案は、その
顕著な事例であり、このようなことが進行し続けるならば、多くの組織は気づかないまま
に情報窃取の被害に遭ったり、いつ何時でも破壊活動が始まりうる拠点を抱えることにな
る。しかし、組織の最重要の情報システムが被害を受ける前に、より一般的な情報システ
ムにおいて脅威を発見できれば、その損害を限定し、かつ攻撃者に利益を与えることを拒
否することができる。アルペロヴィチは、常に侵入が行われうることを仮定して、損害を
限定する措置をとるほかないと指摘している 34。侵入されることを前提として、システム
内部のすべての情報アクセスを疑って検証することで、問題検出の機会を極大化する「ゼ
ロトラスト」の考え方などをうまく活用し、サイバー空間の品質を不断に高めていく努力
が必要だろう。
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